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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

(1）連結経営指標等  　 　 　 　 　

営業収益 百万円 3,201 4,946 16,541 16,908 24,508

経常利益 百万円 31 296 4,303 4,323 5,486

当期純利益 百万円 100 306 4,108 3,233 34,500

包括利益 百万円 － － － 3,240 34,578

純資産額 百万円 6,562 6,846 11,005 13,961 49,471

総資産額 百万円 12,189 39,811 37,999 37,862 117,546

１株当たり純資産額 円 119.13 124.14 185.03 232.39 798.17

１株当たり当期純利益金額 円 1.83 5.57 69.56 54.30 575.96

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
円 － － 69.12 53.85 567.68

自己資本比率 ％ 53.8 17.2 28.9 36.7 40.9

自己資本利益率 ％ 1.54 4.58 46.14 26.01 111.36

株価収益率 倍 33.39 6.37 1.65 3.73 1.41

営業活動によるキャッシュ・

フロー
百万円 15,924 △2,847 △6,819 9,234 △16,489

投資活動によるキャッシュ・

フロー
百万円 475 1,997 △34 △310 △12,424

財務活動によるキャッシュ・

フロー
百万円 △15,615 871 10,067 △908 24,165

現金及び現金同等物の期末残

高
百万円 2,896 2,918 6,131 14,148 9,410

従業員数 人 81 217 394 538 1,148
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回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

(2）提出会社の経営指標等  　 　 　 　 　

営業収益 百万円 2,212 2,451 6,445 3,866 3,090

経常利益又は経常損失（△） 百万円 182 △95 4,087 2,414 1,219

当期純利益 百万円 112 272 3,585 1,170 683

資本金 百万円 4,392 4,392 4,470 4,496 4,530

発行済株式総数 千株 27,652 27,652 29,752 30,009 30,225

純資産額 百万円 6,561 6,811 10,442 11,089 11,533

総資産額 百万円 12,180 32,297 25,730 21,080 39,188

１株当たり純資産額 円 119.12 123.51 175.64 184.60 189.80

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)

円

（円）

1.00

（－)

3.00

(－)

10.00

(2.00)

10.00

(4.00)

12.00

(6.00)

１株当たり当期純利益金額 円 2.04 4.96 60.72 19.67 11.40

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
円 － － 60.33 19.50 11.24

自己資本比率 ％ 53.9 21.1 40.5 52.4 29.2

自己資本利益率 ％ 1.72 4.09 41.66 10.92 6.08

株価収益率 倍 29.91 7.16 1.89 10.30 71.21

配当性向 ％ 24.52 30.27 8.23 25.43 52.62

従業員数 人 79 75 134 37 46

　（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．第32期の連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第33期の連結ベースの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当連結会計年度において、ＫＣカード㈱の株式取得並びに同社の株式取得に係る時価評価の結果、負ののれ

ん発生益を特別利益に計上したことにより、当期純利益、純資産額及び総資産額が増加しております。また、

当連結会計年度において、更生会社㈱武富士の消費者金融事業を会社分割（吸収分割）により承継したこと

により、総資産額が増加しております。

５．当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載

しておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位をもって記載することに変更いたしまし

た。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度以前及び前事業年度以前についても百万円単位に組替え表

示しております。

６．当連結会計年度及び当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　

平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号　平成22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９

号　平成22年６月30日）を適用しております。

　　当連結会計年度の連結貸借対照表日後、及び当事業年度の貸借対照表日後において１株につき２株の株式分割

を行いましたが、第32期、第33期、第34期及び第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり

純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２【沿革】
年月 沿革

昭和52年３月 大阪市南区（現 中央区）に㈱一光商事を設立、中小企業及び個人事業主向けの商業手形割引及び

手形貸付等の貸金業務を開始。

昭和58年12月「貸金業の規制等に関する法律」の施行に基づき、貸金業登録。

平成３年３月 商号を㈱イッコーに変更。

平成８年７月 事業者向金融業者に対する金融業を目的として、㈱マスワーク（現 キーノート㈱）を設立。

平成10年９月 大阪証券取引所市場第二部に上場。

平成17年１月 全国保証㈱が当社普通株式12,600千株（第三者割当及び公開買付）を取得し、当社の親会社とな

る。

平成17年８月 ㈱マスワーク（現 キーノート㈱）が貸金業から撤退し、新たに中古住宅の販売を行う不動産業を

開始。

平成17年10月㈱西京銀行と保証業務提携を行い信用保証業務に参入。

平成20年３月 藤澤信義氏が全国保証㈱より当社普通株式14,010千株（公開買付）を取得し、当社の筆頭株主と

なる。

平成20年７月 貸付債権等の譲受け並びにその管理及び処分に係る業務等を目的として、合同会社パルティール

を設立。

平成20年８月 かざかファイナンス㈱（現 クロスシード㈱）より、かざか債権回収㈱（現 パルティール債権回

収㈱）の全株式を取得し、当社の連結子会社とする。

 平成20年11月 宅地建物取引業者免許を取得。

平成21年２月 大阪証券取引所市場第二部の貸借銘柄に選定される。

平成21年３月 阪急電鉄㈱より㈱ステーションファイナンス（現 ㈱ロプロ）の全株式を取得し、当社の連結子会

社とする。

平成21年５月 ㈱マスワークが、商号をキーノート㈱に変更するとともに、東京都目黒区に本店移転。

平成21年５月 当社グループのシステム部門の独立を目的として、Ｊトラストシステム㈱を設立。

平成21年７月 商号をＪトラスト㈱に変更するとともに、大阪市中央区北浜へ本店移転。

平成21年７月 ㈱ステーションファイナンスが、商号をＪトラストフィナンシャルサービス㈱（現 ㈱ロプロ）に

変更するとともに、大阪市中央区に本店移転。

平成22年３月 ㈱西京銀行より西京カード㈱の株式を50％取得（平成21年５月に30％取得済み、計80％取得）し、

当社の連結子会社とする。

平成22年５月 当社の事業者及び消費者向貸付に関する業務を吸収分割の方式により、Ｊトラストフィナンシャ

ルサービス㈱（現 ㈱ロプロ）に承継。貸金業を廃業。

平成22年７月 ㈱東京スター銀行と保証業務提携を行う。

平成22年９月 ㈱ロプロの全株式を取得し、当社の連結子会社とする。

平成22年９月 本社機能を大阪市中央区北浜から京都市下京区に移転。

平成22年10月当社の信用保証業務に関する事業を吸収分割の方式により、Ｊトラストフィナンシャルサービス

㈱（現 ㈱ロプロ）に承継。ホールディング業務に特化。

平成22年12月㈱ロプロを存続会社とし、Ｊトラストフィナンシャルサービス㈱を吸収合併。

平成23年１月 本社機能を京都市下京区から東京都港区に移転。

 平成23年２月 事業者向及び消費者向信用保証業務を目的として、㈱日本保証を設立。

平成23年４月 ネオラインホールディングス㈱より、ネオラインクレジット貸付㈱の全株式を取得し、当社の連結

子会社とし、海外に進出する。

平成23年４月 当社代表取締役社長の諮問機関として、アドバイザリーボードを設置。

平成23年６月 東京都港区に本店移転。　

平成23年８月 楽天㈱より、ＫＣカード㈱（旧商号 楽天ＫＣ㈱）の株式（議決権割合97.76％）を取得し、当社の

連結子会社とする。

平成24年３月 更生会社㈱武富士の消費者向貸付に関する業務を吸収分割の方式により、㈱ロプロに承継。

平成24年３月 ＫＣカード㈱が「レンタル！アドアーズ」第１号店を東京都板橋区成増にオープンし、ＤＶＤレ

ンタルビジネスに参入。

（注）１．平成24年４月30日付で、株式交換により、㈱ネクストジャパンホールディングス及び㈱ブレイクを当社の連結

子会社、アドアーズ㈱を当社の関連会社としております。また、平成24年６月26日付で、同社を当社の連結子会

社としております。

　　　２．平成24年６月１日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。　
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（Ｊトラスト株式会社）及び連結子会社12社により構成されており、金

融事業、不動産事業、海外事業及びその他の事業を営んでおります。

　当社は平成23年４月１日付で、韓国の消費者金融会社であるネオラインクレジット貸付株式会社の発行済株式の全

株式を取得し、連結子会社といたしました。これに伴い、新たなセグメント情報の区分として、海外事業を追加してお

ります。また、平成23年11月より海外事業において、消費者を対象に不動産担保貸付を開始いたしました。

　また、平成23年８月１日付で、ＫＣカード株式会社の株式を取得し、連結子会社といたしました。これに伴い、該当す

る事業部門の名称を信販業務からクレジット・信販業務に変更しております。　

　

　当社グループは、当社がグループ各社の事業戦略を包括的に立案し、業務のサポートを行うホールディング体制を敷

き事業活動を展開しております。

  当社グループが営んでいる主な事業内容と当社及び連結子会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりでありま

す。

  なお、次の４事業部門は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメント

の区分と同一であります。 

　また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表

等　(1)連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

　

＜金融事業＞ 

１．事業者向貸付業務 

　　株式会社ロプロは、中小企業及び個人事業主を対象に、商業手形割引、無担保貸付又は不動産担保貸付・有価証

券担保貸付・ゴルフ会員権担保貸付・診療報酬債権担保貸付等による手形貸付や証書貸付を取り扱っており

ます。

２．消費者向貸付業務

　　株式会社ロプロ及び西京カード株式会社は、消費者を対象に無担保貸付又は不動産担保貸付等による証書貸付

を取り扱っております。

３．クレジット・信販業務 

　　ＫＣカード株式会社は、クレジットカードの発行による資金決済業務やカードローン等個人向け与信業務を

行っております。また、株式会社ロプロ及び西京カード株式会社は、消費者を対象とした、割賦販売による信販

業務を行っております。

４. 信用保証業務 

　　株式会社ロプロ、株式会社日本保証及びＫＣカード株式会社は、主に銀行・信用金庫・信用組合が行う中小企

業及び個人事業主への事業資金貸付及び消費者向け貸付に対する保証業務を行っております。

５．債権買取業務

　　当社、株式会社ロプロ、パルティール債権回収株式会社、合同会社パルティール、合同会社パルティール・ワン

及び合同会社パルティール・ケーシーは、金融機関・ノンバンク・事業会社からの貸付債権の買取業務を行っ

ております。また、パルティール債権回収株式会社におきましては、合同会社パルティール、合同会社パル

ティール・ワン及び合同会社パルティール・ケーシーからの回収受託に係る債権回収業務も行っております。

 

＜不動産事業＞

　キーノート株式会社は、不動産事業を営んでおり、戸建分譲の取り扱いを中心とした不動産売買業、中古住宅再生

事業及び不動産仲介業を行っております。

　

＜海外事業＞

　ネオラインクレジット貸付株式会社は、韓国消費者金融市場において消費者を対象に無担保貸付及び不動産担保

貸付による証書貸付を取り扱っております。

　

＜その他の事業＞

　Ｊトラストシステム株式会社は、コンピュータの運用及び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務を

行っております。　
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　以上の企業グループについて図示すると次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

主要な事業
の内容

議決権の所有割
合又は被所有割
合（％）

関係内容

(連結子会社)

キーノート㈱ 

（注）４．　

東京都

目黒区
30 不動産事業 100.00

①　役員の兼任

当社役員中１名がその役

員を兼務しております。

パルティール債権回

収㈱

（注）２． 

東京都

港区
500金融事業 100.00 ――――――

㈱ロプロ　

（注）５．

大阪市

中央区
95 金融事業 100.00

①　役員の兼任

当社役員中５名がその役

員を兼務しております。

②　営業上の取引

当社は㈱ロプロに事業資

金の資金提供を行ってお

ります。

Ｊトラストシステム

㈱

東京都

港区
80 その他の事業 100.00

①　役員の兼任

当社役員中１名がその役

員を兼務しております。

㈱日本保証　
東京都　

港区　
300金融事業 100.00

①　役員の兼任 

当社役員中３名がその役

員を兼務しております。

西京カード㈱　
山口県

周南市
60 金融事業 80.00

①　役員の兼任

当社役員中１名がその役

員を兼務しております。

ネオラインクレジッ

ト貸付㈱

（注）２． 

大韓民国

　

ソウル

特別市

980

(130億ウォン)
海外事業 100.00

①　役員の兼任

当社役員中１名がその役

員を兼務しております。

②　営業上の取引

当社はネオラインクレ

ジット貸付㈱に事業資金

の資金提供を行っており

ます。

ＫＣカード㈱

（注）２．

（注）６．　

福岡市

博多区
3,055金融事業 97.76

①　役員の兼任

当社役員中１名がその役

員を兼務しております。

②　営業上の取引

当社はＫＣカード㈱に事

業資金の資金提供を行っ

ております。　

その他４社　 　 　 　 　 　

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．上記連結子会社は、当連結会計年度において有価証券届出書又は有価証券報告書は提出しておりません。　

４．キーノート㈱は、営業収益（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結営業収益に占める割合が10％を

超えております。

主要な損益情報等　　(1）営業収益　　　　　　2,651百万円

(2）経常利益　　　　　     21百万円

(3）当期純利益　　　        7百万円

(4）純資産額　　　  　    723百万円

(5）総資産額　　　　　  1,889百万円
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５．㈱ロプロは、営業収益（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結営業収益に占める割合が10％を超え

ております。

主要な損益情報等　　(1）営業収益　　　　 　 5,633百万円

(2）経常利益　　　　      472百万円

(3）当期純利益　　    　  426百万円

(4）純資産額　　　 　   2,335百万円

(5）総資産額　　　　 　31,721百万円

６．ＫＣカード㈱は、営業収益（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結営業収益に占める割合が10％を

超えております。

主要な損益情報等　　(1）営業収益　　　　　　9,779百万円

(2）経常利益　　　　　  4,427百万円

(3）当期純利益　　　   30,369百万円

(4）純資産額　　　 　　39,787百万円

(5）総資産額　　　　　 72,962百万円

　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

金融事業 936

不動産事業 22

海外事業 91

その他の事業 53

全社（共通） 46

合計 1,148

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含みます。）であります。

２．連結子会社数が増加したこと等により、従業員数が610名増加しております。

３．全社（共通）に記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

４．平成23年４月１日に、海外で事業を営むネオラインクレジット貸付㈱の発行済株式の全株式を取得し、当社

の子会社としたことに伴い、報告セグメント「海外事業」を新たに追加しております。 

 

(2）提出会社の状況

 平成24年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

46 　41歳１ヶ月 ２年２ヶ月 6,176,004

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。）であります。

２．平均年間給与（税込）は、基準外賃金を含んでおります。

３．提出会社の従業員は、管理部門に所属しているものであり、セグメントの名称は「全社（共通）」でありま

す。　

 

(3）労働組合の状況

　当社グループには、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。

 

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

  8/139



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害を受けたも

のの、その後の震災復興需要、金融緩和による底堅い個人消費にも支えられ、緩やかな回復基調にありましたが、原

油高や電力不足等のリスク要因に加え、欧州における財政危機の深刻化や急激な円高の進行などが企業収益悪化に

つながる懸念もあり、先行き不透明な状況で推移してまいりました。

　当社グループが属する貸金業界におきましては、改正貸金業法の完全施行以降、減少傾向が続いてきた消費者ロー

ン残高が直近で前年対比増加となっていることや、利息返還請求にやや落ち着きが見られるなど改善の兆しも見受

けられますが、未だ改正貸金業法の完全施行の影響によるマーケットの縮小並びに資金調達環境の悪化等による事

業の縮小や廃業が相次ぐなど、依然として厳しい経営環境が続いております。また、クレジットカード業界におきま

しては、カードショッピングは、震災直後、被災地域を中心に取扱高が一時的に落ち込んだものの、その後は回復基

調を取り戻し、利便性の向上を背景として拡大傾向を維持していますが、カードキャッシングは、改正貸金業法の完

全施行に伴う総量規制等の影響により、融資残高、取扱高が減少するなど、厳しい環境が続いております。さらに、不

動産業界におきましては、首都圏を中心に新設住宅着工件数は回復の兆候が表れ、前年対比で微増するなど堅調な

動きを見せているものの、全国的に不動産価格が下落傾向にあるなど、不動産取引市況を取り巻く環境は非常に厳

しく、未だ調整局面にあると考えられます。

　このような経営環境を踏まえ、当社グループでは、当連結会計年度において積極的にＭ＆Ａ及び組織再編を行って

まいりました。平成23年４月に韓国の消費者金融会社であるネオラインクレジット貸付株式会社の全株式を取得し

海外市場へ進出したことに引き続き、平成23年８月には、楽天株式会社からＫＣカード株式会社（旧　楽天ＫＣ株式

会社、以下「ＫＣカード」という。）の株式を取得しクレジットカード事業へ参入いたしました。また、平成23年12

月には、平成22年10月31日に東京地方裁判所より会社更生法に基づく会社更生手続開始決定（東京地方裁判所平成

22年（ミ）第12号会社更生事件）を受けた更生会社株式会社武富士（現　更生会社ＴＦＫ株式会社、以下、「武富

士」という。）との間で、武富士の事業再建支援を目的とするスポンサー契約を締結し、平成24年３月には同社の消

費者金融事業を会社分割（吸収分割）により株式会社ロプロへの承継を行いました。さらに、平成24年２月には株

式会社ネクストジャパンホールディングス（以下、「ネクストジャパンホールディングス」という。）との間で当

社を完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社とする株式交換契約を締結しております。今後

は、ＫＣカード及び武富士の顧客基盤等を活かし、信用保証業務の強化等を通じて債務保証残高の積み上げを図る

とともに、ネクストジャパンホールディングスや同社の関連会社であるアドアーズ株式会社（以下、「アドアー

ズ」という。）におけるアミューズメント店舗運営ノウハウ、人材及び顧客情報等を、ＫＣカードが保有する決済機

能、マーケティング及び顧客サービスに係るノウハウ等と融合することにより、新しいクレジットカード事業の展

開に向けて、新たなＢｔｏＣビジネスの拡充を進めるなど、当社グループの企業価値の向上や事業規模の拡大に努

めてまいります。

　また、信用保証業務につきましては、株式会社西京銀行との間で、新たに事業者向け有担保ローンに関する保証業

務契約を締結するなど、債務保証残高の積み上げを図りました。

　以上の結果、当連結会計年度における営業収益は、ＫＣカードのクレジット事業収益が加算されたこと等により

24,508百万円（前年同期比44.9％増）、営業利益は5,539百万円（前年同期比28.1％増）、経常利益は5,486百万円

（前年同期比26.9％増）となりました。また、当期純利益は、ＫＣカードの株式取得に係る時価評価の結果、負のの

れん発生益29,444百万円を特別利益に計上したことにより34,500百万円（前年同期比967.0％増）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

①　金融事業

（事業者向貸付業務）

　　　　事業者向貸付業務につきましては、主に株式会社ロプロにおいて取り扱っております。金融事業における中長期

的な戦略として商業手形割引の推進を行ったことにより、商業手形の融資残高は順調に増加しておりますが、

営業貸付金につきましては、回収が順調に進んだことにより減少しております。

　　　　これらの結果、当連結会計年度末における融資残高は、商業手形では2,119百万円（前年同期比11.5％増）、営業

貸付金では1,540百万円（前年同期比30.7％減）、長期営業債権では49百万円（前年同期比60.2％増）となり、

長期営業債権を含めた融資残高の合計は3,708百万円（前年同期比10.7％減）となりました。

（消費者向貸付業務） 

　　　　消費者向貸付業務につきましては、株式会社ロプロ及び西京カード株式会社において取り扱っております。

　　　　当連結会計年度末における融資残高は、回収が順調に進んだことにより減少した一方、平成24年３月に武富士の

消費者金融事業を会社分割（吸収分割）により株式会社ロプロが承継したことにより、営業貸付金では20,903

百万円（前年同期比119.9％増）、長期営業債権では1,322百万円（前年同期比40.5％減）、長期営業債権を含

めた融資残高の合計は22,226百万円（前年同期比89.5％増）となりました。 
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（クレジット・信販業務）

　　　　クレジットカード業務につきましては、平成23年８月に連結子会社としたＫＣカードにおいて、前身の国内信販

株式会社から続くＫＣカードのブランド力と豊富なノウハウを活用したクレジットカード事業を展開してお

ります。また、信販業務につきましては、株式会社ロプロ及び西京カード株式会社において割賦販売による信販

業務を取り扱っております。

　　　　これらの結果、当連結会計年度末における割賦立替金残高は65,024百万円（前年同期は1,443百万円）、長期営業

債権は7,115百万円（前年同期は31百万円）、長期営業債権を含めた割賦立替金残高の合計は72,139百万円

（前年同期は1,475百万円）となりました。　

（信用保証業務） 

　　　　信用保証業務につきましては、主に株式会社日本保証、株式会社ロプロ及びＫＣカードにおいて取り扱っており

ます。中長期的な戦略として信用保証業務の拡充を掲げ、当連結会計年度では、ＫＣカードの顧客基盤等の有効

活用を図るとともに、主に株式会社西京銀行及び株式会社東京スター銀行の貸付に対する保証を中心に債務保

証残高の積み上げを図りました。

　　　　これらの結果、当連結会計年度末における債務保証残高は、有担保貸付に対する保証では12,457百万円（前年同

期比144.1％増）、無担保貸付に対する保証では9,614百万円（前年同期比109.3％増）となり、債務保証残高の

合計は22,072百万円（前年同期比127.6％増）となりました。

（債権買取業務）

　　　　債権買取業務につきましては、当社、株式会社ロプロ、パルティール債権回収株式会社、合同会社パルティール、合

同会社パルティール・ワン及び合同会社パルティール・ケーシーにおいて取り扱っております。中長期的な戦

略として、新たな債権についても積極的に買取を行っておりますが、買取債権の回収がそれを上回って推移し

ているため、当連結会計年度末における買取債権残高は2,310百万円（前年同期比42.4％減）となりました。 

　

　　　　以上の結果、金融事業における営業収益は19,927百万円（前年同期比49.5％増）、セグメント利益は5,571百万円

（前年同期比38.7％増）となりました。

　

②　不動産事業

　　　　不動産事業につきましては、キーノート株式会社を中心に事業を展開しており、金融事業とのシナジーを活かし

ながら、建売住宅の販売・仲介だけでなく、注文住宅建設事業及び中古住宅のリノベーションなど、住宅関連ビ

ジネスにより収益化を図っておりますが、不動産取引市況の低迷の影響を受け、営業収益が減少しております。

　　　　以上の結果、不動産事業における営業収益は2,670百万円（前年同期比15.8％減）、セグメント利益は131百万円

（前年同期比67.8％減）となりました。

　

③　海外事業

　　　　海外事業につきましては、韓国において、ネオラインクレジット貸付株式会社が消費者金融事業を展開しており

ます。本店所在地である韓国ソウル特別市を中心に、大田、大邱、釜山の３ヵ店を開設したのに続き、平成24年４

月に仁川に支店開設を予定する（平成24年４月１日開設済み)など順次支店網を拡げており、成長する韓国消

費者金融市場で着実に融資残高を伸ばし業容の拡大を図っております。

　　　　以上の結果、当連結会計年度末における営業貸付金は5,269百万円となり、海外事業における営業収益は1,916百

万円、セグメント利益は303百万円となりました。なお、当該連結子会社については、当連結会計年度における株

式取得のため、前年同期比較をしておりません。

　

④　その他の事業

　　　　その他の事業につきましては、Ｊトラストシステム株式会社において主に当社グループのシステム開発、コン

ピュータの運用及び管理業務を行っております。

　　　　以上の結果、その他の事業における営業収益は859百万円（前年同期比0.7％減）、セグメント利益は44百万円

（前年同期比8.8％増）となりました。

　　 

(2) キャッシュ・フロー 

　　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益

の計上や、割賦立替金の回収、及び借入金の増加等により資金が増加した一方、関係会社貸付金の譲受による支出、

負ののれん発生益、及び子会社株式取得による支出等により資金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ4,738百

万円減少し、当連結会計年度末は9,410百万円（前年同期比33.5％減）となりました。

　　なお、キャッシュ・フローの詳細は、「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(5)　資本の財

源及び資金の流動性についての分析　②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
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２【営業実績】

(1）貸付金残高の内訳

区分

前連結会計年度末
（平成23年３月31日現在）

当連結会計年度末
（平成24年３月31日現在）

金額（百万円）
構成割合
（％）

金額（百万円）
構成割合
（％）

国内

消費者向貸付業務

無担保貸付 13,216 83.2 22,808 73.1
　 (2,209) 　 (1,278) 　
企業結合調整 △2,416 △15.2 △969 △3.1

有担保貸付 928 5.8 388 1.2
　 (14) 　 (44) 　

小計 11,728 73.8 22,226 71.2
　 (2,224) 　 (1,322)　 　

事業者向貸付業務　

商業手形割引 1,905 12.0 2,128 6.8
　 (5) 　 (8) 　

無担保貸付 1,073 6.8 693 2.2
　 (24) 　 (36) 　

有担保貸付 1,172 7.4 887 2.8
　 (0) 　 (3) 　

小計 4,152 26.2 3,708 11.8
　 (30) 　 (49) 　

商業手形割引　合計 1,905 12.0 2,128 6.8

　 (5) 　 (8) 　

営業貸付金　合計 13,975 88.0 23,807 76.2

　 (2,249) 　 (1,362) 　

合計 15,881 100.0 25,935 83.0

　 (2,255) 　 (1,371) 　

海外

消費者向貸付業務

無担保貸付 － － 5,268 17.0
　 (－) 　 (－) 　

有担保貸付 － － 1 0.0
　 (－) 　 (－) 　

合計 － － 5,269 17.0

　 (－) 　 (－) 　

総合計 15,881 100.0 31,205 100.0

　  (2,255)　 (1,371)　

（注）１．（　　）内は内書きで長期営業債権であります。

 　　 ２．海外の消費者向貸付業務は、ネオラインクレジット貸付㈱で行っております。なお、平成23年４月１日に連

結子会社となったため、前連結会計年度末は記載しておりません。

　

(2）割賦立替金残高　

区分

前連結会計年度末
（平成23年３月31日現在）

当連結会計年度末
（平成24年３月31日現在）

金額（百万円） 金額（百万円）

割賦立替金残高
1,475 72,139
(31) (7,115)

（注）１．（　　）内は内書きで長期営業債権であります。

 　　 ２．平成23年８月１日にＫＣカード㈱を連結子会社としたことにより、割賦立替金が著しく増加し、重要性が

増したため、当連結会計年度末より別掲しております。
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(3）債務保証残高の内訳　

区分

前連結会計年度末

（平成23年３月31日現在）

当連結会計年度末

（平成24年３月31日現在）

金額 (百万円）
構成割合

（％）
金額 (百万円）

構成割合

（％）

無担保 4,594 47.4 9,614 43.6

有担保 5,104 52.6 12,457 56.4

合計 9,699 100.0 22,072 100.0

　

(4）営業収益の内訳

（単位：百万円）　

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成22年４月 １日（自 平成23年４月 １日
 　至 平成23年３月31日） 　至 平成24年３月31日）

　　１．消費者向   

　　　(1)　無担保貸付  １．証書貸付 2,690 3,394

　　　(2)　有担保貸付  １．不動産担保貸付 110 84

 　　　消費者向計 2,801　 3,479　 

　　２．事業者向  　 　

　　　(1)　商業手形割引 １．受取割引料 141　 204　 

　　　(2)　無担保貸付  １．手形貸付 17　 39　 
  ２．証書貸付 67　 49　 

 　　　　小計 84　 88　 

　　　(3)　有担保貸付  １．不動産担保貸付 66　 62　 
  ２．有価証券担保貸付 2　 4　 
  ３．ゴルフ会員権担保貸付 0　 0　 
  ４．診療報酬債権担保貸付 0　 0　 
  ５．保証金担保貸付 4　 3　 

 　　　　小計 74　 71　 

 　　　事業者向計 300　 364　 

Ⅰ．貸付金利息・受取割引料 3,102　 3,844　 

　Ⅱ．買取債権回収高 2,669　 2,740　 

　Ⅲ．不動産事業売上高 3,167　 2,645　 

　Ⅳ．割賦立替手数料  １．包括信用購入あっせん収益 －　 2,028　 

　  ２．融資収益　 －　 6,926　 

　  ３．割賦立替手数料 616　 281　 

　 　　　　小計 616　 9,236　 

　Ⅴ．その他  １．受取手数料 391　 329　 
  ２．受取保証料 513　 801　 
  ３．預金利息 2　 8　 
  ４．その他の金融収益 5,823　 3,358　 
  ５．その他 621　 1,544　 

 　　　　小計 7,353　 6,041　 

営業収益計 16,908　 24,508　 

（注）１．その他の金融収益は、主に債権買取業務における貸付債権の回収額と当該取得原価との差額を計上した

ものであります。

 　　 ２．Ⅳ．割賦立替手数料の「１．包括信用購入あっせん収益」及び「２．融資収益」は、ＫＣカード㈱にて取

り扱っておりますクレジットカード業務の収益となります。なお、同社は平成23年８月１日に連結子会

社となったため、前連結会計年度は記載しておりません。
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３【対処すべき課題】

　　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災後の震災復興需要や金融緩和による底堅い個人消費にも支えら

れ景気回復の兆しも見られましたが、欧州債務問題による株価の低迷や円高の進行等の影響により、引き続き先行き

不透明な状況で推移いたしました。また、貸金業界におきましても利息返還請求にやや落ち着きが見られるなど改善

の兆しも見受けられますが、改正貸金業法の完全施行の影響により貸金業者の事業縮小や廃業が続くなど、依然とし

て厳しい経営環境が続いております。

　　このような厳しい経営環境の変化に柔軟に対応するために、当社グループでは従来の事業者向貸付業務にとどまら

ず、消費者向貸付業務、信用保証業務、クレジットカード業務、債権買取業務、海外市場への進出、ＢｔｏＣビジネスの

拡充など市場環境変化に対応したマーケティング戦略に努めてまいりました。

　　今後におきましても、日々刻々と変化する時代の変化を捉え、当社グループが展開するコアビジネスとの相乗効果が

見込まれる事業への積極的な業容拡大など時代に即応した新たなビジネスモデルの構築を図るとともに、新たな収益

源の確保を模索し続けることが重要な課題と考えております。

　　また、当連結会計年度において、ネオラインクレジット貸付株式会社、ＫＣカード株式会社、合同会社パルティール・

ケーシーの３社が新たに当社の連結子会社となりました。また、平成24年４月には、株式交換により株式会社ネクスト

ジャパンホールディングスを連結子会社とし、アミューズメント事業への進出も予定しております。

　　これにより当連結会計年度末における当社グループは13社、従業員数は1,148名と業容が拡大していくに従い、今後も

「内部統制システム構築の基本方針」に基づいた体制整備の一環として、当社だけでなく当社グループ全てにおい

て、内部監査体制の一層の充実強化、リスクマネジメントやコンプライアンス体制の充実を図っていくことも大きな

課題と考えております。また、外国の事業法人であるネオラインクレジット貸付株式会社を子会社としたことにより、

日本だけではなく所在国における各種法令、社会規範や倫理観その他広く社会のルールの遵守も含めて、内部統制を

強化していくことも大きな課題であると考えております。　

　

４【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。但し、業績に影響を及ぼしうる要因の全てを網羅するものではありません。なお、当

社グループは、これらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努め

てまいる所存であります。

本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、有価証券報告書提出日現在（平成24年

６月28日）において判断したものであります。 

　 

(1)　事業の内容について

当社グループは、Ｊトラスト株式会社（当社）、連結子会社としてキーノート株式会社（以下、「キーノート」と

いう。）、合同会社パルティール、パルティール債権回収株式会社（以下、「パルティール債権回収」という。）、株

式会社ロプロ（以下、「ロプロ」という。）、Ｊトラストシステム株式会社（以下、「Ｊトラストシステム」とい

う。）、西京カード株式会社（以下、「西京カード」という。）、合同会社パルティール・ワン、株式会社日本保証

（以下、「日本保証」という。）、ＫＣカード株式会社（以下、「ＫＣカード」という。）、ネオラインクレジット貸

付株式会社（以下、「ネオラインクレジット貸付」という。）及び他２社から構成され、「貸金業法」、「利息制限

法」、「割賦販売法」、「宅地建物取引業法」（以下、「宅建業法」という。）及び「債権管理回収業に関する特別

措置法」（以下、「サービサー法」という。）の適用を受け、中小企業、個人事業主及び不動産業者を対象とした事

業者向け金融業と一般個人を対象とした消費者向け金融業及びクレジット・信販事業、一般ユーザーを対象とした

不動産業及び特定金銭債権を譲り受け又は委託を受けて行う管理・回収業務、システム開発事業を営んでおりま

す。その他、平成24年４月以降に連結子会社が５社、非連結子会社が１社増加しておりますが、内訳といたしまして、

設立及び株式取得により増加した連結子会社２社の外、平成24年４月30日付で株式交換により、株式会社ネクスト

ジャパンホールディングス（以下、「ネクストジャパンホールディングス」という。）を連結子会社としたことに

伴い、連結子会社として株式会社ブレイク（以下、「ブレイク」という。）、関連会社としてアドアーズ株式会社

（平成24年６月26日から連結子会社。以下、「アドアーズ」という。）、及び非連結子会社１社が加わり、「風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律」等、事業領域に関連する様々な法令、諸規則に従い、新たにアミューズ

メント（施設運営、販売等）事業、設計・施工事業、レンタル事業等を営んでおります。
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(2)　法的規制等について

①　貸金業法の業務規制について

平成19年12月に改正・施行された「貸金業法」に基づき、行為規制の強化、業務改善命令の導入、強力な自主規

制機関として日本貸金業協会の設立等が実施され、平成22年６月より、上限金利引下げ、総量規制の導入等が行わ

れております。当社グループは、日本貸金業協会作成の貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において定

められた過剰貸付防止等の規定に基づき、与信の厳格化に努めております。今後、各種規制が更に強化された場

合、利益の減少や新たな規制への対応コストの増加など、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

②　貸出上限金利について

当社グループの平成19年６月17日以前に契約締結した貸出債権における貸出金利には、「利息制限法」に定め

られた利息の最高限度額（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100万円未満の場合年18％、100万円以上

の場合年15％により計算した金額）を超過する部分があります。

また、当社グループは、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会　平成18年10月13日　業種別委員会報告第37号）を踏まえ、利息制限法の上限金利

を超過して支払った債務者等からの利息の返還請求に備えた利息返還損失引当金を計上しておりますが、今後、

債務者等からの利息返還請求が当社グループの想定以上に大幅に増加した場合、利息返還による損失が膨らみ、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

③　割賦販売法の業務規制について

ロプロ、西京カード及びＫＣカードは、割賦事業において「割賦販売法」に基づく各種規制を受けております。

同法は平成21年12月に改定され、「割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防

止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な

発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民経

済の発展に寄与すること」との目的のもと、「与信契約のクーリングオフ」「既払い金返還」「過剰与信の禁

止」「信用情報機関の利用義務付け」「カードの適切な管理」など、消費者保護に関する規定が多く盛り込まれ

ております。

また、ロプロ及び西京カードの提携先は「特定商取引に関する法律」の適用を受ける取引類型である「特定継

続的役務提供」が大半であります。同法は「割賦販売法」と同様に平成21年12月に改定され、「過量販売契約の

解除」など消費者保護のため規制対象の幅が拡大されております。

ロプロ及び西京カードは直接的に同法の適用を受けませんが、「割賦販売法」と同様に提携先が法に抵触する

ような方法で商品販売や役務提供を行った場合、これに関連してロプロ及び西京カードと消費者との間で成立し

た契約等にも深刻な影響が生じる可能性があります。

④　宅建業法の業務規制について

キーノート、ネクストジャパンホールディングス及びアドアーズは、「宅建業法」をはじめとする関連法令に

基づく各種規制を受けております。これらの法令等が改正された場合、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。

⑤　サービサー法の業務規制について

パルティール債権回収は、「サービサー法」に基づく各種規制を受けております。これらの法令等が改正され

た場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑥　アミューズメント事業に関連する法令及び条例等について

アドアーズ及びブレイクは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」をはじめとするアミュー

ズメント事業に関連する様々な法令や諸規制による規制を受けております。当社グループでは、同法及び関連法

令や諸規則を遵守しつつ積極的な事業活動を行っておりますが、これらの法令等が改正された場合、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

⑦　個人情報保護法について

当社グループは、平成17年４月１日に施行された「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱業者

に該当しております。当社グループにおいては、個人情報取扱い及び情報管理等に関する「個人情報保護方針」

を定め、個人情報漏洩を未然に防ぐための規程並びに社内体制の整備を図っており、一般財団法人日本情報経済

社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）から、当社においては、平成18年10月３日に、また、パルティール債権回収におい

ては平成24年２月20日に、「プライバシーマーク」を取得し、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を

整備している事業者としての認定を受けております。なお、当社は、貸金業を廃業し、主として子会社の管理業務

を行うホールディング体制へと移行いたしましたので、平成24年10月２日をもって更新を行わない予定です。

しかしながら、万が一不測の事態により、個人情報の漏洩又は個人情報保護法等に違反した場合には、同法によ

る制裁を受けるだけでなく、社会的信用の失墜や損害賠償請求等により、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

 14/139



⑧　内部統制について

「金融商品取引法」における開示制度拡充の一環として、平成20年４月以降開始する事業年度より上場企業等

に対し、内部統制の構築・評価とその開示を求める「内部統制報告制度」が導入されております。当社グループ

は、法令遵守を経営上の最重要課題のひとつと位置づけ、内部統制システムの構築を進めておりますが、監査法人

による内部統制監査の結果、当社グループ内の内部統制に重大な欠陥等が指摘され、限定意見等が付された場合、

市場等からの当社に対する評価や企業イメージ等の低下により、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります

 

(3)　貸倒リスクについて

①　貸出債権の貸倒リスク

(ⅰ)　不良債権について

当社グループは、貸出上限金利の引下げに対応すべく、リスクの高い無担保貸付から有担保貸付への移行を

推進するなど、リスク管理を徹底し、債権の良質化を図っております。

今後も貸出債権のリスク管理には十分留意してまいりますが、経済情勢並びに金融情勢の大幅な変化等によ

り債務者等の状況が悪化した場合、その結果として不良債権が増加し、当社グループの貸倒費用の増加及び財

政状態の悪化につながる可能性があります。

また、同業他社が法改正への対応として、一斉に回収の強化や貸し渋りを行った場合、同業他社からの借入も

ある顧客の自己破産等が増加するなどにより、貸倒費用が増加し、当社グループの業績及び財政状態の悪化に

つながる可能性があります。

(ⅱ)　貸倒引当金等について

当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しておりま

す。また、信用保証業務への参入に伴い、債務保証損失引当金を計上しております。

なお、経済情勢並びに金融情勢の大幅な変化等により債務者等の状況が悪化した場合、各種引当金計上時点

における前提及び見積りと乖離し、その結果として各種引当金が増加し、当社グループの業績及び財政状態の

悪化につながる可能性があります。

②　売掛債権の貸倒リスク

アドアーズが設計・施工を請け負うパチンコ業界は日本屈指の娯楽産業となっておりますが、パチンコホール

間の競争は厳しく、多くの閉店・廃業により、大手を含めた淘汰の時代と長らく言われております。一方、出店規

模は大型化の傾向が顕著であることから、パチンコホールの内外装工事は受注額が大きくなる傾向にあり、さら

に受注競争によっては債権回収期間が長期化する状況も見受けられます。 

アドアーズでは債権回収リスクに留意し、債権保全の強化、与信管理体制の強化を推進しておりますが、顧客先

の売上動向によっては売掛債権の貸倒リスクが高まる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

　

(4)　アミューズメント事業に関するリスクについて

①　店舗展開及び出店政策について 

アドアーズ及びブレイクでは、出店について規模の拡大を急がず、個店毎の競争力を高めてマーケットシェア

の確保を重視する方針でありますが、アミューズメント業界では、同業他社の積極的な出店による競合に加え、他

業種との競合もあり、来店客数の低下、売上単価の低下等により当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

新規出店先の選定に関しましては、賃借料や保証金・敷金等の出店条件、商圏人口等を総合的に勘案の上決定

し、運営店舗の個別採算性を重視した店舗展開を行っており、当社グループの出店条件に合致する賃借不動産が

なければ出店予定数を変更することもあり、当社グループの業績の見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

②　フランチャイズ事業に関するリスクについて 

ブレイクは、フランチャイズシステムにより「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開を行っております。フラン

チャイズシステムでは、一般的にフランチャイズチェーン本部は店舗運営ノウハウを提供し、フランチャイズ加

盟店は統一的な店舗運営ノウハウにより店舗運営を行っております。しかしながら、フランチャイズチェーン本

部の指導に従わないフランチャイズ加盟店が発生した場合、ブランドイメージが損なわれることなどから、フラ

ンチャイズシステム全体に影響を及ぼす可能性があります。 

また、フランチャイズシステムでは通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店の募

集を行っておりますが、実際にフランチャイズ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、トラブル

または訴訟に発展する可能性があります。
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③　店舗の賃貸物件への依存について 

アドアーズ及びブレイクは、ほとんどの店舗の土地建物を賃借しております。当社グループは出店に際し、賃貸

人との間で賃貸借契約を締結し敷金及び保証金を差し入れており、賃貸人等に破綻が生じた場合、差入保証金の

全部または一部が回収不能となり損失が発生する可能性があります。また、賃貸人の方針変更による賃借期間期

限前の解約等により、業績好調の店舗であっても、閉店を余儀なくされることがあります。さらに、経営の効率化

に伴い不採算店を閉鎖した場合、賃貸借契約の中途解約により、差入保証金が未回収になり損失が生じる可能性

があるなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④　機器等の調達について 

アドアーズ及びブレイクが属する、アミューズメント業界における業務用アミューズメント機器製品の売上は

年間1,700億円程度の規模であり、そのメーカーは少数かつ特定の業務用アミューズメント機器メーカーに限定

されております。

アドアーズ及びブレイクは、従来からの購入実績などからアミューズメント機器メーカーとは、安定的な取引

関係にありますが、これらの購入先の販売方針の変更等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

また、ブレイクはアミューズメント販売事業において、国内のアミューズメント施設を運営する企業等の顧客

に対しアミューズメント機器用景品の販売を行っております。それらの景品の一部を海外から仕入れております

が、今後海外の取引先との関係悪化及び倒産等の理由で調達ができなくなるなどの事情により顧客への販売が不

可能になり、顧客に対し多大な不利益を及ぼすこととなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑤　少子化問題について

アドアーズ及びブレイクが運営するアミューズメント施設は、独自のノウハウに基づいた高効率な営業を展開

しておりますが、個店の業績においてはその店舗毎の特性によって、商圏人口や若年層人口の分布にも相応の相

関関係を有しております。こうした背景から少子化問題が進行した場合、将来的に当社グループの業績に影響が

出る可能性があります。このため、中長期的な人口推移を含めた出店施策を進めるとともに、若年層のみならず幅

広い年代層に受け入れられる店舗・運営サービスの研究を積極的に取り組んでおります。 
 

(5)　資金調達について

当社グループは、資金調達の多様化を図っておりますが、当社グループの主たる資金調達先は銀行であり、金融情

勢の変化による調達コストの上昇や資金調達そのものが困難となるなどで、当社グループの業績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。

   

(6)　ＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合への貸付について 

ネクストジャパンホールディングスは、アドアーズの主要株主であるＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合

（以下、「ＧＦファンド」という。）との間で金銭の貸付のための金銭消費貸借契約を締結しております。契約締結

の前には同ファンドの資産及び財務内容を確認し、貸付金相当分の担保の差し入れを受けており、さらにネクスト

ジャパンホールディングスの貸付債権を優先的に担保すべく、ＧＦファンドと有限責任組合員の間で有限責任組合

員を劣後貸付人とする劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しており、ＧＦファンドがネクストジャパンホールディ

ングスに対する元利金の弁済に対して資金が不足する場合、劣後貸付人がその不足額を同ファンドに対して貸し付

けることを約しております。また、同ファンドを構成する有限責任組合員もネクストジャパンホールディングスの

貸付債権を十分担保するだけの収入を継続的に得ており、資産についても相当に保有していることも確認している

ため、特段問題はないと考えております。しかしながら、何らかの理由でＧＦファンドがネクストジャパンホール

ディングスに対し債務不履行等を生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

(7)　競争について

当社グループの主要事業である消費者向け・事業者向けの金融業界は、金融業界再編に伴う合併、業務提携によ

る異業種からの新規参入、貸出債権の良質化に対応した顧客層への営業力強化などにより、顧客獲得競争が一層激

化する可能性があります。このような事業環境において、優位な競争力を得られない場合に、当社グループの事業及

び業績に影響を与える可能性があります。

キーノートが事業展開する不動産業界は、大手企業を含む多数の事業者が存在しております。不動産業の中でも

不動産流通業は、多額の資本を必要としないことから、一般的に参入障壁が低いと言われており、競争は大変厳しい

ものとなっております。また今後においても、さらなる競争の激化に直面するものと考えられます。当社グループに

は、優れた人材や独自の営業システムが存在すると考える一方で、将来においては競合他社の台頭等により、現在の

優位な競争力が得られない場合に、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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また、アドアーズ及びブレイクが事業展開を行っているアミューズメント業界を取り巻く環境は厳しい状況が続

いており、今後も業界内の再編及び淘汰が進むものと思われます。当社グループにおいては、他社との差別化及び優

位性創出に努めておりますが、競合他社と比べて直営店舗の顧客サービスレベルが低下した場合、もしくは顧客

ニーズの変化への対応が遅れた場合、各店舗の業績は計画通りに推移する保証は無く、今後の当社グループの出店

施策及び事業展開に影響を与える可能性があります。

さらに、アドアーズの設計・施工事業は、パチンコホール及びアミューズメント施設の内外装工事を主として受

注しております。内外装工事は従業員が数人の会社まで含めると約30,000社が事業を行っており、これにより受注

単価の変動が激しく、また受注競争も激しくなっております。多くの業者の受注競争によっては、工事受注の獲得に

支障をきたす可能性や、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

(8)　情報ネットワークシステム、インターネットサービス等又は技術的システムに生じる混乱、故障、その他の損

 　　害について

当社グループは業務を適切に管理・運営するために内部及び外部の情報及び技術システムに依存しております。

当社グループが使用するハードウェア及びソフトウェアは、人為的過誤、自然災害、停電、コンピューターウイルス

及びこれに類する事象、また電話会社及びインターネットプロバイダー等の第三者からのサポートサービスの中断

等によって悪影響を被る可能性があります。

当社グループにおいては、事業継続に重大な影響を与える自然災害や火災、事故等の発生時に被害を最小限に留

めることができるよう、コンピューターシステムのバックアップ体制を構築しております。しかしながら、想定を超

える規模の地震、台風等の自然災害が発生した場合には、営業の中断を余儀なくされる可能性があります。

 

(9)　地価下落について

キーノートにおいて不動産業を行っており、また、ロプロ及び西京カードにおいては不動産担保貸付又は不動産

担保貸付に対する保証業務を行っており、今後さらに拡大していくことを予定しております。さらにネクストジャ

パンホールディングスでは、不動産への投資事業を行っております。今後、国内の不動産価格が下落した場合や不動

産の流動性が悪化した場合などには、当社グループの不動産業における業績が悪化する可能性があるとともに、不

動産担保貸付及び保証業務における不動産の担保価値が毀損し貸倒引当金の設定額に影響するなど、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

(10)　業務提携先について

ロプロ、日本保証及びＫＣカードは、主に複数の金融機関と信用保証業務等において業務提携を行っております

が、ロプロ、日本保証及びＫＣカード又は業務提携先の業績が悪化した場合には業務提携の解消など、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

 

(11)　訴訟

現在、当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟の提起や係争の発生はありません。今後につきましても訴

訟等のリスクを回避するために契約書等の作成に当たりましては、弁護士等の専門家からの助言を得ながら、リス

クの最小化を図ってまいります。しかしながら、将来において法令違反や不完全な契約締結といった法律上の問題

を原因とした訴訟等が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(12)　風評等

当社グループは、当社グループに損害を与えかねない風評等には十分留意しておりますが、風評等やそれによっ

て当社グループの経営の根幹に関わるような問題が発生した場合には、迅速かつ適切な対応を実施することでその

損害を最小限度に止める体制を取っております。しかしながら将来においては、必ずしも当社グループの責めによ

らない、またコントロールすることが困難な様々なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。このような事象が

発生した場合、又は適切に対処することができなかった場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

 

(13)　コンプライアンスリスクについて

当社グループは、金融商品取引法、貸金業法等の各種法令を遵守する必要があります。また、法令に限らず、社会の

良識や常識といった社会規範や倫理観など広く社会のルールを遵守することが求められております。

当社グループはコンプライアンス体制の整備に努めておりますが、不祥事が発生した場合や社会規範が遵守され

なかった場合には、罰則の適用や社会的信頼の失墜などにより当社グループの営業に影響を与えるほか、市場等か

らの当社グループに対する評価や企業イメージ等の低下により、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。
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(14)　人材の育成及び確保について

アドアーズが強みとしているアミューズメント運営ノウハウを活かすためには、全社員が企業理念を共有するだ

けでなく、顧客満足度の追求や効率的な運営手法に対する深い理解を身につける必要があります。そのため、新入社

員及び中途採用社員、アルバイト社員への教育・研修制度の導入、従来の年功序列型賃金体系の見直しや内部昇格

制度の見直しを図るなど、優秀な人材の確保・育成に尽力しております。しかしながらサービス業界全体を通して

見ても、企業間の人材獲得競争は激しさを増しており、当社グループにとって重要な人材を十分に確保できない場

合、当社グループの業務運営に支障が生じる可能性があります。　

　

(15)　カントリーリスクについて

当社グループは、新たな収益基盤の確立を目的として、海外市場に進出し事業展開を行っております。これらの在

外会社につきましては、所在国における市場動向、競合会社の存在、政治、経済、法律、文化、宗教、習慣や為替、その他

の様々なカントリーリスクにより、損失の発生や事業の継続が困難となる可能性があります。その場合は、当社グ

ループの業績及び事業展開に影響を与える可能性があります。　

　

(16)　為替リスクについて

ネオラインクレジット貸付における売上、費用、資産等は、連結財務諸表の作成時に円換算するため、換算時の為

替相場が予想を超えて大幅に変動した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

また、ブレイクは販売事業部門において、アミューズメント機器用景品の一部を海外から仕入れておりますが、今

後の事業展開によっては海外からの輸入割合が増加すると予想されます。輸入の際の為替リスクを回避するため、

円建取引決済へのシフトを行う等リスクヘッジの対策を検討しておりますが、為替リスクを完全にヘッジできると

いう保証はなく、為替相場が短期間で乱高下した場合には、売上原価の上昇により当社グループの業績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

(17)　業務拡大のリスクについて

当社グループでは、事業再編や当社グループが展開するコアビジネスとの相乗効果が見込まれる事業へ積極的に

業務を拡大しておりますが、事前に十分な分析・調査等を実施したにもかかわらず、これらの事業再編・業務拡大

等がもたらす影響について、想定したビジネス戦略が有効に機能せず、戦略自体の変更を余儀なくされるなど、当社

グループが予め想定しなかった結果が生じる可能性も否定できないことにより、以下のようなリスクや課題が存在

します。

・新たなビジネス戦略が想定通り機能するとは限らず、収益があがらないこと。

・新たなビジネスを統轄・管理・遂行する能力を持った人材を確保し、育成していかなければならないこと。

・新たな事業に取り組むに当たり、法的またその他のリスクに直面する可能性があること、またその管轄当局か

ら指導を受ける可能性があること。

また、上記以外にも業務拡大について、当社グループがかつて経験したことがない、また経験の乏しいリスクや課

題に直面する可能性もあります。このような事象に適切に対処することができなかった場合には、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

　

(18)　自然災害等に関するリスクについて

大規模な地震、津波、台風等の災害により、当社グループの保有する店舗や施設等への物理的な損害、従業員への

人的被害または顧客への被害があった場合や、災害に起因する社会的要請等があった場合には、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

特に、アドアーズのアミューズメント施設運営事業売上の大半は有人型店舗の有人消費により構成されており、

出店地域も一部の店舗を除き首都圏に集中しているため、首都圏を中心とした大規模災害が発生した場合、一時閉

鎖もしくは営業活動の継続が難しい状況に陥る可能性があります。アドアーズではこれらの大規模災害発生時のＢ

ＣＰ（Ｂusiness Ｃontinuity Ｐlan）に基づく災害対策本部の設置や緊急連絡体制の訓練を実施するなど、社員

啓蒙を含め、迅速かつ円滑に対処ができる体制を強化しておりますが、想定を大きく超える災害が発生した場合、ア

ドアーズの業務運営に支障が生じる可能性があります。　

　

(19） 代表者への依存について

当社グループの事業の推進者は、当社の筆頭株主であり、代表取締役社長でもある藤澤信義であります。同人は、

経営方針や戦略の決定をはじめ、営業、技術、財務の各方面の事業推進において重要な役割を果たしており、また、当

社グループは同人から多額な資金の借入も行っております。このため、当社の役員の人事も含め当社グループの最

終決定における同人の影響力は大きいものと考えられ、その決定により当社グループの事業が左右される可能性が

あります。
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当社グループでは、同人に過度に依存しない組織体制の整備や経営体制の構築を推進しておりますが、現時点で

同人が離職又は業務執行が困難となるような事態が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

　

５【経営上の重要な契約等】

　１．平成23年６月２日開催の当社取締役会において、楽天株式会社よりＫＣカード株式会社（以下、「ＫＣカード」と

いう。）の株式を譲り受け子会社化すること、及び楽天株式会社のＫＣカードに対する貸付金を譲り受けることを

決議し、同日、事業承継契約を締結いたしました。

　なお、ＫＣカードは、平成23年８月１日付で楽天ＫＣ株式会社から商号変更を行うとともに、当社の連結子会社と

いたしました。

その概要は次のとおりであります。

(1) 株式取得の目的

当社は、ＫＣカードが前身である国内信販株式会社当時から築き上げたカード事業のノウハウを吸収すること

で、クレジットカード事業への参入を図ることに加え、ＫＣカードが有する資産の有効活用及び顧客基盤を活か

すことで、保証事業の強化が図れるなど、当社グループの企業価値の向上に繋がるものと判断し、本件株式取得を

行うこととしました。

(2) 株式取得の相手方

① 商号　 　 楽天株式会社　

② 代表者の氏名　　 代表取締役会長兼社長　三木谷　浩史　

(3) 株式取得する当該特定子会社の名称等

① 商号　 　 ＫＣカード株式会社　

② 住所　 　 福岡市博多区博多駅前三丁目４番２号　

③ 代表者の氏名 　 代表取締役会長　千葉　信育　

④ 資本金　 　 3,055百万円（平成24年３月31日現在）

⑤ 事業の内容　 　 クレジットカード事業、貸金業等

(4) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数　

　 異動前 －個　　

　 異動後　 1,255,159個　　

② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合　

　 異動前 －％　　

　 異動後　 97.76％　　

（注）「当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合」は、当社の出資比率を記載しております。

(5) 貸付金の譲り受けの状況

　 貸付金額 37,000百万円　　

　 取得金額　 37,000百万円　　

　

　２．平成23年７月28日に、当社筆頭株主並びに当社代表取締役社長である藤澤信義（以下、「藤澤信義」という。）と

の間で、以下の金銭消費貸借契約を締結いたしました。

(1) 借入の目的　 当社は、平成23年８月１日に楽天株式会社よりＫＣカード株式会社の株式及び楽天株式

会社のＫＣカード株式会社に対する貸付金を譲り受けております。その購入資金の一部

として、藤澤信義より借入を行うものであります。　

(2) 借入金額　 150億円　

(3) 利率　 年4.1％　

(4) 返済方法　 期日一括　

(5) 返済期日　 平成24年７月31日　

(6) 担保提供資産　 担保提供はありません。　
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　３．平成23年12月28日開催の当社取締役会において、平成22年10月31日に東京地方裁判所より会社更生法に基づく会

社更生手続開始決定（東京地方裁判所平成22年（ミ）第12号会社更生事件）を受けた更生会社株式会社武富士

（以下、「武富士」という。）との間で、武富士の支援を目的としたスポンサー契約を締結することを決議し、同日

スポンサー契約の締結を行いました。また、本スポンサー契約に基づき、平成24年１月12日開催の当社取締役会にお

いて、株式会社ロプロを承継会社とする会社分割（吸収分割）契約を締結することを決議し、同日会社分割（吸収

分割）契約の締結を行いました。

その概要は次のとおりであります。

(1) 会社分割する事業内容、規模

① 事業内容 　 消費者金融業

② 規　　模 　 7,352百万円（平成23年10月期の営業収益）（注）

（注）承継する事業のみの営業収益を算出していないため、承継する事業以外の営業収益を含めた金額を記載

しております。

(2) 会社分割の形態

武富士を分割会社、株式会社ロプロを承継会社とする吸収分割

(3) 会社分割に係る分割会社又は承継会社の名称、事業内容、資産・負債及び純資産の額、従業員数等

① 分割会社 　

　 名　　称 更生会社株式会社武富士

　 事業内容 消費者金融業

　 資産の額 73,650百万円（平成23年10月31日現在）

　 負債の額 1,495,658百万円（平成23年10月31日現在）

　 純資産の額 △1,422,008百万円（平成23年10月31日現在）

　 従業員数 471名（平成23年12月27日現在）

② 承継会社 　

　 名　　称 株式会社ロプロ

　 事業内容 消費者・事業者金融業、保証事業

　 資産の額 23,858百万円（平成23年２月28日現在）

　 負債の額 21,613百万円（平成23年２月28日現在）

　 純資産の額 2,244百万円（平成23年２月28日現在）

　 従業員数 284名（平成23年12月31日現在）

(4) 会社分割の時期

平成24年３月１日

(5) 承継する資産、負債の項目及び金額

資　産　　 負　債　

項　目　 金　額　 項　目　 金　額　

流動資産　 24,335百万円 　流動負債　 1,107百万円　

固定資産　 1,537百万円　 固定負債　 －　

資産合計　 25,872百万円　負債合計　 1,107百万円　

　

　４．平成23年12月28日開催の当社及び株式会社ロプロの取締役会において、当社筆頭株主並びに当社代表取締役社長

である藤澤信義（以下、「藤澤信義」という。）から借入を行うことを決議し、同日、債務者を株式会社ロプロ、連帯

保証人を当社とする、以下の金銭消費貸借契約を締結いたしました。

(1) 借入の目的 当社は、更生会社株式会社武富士（以下、「武富士」という。）との間で、武富士の消費者

金融事業を会社分割（吸収分割）により株式会社ロプロに承継させる（以下、「本件会

社分割」という。）ことを支援スキームとするスポンサー契約を締結いたしました。その

本件会社分割の対価の資金調達が整うまでのつなぎ資金として、藤澤信義より借入を行

うものであります。

(2) 借入金額 70億円

(3) 利率 年4.1％

(4) 返済方法 期日一括

(5) 返済期日 平成24年６月28日

(6) 担保提供資産 担保提供はありません。
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　５．平成24年１月25日開催のＫＣカード株式会社の取締役会及び平成24年２月３日開催の当社取締役会において、中

長期的な戦略である信用保証業務の拡充及び事業資金の充実を図ることを目的として、ＫＣカード株式会社の営業

貸付債権の一部を株式会社西京銀行へ譲渡（売却）することを決議し、平成24年２月６日に債権譲渡契約を締結い

たしました。

　　その概要は次のとおりであります。

(1) 譲渡する相手会社の名称

株式会社西京銀行

(2) 譲渡資産の種類、譲渡前の使途

① 種　　類　 　 営業貸付債権

② 使　　途　 　 営業資産

(3) 譲渡の時期

平成24年２月６日

(4) 譲渡価額

3,811百万円

(5) その他重要な事項

平成24年２月６日に当該譲渡債権の保証について、ＫＣカード株式会社を保証会社、当社を二次保証会社とす

る保証契約を株式会社西京銀行と締結しております。

　　

　６．平成24年２月14日開催の当社取締役会において、株式会社ネクストジャパンホールディングス（以下、「ネクスト

ジャパンホールディングス」という。）を当社の株式交換完全子会社とし、効力発生日を平成24年４月30日とする

株式交換についての株式交換契約を締結することを決議し、同日付でネクストジャパンホールディングスと株式交

換契約を締結いたしました。

　なお、ネクストジャパンホールディングスは、平成24年４月30日付で、当社の連結子会社といたしました。

その概要は次のとおりであります。

(1) 当該株式交換の目的

当社は、ネクストジャパンホールディングスを完全子会社化することによって、次のとおり事業連携を行い、企

業価値の増大を図ることを目的としております。

① ネクストジャパンホールディングスのアミューズメント店舗運営ノウハウの活用

② ネクストジャパンホールディングスグループが有するＪＪクラブ会員の有効活用

③ アドアーズ株式会社との協力関係の構築

④ 潜在的利益相反取引の回避による透明性の確保

(2) 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容

① 株式交換の方法

　当社を株式交換完全親会社、ネクストジャパンホールディングスを株式交換完全子会社とする株式交換

② 株式交換に係る割当ての内容

会社名
当社

（株式交換完全親会社）

ネクストジャパン

ホールディングス

（株式交換完全子会社）

株式交換に係る割当ての内容 普通株式：１株 普通株式：２株

株式交換により発行する新株式数 普通株式：907,916株

(3) 効力発生日

平成24年４月30日

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠　

本株式交換の株式交換比率については、その算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、当社及びネクス

トジャパンホールディングスは、それぞれ個別に独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼すること

とし、当社は山田ＦＡＳ株式会社（以下、「山田ＦＡＳ」という。）を、ネクストジャパンホールディングスは株

式会社プルータス・コンサルティング（以下、「プルータス」という。）を、株式交換比率の算定に関する第三者

算定機関としてそれぞれ選定いたしました。

当社及びネクストジャパンホールディングスの株式については、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法を採用し、山田ＦＡＳ及びプルータスから提出を受けた株式交換比率の算定結果を受け、当社及

びネクストジャパンホールディングスとで交渉・協議を重ね、株式交換比率を決定いたしました。　　
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(5) 株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の名称、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、

総資産の額及び事業の内容

① 名称 　 Ｊトラスト株式会社　

② 住所　 　 東京都港区虎ノ門一丁目７番12号　

③ 代表者の氏名 　 代表取締役社長　藤澤　信義　

④ 資本金　 　 4,530百万円（平成24年４月30日現在）

⑤ 純資産の額　 　 13,150百万円（平成24年４月30日現在）

⑥ 総資産の額　 　 40,521百万円（平成24年４月30日現在）

⑦ 事業の内容　 　 ホールディング業務、債権買取業務

　

　７．平成24年３月16日開催の当社及びＫＣカード株式会社（以下、「ＫＣカード」という。）の取締役会において、ア

ドアーズ株式会社（以下、「アドアーズ」という。）との間でレンタルビジネス及びその付帯事業における業務提

携契約を締結することを決議し、同日付でアドアーズと業務提携契約を締結いたしました。

その概要は次のとおりであります。

(1) 業務提携契約の目的

当社は、ＫＣカードが取り扱うクレジットカードの新規顧客獲得を目指しレンタルビジネへ進出するに当た

り、ＫＣカードが有するｅコマースの分野を中心としたマーケティング及び顧客サービスに係るノウハウと、ア

ドアーズの有するブランド力、店舗開発力及び店舗運営力をそれぞれ最大限に活かすため、ＫＣカードが出資者

及び経営者となり、またアドアーズが運営を代行するという業務体制の実現に向け、業務提携契約を締結したも

のであります。

(2) 業務提携締約の相手先　

アドアーズ株式会社　

(3) 業務提携契約の時期　

平成24年３月16日　

(4) 業務提携締約の内容　

① 役割

　ＤＶＤ、音楽ＣＤ等のレンタルを主たる業務とするレンタルショップについて共同にて展開し、ＫＣカード

が出資者及び経営者となり、その運営はアドアーズが行う形を基本とします。また、店舗屋号については、アド

アーズの商号をベースとした「レンタル！アドアーズ」を基本とし、アドアーズはその商号の使用を承諾す

るものとします。

② 委託業務

　ＫＣカードはレンタルショップの共同展開にあたり、以下の業務をアドアーズに委託するものとします。

１．レンタルショップの具体的な運営業務

２．レンタルショップの開設にあたっての各種業務

３．不動産情報収集、物件検討に関する補助業務

４．店舗設計及び施行業務

５．その他、店舗の展開、開設、運営に関する付随業務　

③ 費用の支払及び利益の配分

　上記②の委託業務における委託料の算出は３項並びに４項を除いて実費相当額とします。なお、３項並びに

４項については別途個別契約を締結し詳細を決定するものとします。また、レンタルビジネスで生み出される

利益については、ＫＣカードとアドアーズが協議のうえ決定された割合にてシェアするものとします。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。

　当社グループの経営陣は、連結財務諸表の作成にあたって、決算日における様々な事項に関し、見積り及び仮定の

設定を行い判断しなければなりません。そのため、過去の実績や状況に応じて合理的だと考えられる様々な要因に

基づき、見積りや判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異

なる可能性があります。

　本項におきましては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、有価証券報告書提出日現在（平成24

年６月28日）において判断したものであります。
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(2）当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度における営業収益につきましては、買取債権残高の減少によるその他の金融収益の減少や、不動産

取引市況の低迷による不動産事業売上高の減少により減少したものの、当連結会計年度に連結子会社としたＫＣ

カード株式会社（以下、「ＫＣカード」という。）のクレジットカード事業による割賦立替手数料や年会費収入の

増加や、ネオラインクレジット貸付株式会社（以下、「ネオラインクレジット貸付」という。）の消費者向貸付業務

による貸付金利息の増加に加え、債務保証残高の増加による保証料収入の増加等により、前連結会計年度に比べて

7,599百万円増加の24,508百万円（前年同期比44.9％増）となりました。また営業費用につきましては、ＫＣカード

の株式取得及び貸付金の譲受や、更生会社株式会社武富士（現　更生会社ＴＦＫ株式会社、以下、「武富士」とい

う。)から消費者金融事業を承継したことに伴う借入金残高の増加により借入金利息が増加したものの、不動産取引

市況の低迷による不動産事業売上高の減少に伴い不動産売上原価が減少したことにより、前連結会計年度に比べて

592百万円減少の4,539百万円（前年同期比11.6％減）となり、営業収益に対する営業費用比率は前連結会計年度

30.4％から当連結会計年度18.5％と11.9ポイント減少いたしました。 

　以上の結果、営業総利益につきましては、前連結会計年度に比べて8,192百万円増加し19,969百万円（前年同期比

69.6％増）となり、営業収益に対する営業総利益比率では前連結会計年度69.6％から当連結会計年度81.5％と11.9

ポイント増加いたしました。

　

　販売費及び一般管理費につきましては、当社グループの事業規模拡大に伴い、人件費が2,313百万円増加の5,261百

万円（前年同期比78.5％増）、その他経費が3,376百万円増加の5,312百万円（前年同期比174.3％増）と増加した

うえ、利息返還損失引当金繰入額は減少したものの、主にＫＣカードの子会社化等により貸倒引当金繰入額が増加

したことにより、貸倒費用が1,287百万円増加の3,855百万円（前年同期比50.2％増）となった結果、前連結会計年

度に比べて6,977百万円増加し14,429百万円（前年同期比93.6％増）となりました。

　以上の結果、営業利益につきましては、前連結会計年度に比べて1,214百万円増加し5,539百万円（前年同期比

28.1％増）となりました。

 

　営業外損益につきましては、前連結会計年度０百万円の費用（純額）から当連結会計年度53百万円の費用（純

額）となりました。これは、主にＫＣカードの子会社化等により受取家賃が137百万円増加したものの、ネオライン

クレジット貸付において為替差損を204百万円計上したことにより減少したものであります。

　以上の結果、経常利益につきましては、前連結会計年度に比べて1,162百万円増加し5,486百万円（前年同期比

26.9％増）となりました。 

　

　特別損益につきましては、前連結会計年度290百万円の利益（純額）から当連結会計年度29,833百万円の利益（純

額）となりました。これはＫＣカードの株式取得に係る時価評価の結果、負ののれん発生益29,444百万円を特別利

益に計上したことや、主にＫＣカードの固定資産の売却により固定資産売却益が304百万円増加したことにより増

加したものであります。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益につきましては、前連結会計年度に比べて30,704百万円増加し35,319百万円

（前年同期比665.4％増）となりました。

　

　法人税等の合計につきましては、課税所得の減少等により669百万円減少し703百万円となりました。

　以上の結果、当期純利益につきましては、前連結会計年度に比べて31,267百万円増加し34,500百万円（前年同期比

967.0％増）となりました。 

　

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　「４．事業等のリスク」をご参照下さい。

 

(4）経営戦略の現状と見通し

当社グループの属する業界は、貸金業法等の改正による与信基準の厳格化に伴うマーケットの縮小や、やや収束

傾向にあるとはいえ依然高水準で推移する利息返還請求、景気不透明感に伴う購買意欲の減退や物件価格の下落に

よる不動産業界の低迷等、厳しい経営環境が続いており、今後更に淘汰が進むことが予測されております。

当社グループでは中長期的な戦略として、「信用保証業務の拡充」「貸付債権譲り受けを通じた資産規模の拡

大」「商手割引、有担保貸付の推進」「海外市場への進出」「ＢｔｏＣビジネスの拡充」を柱として新たな時代の

総合金融グループとして成長することを目指してまいります。

現時点における当社グループの中長期的な戦略は、次のとおりであります。 
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① 信用保証業務の拡充 

現在、総量規制の影響により貸金業者からの融資が受けられない、または影響を受ける可能性のある資金需要者

は数百万人にも及ぶと言われており、貸金業法上の制約を受けないフィールド、すなわち、金融機関の取り扱う融

資に対する保証を担うことにより、一般消費者、中小事業者等の健全な資金ニーズに応えることができるものと

考えております。

当社グループでは、保証業務提携を行った株式会社西京銀行及び株式会社東京スター銀行との間で債務保証残

高の積み上げを図るなど信用保証業務の拡大に努めてまいりました。また、当連結会計年度において当社の連結

子会社としたＫＣカードや武富士から吸収分割により事業承継した消費者金融事業における顧客基盤等を活か

し、債務保証残高の積み上げによる信用保証業務の拡大を図ってまいります。　

今後も、地域金融機関との協業を通じて、新たな信用を創出し、安定的な資金供給を側面からサポートすること

により、地域経済の活性化、日本経済の維持・発展に寄与したいと考えており、積極的に多くの金融機関との保証

業務提携先を拡大することで、信用保証業務の拡充に努めてまいります。

② 貸付債権譲り受けを通じた資産規模の拡大 

当連結会計年度におきましては、武富士の消費者金融事業を承継するなど当社グループとしての資産規模の拡

大を図っております。今後につきましても、他社の貸付債権をバルクセール等の手法により取得し、効率的に資産

規模を拡大し、収益の確保を図ってまいります。

③ 商手割引・有担保貸付の推進

商業手形割引及び有担保貸付を柱として、貸倒リスクを極力回避しながら、顧客の利便性を考慮した金融事業の

構築を図ってまいります。

④ 海外市場への進出

当連結会計年度におきましては、韓国の消費者金融会社であるネオラインクレジット貸付の全株式を取得し、当

社の子会社としております。韓国における消費者金融市場は、上限金利が39％での運用が可能なこと、過払い問題

が存在しないこと、韓国の法人税が日本に比べ低いことなど、貸金業務を営む事業会社にとって大きなメリット

のある市場であり、今後、韓国市場における事業基盤の拡大を図ってまいります。

⑤ ＢｔｏＣビジネスの拡充

当連結会計年度におきましては、クレジットカード事業を取扱うＫＣカードの株式を取得し、当社の連結子会社

としております。また平成24年２月には株式会社ネクストジャパンホールディングス（以下、「ネクストジャパ

ンホールディングス」という。）との間で株式交換契約を締結し、平成24年４月に連結子会社といたしました。さ

らに平成24年６月には当社の関連会社であるアドアーズ株式会社（以下、「アドアーズ」という。）に対して当

社の役員派遣を行い支配力基準により連結子会社としております。今後は、ＫＣカードにおける決済機能、マーケ

ティング及び顧客サービスに係るノウハウ等と、ネクストジャパンホールディングス及びアドアーズにおけるア

ミューズメント店舗運営ノウハウ、人材及び顧客情報等を融合することによって、新たなＢｔｏＣビジネスの拡

充を進め、当社グループの事業領域の拡大を図ってまいります。

　

当社はホールディングカンパニーとして、総合金融グループの他、不動産部門、システム部門を有しており、今後

につきましてもＭ＆Ａを通じて、企業グループの拡大を目指してまいります。　

　

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　資産、負債、純資産の状況  

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ79,683百万円増加し117,546百万円となりまし

た。これは主に、ＫＣカードの株式を取得し連結子会社としたことにより割賦立替金が63,581百万円増加したこ

とをはじめ、武富士の消費者金融事業を会社分割（吸収分割）により株式会社ロプロが承継したこと等により営

業貸付金が15,988百万円増加したことなどによるものであります。　

　当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ44,174百万円増加し68,074百万円となりました。こ

れは主に、ＫＣカードの株式取得及び武富士の消費者金融事業の承継に伴い、長短借入金が26,452百万円、利息返

還損失引当金が14,141百万円、事業整理損失引当金が1,107百万円とそれぞれ増加したことなどによるものであ

ります。 

　当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ35,509百万円増加し49,471百万円となりました。

これは主に、剰余金の配当が358百万円であったことにより利益剰余金が減少した一方で、当期純利益を34,500百

万円計上したことや、ＫＣカードの連結子会社化に伴い少数株主持分が1,285百万円増加したことによるもので

あります。　

 

　以上の結果、１株当たり純資産額は前連結会計年度末より565円78銭増加し798円17銭となり、自己資本比率は前

連結会計年度末36.7％から4.2ポイント上昇し40.9％となっております。

　なお、当社は、平成24年５月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年６月１日付で株式１株につき２

株の株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額を

算定しております。　
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②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前当期純

利益の計上や、割賦立替金の回収、及び借入金の増加等により資金が増加した一方、関係会社貸付金の譲受による

支出、負ののれん発生益、及び子会社株式取得による支出等により資金が減少した結果、前連結会計年度末に比べ

4,738百万円減少し、当連結会計年度末は9,410百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、16,489百万円（前連結会計年度は9,234百万円の資金の

増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が35,319百万円、割賦立替金の回収による純減額が

12,768百万円とそれぞれ資金が増加した一方で、楽天株式会社が保有するＫＣカードに対する貸付金の譲受によ

り37,000百万円資金が減少したことや、負ののれん発生益を29,444百万円計上したことにより資金が減少したこ

とによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、12,424百万円（前連結会計年度は310百万円の資金の減

少）となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が4,010百万円と資金が増

加した一方で、吸収分割による支出が16,894百万円と資金が減少したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、24,165百万円（前連結会計年度は908百万円の資金の減

少）となりました。これは主に、短期借入金に係るキャッシュ・フローの純増額が20,132百万円、長期借入金に係

るキャッシュ・フローの純増額が3,867百万円と資金が増加したことによるものであります。　
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において、当社グループが実施した設備投資の総額は276百万円であります。

　内訳としては、金融事業において190百万円、不動産事業において31百万円、海外事業において25百万円、その他の事

業において28百万円であります。　

　

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

 平成24年３月31日現在

セグメント
の名称

設備の
内容

事業所名
（所在地）

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
及び
 構築物 
(百万円)

器具
備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

リース
資産 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

全社

（共通） 

事務所
本社

（東京都港区）
9 10 － － － 19 46

保養所

福利厚生施設

（和歌山県西牟婁

郡）

0 －
0

(4.67)
－ － 0 －

その他

遊休資産

（鳥取県倉吉市

他）

2 －
71

(187,695.51)
－ － 73 －
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(2）国内子会社

 平成24年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメ
ントの
名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物 
(百万円)

器具
備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

リース
資産
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

キーノート

㈱

本社

（東京都目黒区）

不動産

事業　

事務所

兼営業

所、

ショー

ルーム

16 1 － － 0 18 18

大阪支店

（大阪市中央区）

事務所

兼

営業所

0 0 － － 0 0 4

賃貸用施設

（東京都世田谷区

他）

賃貸

物件
13 －

17

(27.11)
－ － 30 －

パルティー

ル債権回収

㈱　

本社

（東京都港区）

金融

事業

事務所

兼

営業所

3 1 － － 0 5 38

関西営業所他

（京都市下京区

他）

事務所

兼

営業所

0 0 － － 0 2 27

東海営業所他

（名古屋市中村区

他）

営業所 0 － － － 0 1 30

㈱ロプロ　

本社

（京都市下京区）

金融

事業　

事務所 286 12

143

(1,511.21)

　

－ 0 442 173

東京支店他

（東京都千代田区

他）

営業所 5 211 － － － 216 333

コンシューマー

ローン保証事業課

他

（静岡市駿河区

他）

事務所

　
8 3 － － － 11 21

福利厚生施設

（神戸市北区）
保養所 0 0

5

(355.85)　
－ － 5 －

福利厚生施設

（京都市山科区）
社員寮 11 －

28

(717.45)　
－ － 40 －

賃貸用施設

（大阪市北区他）

 全社 

（共通）

賃貸

物件　
221 1

203

(1,171.79)
－ － 425 －

Ｊトラスト

システム㈱

　

本社・システム統

括本部他

（東京都港区他）

その他

の事業

事務所

兼

営業所

8 20 － － － 29 53

西京カード

㈱

本社

（山口県周南市） 金融

事業

事務所 0 0 － － 0 0 2

東京支店

（東京都港区）
営業所 2 0 － － － 3 11
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会社名
事業所名
（所在地）

セグメ
ントの
名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物 
(百万円)

器具
備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

リース
資産
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

ＫＣカード

㈱

本社

（福岡市博多区）

金融

事業

事務所 1,000 11
1,368

(1,386.61)
－ － 2,379224

東京本社

（東京都港区）
事務所 5 － － － － 5 34

東京管理センター

他

（東京都中央区

他）

事務所 12 8 － － － 21 43

レンタル事業本部

（東京都港区）
事務所 － 85 － － － 85 －

レンタルアドアー

ズ

（東京都板橋区）

店舗 4 2 － － － 6 －

賃貸用施設

（東京都渋谷区

他） 全社 

（共通）

賃貸

物件　
184 －

900

(1,304.61)
－ － 1,085－

遊休資産

（鹿児島県鹿児島

市他）

その他 0 0
157

(85,341.18)
－ － 157 －

　（注）１．リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

セグメントの名称 設備の内容 台数
年間リース料
（百万円）

金融事業
コンピューター及びその

周辺機器
一式 ２

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．従業員数は就業人員であります。　

　

(3）在外子会社

 平成24年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメ
ントの
名称

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物 
(百万円)

器具
備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

リース
資産
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

ネオライン

クレジット

貸付㈱

本社

（韓国ソウル特別

市）
海外

事業

事務所

兼

営業所

5 2 － － 1 9 77

大田支店他

（韓国大田市他）
営業所 5 － － － 7 12 14

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

      　２．従業員数は就業人員であります。　

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画はありません。

　 

(2) 重要な設備の除却等

　　当連結会計年度末現在における重要な設備の除却の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

（注）平成24年６月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

170,000,000株増加し、240,000,000株となっております。　

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成24年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年６月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,225,780 62,291,392
大阪証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株であり

ます。

計 30,225,780 62,291,392 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

　　　２．当社は、平成24年６月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
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（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

（株式会社イッコー第１回新株予約権）　

平成20年６月27日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． 37　 37　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 　　普通株式　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 37,000　 37,000　

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． 　　　　　　　　133　　　　　　　　　　　 同左　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成27年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格        133

資本組入額　     67
同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）３．  同左
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（Ｊトラスト株式会社第１回新株予約権）　

平成21年６月26日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． 188 176

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 　　普通株式　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 188,000 176,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． 　　　　　　　　231　　　　　　　　　　　 同左　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
自　平成23年12月１日

至　平成28年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格        231

資本組入額　    116
同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）３．  同左

（注）１．新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株

式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数

を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は以下の調整に服する。

(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
 １

 株式分割・株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
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  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数＋

 新規発行株式数×１株当たり払込金額

 時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替える。

(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への

配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の

上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と

する。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ 

   を切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取

締役会決議決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する

ことができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

(9) その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
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（Ｊトラスト株式会社第２回新株予約権）　

平成22年６月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． 4,640 4,635

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 　　普通株式　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 464,000 463,500

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． 　　　　　　　　298　　　　　　　　　　　 同左　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
自　平成24年12月１日

至　平成29年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格        298

資本組入額　    149
同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）３．  同左
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（Ｊトラスト株式会社第３回新株予約権）　

平成23年６月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． 5,354 5,334

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 　　普通株式　 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 535,400 533,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． 　　　　　　　　361　　　　　　　　　　　 同左　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間
自　平成25年９月１日

至　平成30年７月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格        361

資本組入額　    181
同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）３．  同左

（注）１．新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株

式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数

を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は以下の調整に服する。

(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
 １

 株式分割・株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
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  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

 新規発行株式数×１株当たり払込金額

 時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替える。

(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への

配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の

上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と

する。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取

締役会決議決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する

ことができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

(9) その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。　
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（Ｊトラスト株式会社第Ｎ－６回新株予約権）　

平成20年12月26日株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． － 1,810

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 －　 　　普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． － 3,620

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． －　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　345　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間 －
自　平成24年４月30日

至　平成31年３月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格        345

資本組入額　    173

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  （注）３．
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（Ｊトラスト株式会社第Ｎ－７回新株予約権）　

平成20年12月26日株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． － 195

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 －　 　　普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． － 390

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． －　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　945　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間 －
自　平成24年４月30日

至　平成31年４月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格        945

資本組入額　    473

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  （注）３．
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（Ｊトラスト株式会社第Ｎ－８回新株予約権）　

平成21年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． － 6,045

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 －　 　　普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． － 12,090

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． －　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　1,054　　　　　　　　

新株予約権の行使期間 －
自　平成24年４月30日

至　平成31年12月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格      1,054

資本組入額　    527

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  （注）３．
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（Ｊトラスト株式会社第Ｎ－９回新株予約権）　

平成22年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． － 6,550

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 －　 　　普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． － 13,100

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． －　　　　　　　　　　　 2,050　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間 －
自　平成24年12月15日

至　平成32年12月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格      2,050

資本組入額　  1,025

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  （注）３．
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（Ｊトラスト株式会社第Ｎ－10回新株予約権）　

平成23年10月28日株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成24年３月31日）

提出日の前月末現在

（平成24年５月31日）

新株予約権の数（個）（注）１． － 6,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 －　 　　普通株式　

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． － 13,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注）２． －　　　　　　　　　　　 740　　　　　　　　　　　

新株予約権の行使期間 －
自　平成25年12月14日

至　平成33年12月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
－

発行価格        740

資本組入額　    370

新株予約権の行使の条件 －

新株予約権者が新株予約

権を放棄した場合には、

当該新株予約権を行使す

ることができない。

その他の条件は、取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締

結した「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

新株予約権の全部又は一

部について第三者に対し

て譲渡、質権の設定、譲渡

担保権の設定、生前贈与、

遺贈その他一切の処分行

為をすることができない

ものとする。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  （注）３．

（注）１．新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は２株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当

社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株

式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数

を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は以下の調整に服する。

(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
 １

 株式分割・株式併合の比率

(2) 割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社

法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式

に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

 40/139



  調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

 新規発行株式数×１株当たり払込金額

 時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」に読み替える。

(3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への

配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の

上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社

法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそ

れぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併

契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件と

する。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１．に準じて決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を組織

再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取

締役会決議決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する

ことができる。 

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

(9) その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

４．平成24年４月30日付で、株式交換により、㈱ネクストジャパンホールディングスを当社の連結子会社としたこと

に伴い、㈱ネクストジャパンホールディングス第６回新株予約権に代わり、Ｊトラスト㈱第Ｎ－６回新株予約権

を、㈱ネクストジャパンホールディングス第７回新株予約権に代わり、Ｊトラスト㈱第Ｎ－７回新株予約権を、

㈱ネクストジャパンホールディングス第８回新株予約権に代わり、Ｊトラスト㈱第Ｎ－８回新株予約権を、㈱ネ

クストジャパンホールディングス第９回新株予約権に代わり、Ｊトラスト㈱第Ｎ－９回新株予約権を、㈱ネクス

トジャパンホールディングス第10回新株予約権に代わり、Ｊトラスト㈱第Ｎ－10回新株予約権を交付しており

ます。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成19年６月29日

（注）１．
－ 27,652,780 － 4,392 △1,965 2,129

平成21年４月20日

（注）２．
2,100,00029,752,780 77 4,470 75 2,205

平成22年４月１日～

平成23年３月31日　

（注）３．

257,00030,009,780 25 4,496 25 2,230

平成23年４月１日～

平成24年３月31日　

（注）３．

216,00030,225,780 34 4,530 34 2,265

　（注）１．欠損填補によるものであります。 

２．平成21年４月20日に第三者割当による増資を実施しております。　　

割当先　　　㈱西京銀行 　　 1,400,000株

            藤澤 信義　　　　 700,000株

発行価格　　 73円

資本組入額　 37円　

３．新株予約権の行使による増加であります。

４．平成24年４月１日から平成24年５月31日までの間に、新株予約権の行使及び平成24年４月30日付で、当社を

完全親会社とする株式交換を㈱ネクストジャパンホールディングスと行ったため、発行済株式総数が919千

株、資本金が２百万円、資本準備金が1,608百万円増加しております。なお、株式交換比率は、㈱ネクストジャ

パンホールディングス１株に対し、当社２株となっております。　

５．平成24年６月１日付をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が31,145千株増加しております。

　

（６）【所有者別状況】

 平成24年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 6 18 23 64 2 2,328 2,441 －

所有株式数

（単元）
－ 30,903 3,645 17,499 26,161 19 224,018302,2451,280

所有株式数の

割合（％）
－ 10.22 1.21 5.79 8.65 0.01 74.12 100.00 －

　（注）　 自己株式114,786株は、「個人その他」の欄に1,147単元及び「単元未満株式の状況」の欄に86株含まれており

ます。
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（７）【大株主の状況】

 平成24年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

藤澤　信義 東京都港区 14,710 48.67

株式会社西京銀行　 山口県周南市平和通１丁目10－２　 1,400 4.63

株式会社整理回収機構 東京都中野区本町２丁目46番１号 1,320 4.37

レスポワール投資事業有限責

任組合　合同会社レスポワー

ル

東京都台東区浅草橋４丁目９－11－302

　

　

1,249 4.13

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８－11

　
1,109 3.67

モルガンスタンレーアンドカ

ンパニーエルエルシー

（常任代理人　モルガン・ス

タンレーＭＵＦＧ証券株式

会社）

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 

10036,USA

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３） 645 2.13

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号

　
413 1.37

神林　忠弘 新潟県新潟市 221 0.73

ノーザントラストカンパニー

エイブイエフシーリユーエス

タックスエグゼンプテドペン

ションファンズセキュリティ

レンディング

（常任代理人　香港上海銀行

東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 

5NT, UK

　

　

　

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

200 0.66

吉田　岳司 東京都豊島区 200 0.66

株式会社関東信販 茨城県土浦市大和町３－18 200 0.66

計 － 21,668 71.69

（注）当事業年度末現在における日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の信託業

務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。

　

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
 普通株式    114,700

　　
－ 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,109,800 301,098 同上

単元未満株式 普通株式      1,280 － －

発行済株式総数 30,225,780 － －

総株主の議決権 － 301,098 －

　

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

 43/139



②【自己株式等】

 平成24年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

Ｊトラスト株式会社
東京都港区虎ノ門

一丁目７番12号
114,700 － 114,700 0.38

計 － 114,700 － 114,700 0.38 

　

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

法によるものであります。

　当該制度の内容は、以下のとおりであります。

　

１．（平成20年６月27日開催の第32回定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対するストックオプション

として、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成20年６月

27日開催の第32回定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役８名及び従業員74名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

　 

２．（平成21年６月26日開催の第33回定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会

社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役

会に委任することにつき、平成21年６月26日開催の第33回定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社の取締役５名、当社子会社の取締役９名

当社及び当社子会社の従業員267名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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３．（平成22年６月29日開催の第34回定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会

社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役

会に委任することにつき、平成22年６月29日開催の第34回定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

決議年月日 平成22年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社の取締役８名、当社子会社の取締役10名

当社及び当社子会社の従業員500名　

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

　

４．（平成23年６月29日開催の第35回定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会

社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役

会に委任することにつき、平成23年６月29日開催の第35回定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

決議年月日 平成23年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社の取締役９名、当社子会社の取締役12名

当社及び当社子会社の従業員516名　　

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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５．（平成20年12月26日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、株式会社ネクストジャパンホールディングス（以下、

「ネクストジャパンホールディングス」という。）及び同社子会社の取締役並びに同社及び同社子会社の従業

員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会に委任

することにつき、平成20年12月26日開催の同社臨時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成20年12月26日

付与対象者の区分及び人数（名）

ネクストジャパンホールディングスの取締役５名、同

社子会社の取締役及び同社並びに同社子会社の従業

員40名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

　

６．（平成20年12月26日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス臨時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングス及び同社子会社の

取締役並びに同社及び同社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権

の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、平成20年12月26日開催の同社臨時株主総会において

特別決議されたものであります。

決議年月日 平成20年12月26日

付与対象者の区分及び人数（名）
ネクストジャパンホールディングス子会社の従業員

15名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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７．（平成21年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングスの取締役及び同社

の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会

に委任することにつき、平成21年10月28日開催の同社定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成21年10月28日

付与対象者の区分及び人数（名）
ネクストジャパンホールディングスの取締役５名、同

社の従業員57名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

　

８．（平成22年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングスの取締役及び同社

の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を同社取締役会

に委任することにつき、平成22年10月28日開催の同社定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成22年10月28日

付与対象者の区分及び人数（名）
ネクストジャパンホールディングスの取締役５名、同

社の従業員74名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
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９．（平成23年10月28日開催の株式会社ネクストジャパンホールディングス定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ネクストジャパンホールディングス及び同社子会社の

取締役並びに同社及び同社子会社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権

の募集事項の決定を同社取締役会に委任することにつき、平成23年10月28日開催の同社定時株主総会において

特別決議されたものであります。

決議年月日 平成23年10月28日

付与対象者の区分及び人数（名）
ネクストジャパンホールディングスの取締役４名、同

社及び同社子会社の従業員66名

新株予約権の目的となる株式の種類
「（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

　　

10．（平成24年６月27日開催の第36回定時株主総会決議）

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会

社の従業員に対するストックオプションとして、無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役

会に委任することにつき、平成24年６月27日開催の第36回定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。

決議年月日 平成24年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子

会社の従業員 （注)１．

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 1,200,000株を上限とする。（注)２．

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注)３．

新株予約権の行使期間 平成26年８月１日から平成31年７月31日とする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該

新株予約権を行使することができない。

その他の条件については、定時株主総会以後に開催さ

れる取締役会にて決定する。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注)４．

　（注）１．付与対象者の区分及び人数の詳細は、定時株主総会以後に開催される取締役会で決議いたします。

２．新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割

（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合に

は、付与株式数を次の算式により調整する。

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式

数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

 48/139



３．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とす

る。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の大阪証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は

切り上げる。）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。

(1）割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により

調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

(2）割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社

普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝
調整前

行使価額
×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時　価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替える。

(3）さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘

案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日

（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収

分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換に

つき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の

直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」

という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転

計画において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）３．で定められる行使価額を組

織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」の欄に定める新株予約権を行使す

ることができる期間の満了日までとする。
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(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8）新株予約権の取得条項

以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の

取締役会決議決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得

することができる。

①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(9）その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 70 21,140

当期間における取得自己株式 24 40,252

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式
－ － － －

そ　の　他 － － － －

保有自己株式数 114,786 － 114,810 －

　（注）　当期間における保有自己株式数には、平成24年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、株主各位に対する適正な利益還元を経営の最重要施策のひとつとして認識し、将来の経営環境や業界動向を

総合的に勘案しながら、積極的な利益還元を図ることを基本方針としております。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり12円の普通配当を実施することを決定しました。こ

の結果、当事業年度の配当性向は52.6％となりました。

　また、当社は、機動的な資本政策及び配当政策を実現するため、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決

議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定め、剰余金の配当の決定機関は、取締役会としておりま

す。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成23年11月10日

取締役会決議
179 ６

平成24年５月10日

取締役会決議
180 ６

　

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期
決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高（円） 161 150 426 600 1,642

最低（円） 27 36 67 132 274

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成23年10月平成23年11月平成23年12月平成24年１月 平成24年２月 平成24年３月

最高（円） 525 515 600 748 1,192 1,642

最低（円） 438 380 408 525 704 1,100

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

（代表取締

役）　

 藤澤　信義 昭和45年１月17日生

平成17年10月株式会社ライブドアクレジット

（現　クロスシード株式会社）代表

取締役社長

平成19年８月かざか債権回収株式会社（現　パル

ティール債権回収株式会社）代表

取締役会長

平成20年６月当社代表取締役会長

株式会社マスワーク（現　キーノー

ト株式会社）取締役　

平成20年10月株式会社ネクストジャパンホール

ディングス代表取締役社長 

平成21年３月ＮＬＨＤ株式会社代表取締役（現

任） 

平成21年７月ネオラインホールディングス株式

会社代表取締役社長（現任）

平成22年１月

　

平成22年６月　

マグレガーゴルフジャパン株式会

社代表取締役会長

当社取締役　

　 アドアーズ株式会社取締役

平成22年10月　当社取締役最高顧問　

　 株式会社ネクストジャパンホール

ディングス取締役会長（現任）　

平成23年５月　アドアーズ株式会社代表取締役会

長（現任）　

平成23年６月　当社代表取締役社長（現任）　

（注）

３
29,420

取締役副社

長

（代表取締

役）　

 千葉　信育 昭和48年２月21日生

平成18年２月株式会社ライブドアクレジット

 （現　クロスシード株式会社）取締

役副社長

平成20年６月当社取締役副社長

平成20年７月株式会社フロックス（現　株式会社

クレディア）取締役社長

平成20年９月株式会社クレディア代表取締役社

長

平成21年３月株式会社ステーションファイナン

ス（現　株式会社ロプロ）代表取締

役社長

平成21年４月ネオラインキャピタル株式会社

（現　クロスシード株式会社）代表

取締役社長

サンライフ株式会社代表取締役社

長　

平成21年５月Ｊトラストシステム株式会社取締

役（現任）

平成21年10月当社取締役副社長執行役員Ｊトラ

ストフィナンシャルサービス株式

会社（現　株式会社ロプロ）担当

平成22年６月当社代表取締役社長

　 Ｊトラストフィナンシャルサービ

ス株式会社（現　株式会社ロプロ）

取締役会長

平成23年５月　株式会社ロプロ取締役（現任）

平成23年６月当社代表取締役副社長（現任）

　 ネオラインクレジット貸付株式会

社代表取締役社長（現任）

平成23年８月　ＫＣカード株式会社代表取締役会

長（現任）

（注）

３
185
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役  橋本　泰 昭和47年12月12日生

平成７年４月 オリックス株式会社入社

平成18年９月株式会社ワールドイン取締役

平成20年６月株式会社マスワーク（現　キーノー

ト株式会社）代表取締役社長（現

任）

　 当社取締役

平成21年４月株式会社ニード代表取締役

平成21年10月当社執行役員キーノート株式会社

担当

平成22年５月Ｊトラストフィナンシャルサービ

ス株式会社（現　株式会社ロプロ）

取締役（現任）

平成22年６月当社取締役審査担当（現任）

（注）

３
62

取締役  黒田　一紀 昭和30年２月６日生

昭和52年４月株式会社幸福相互銀行（現　株式会

社関西アーバン銀行）入行

平成12年６月当社入社

平成12年12月当社経営企画室長

平成21年10月当社経営戦略部長

平成22年６月

　

平成23年６月　

当社取締役経営戦略部長兼経理部

担当

当社取締役経営戦略部経営管理担

当兼経理部担当

平成24年１月当社取締役経理企画部担当（現

任）

（注）

３
19

取締役  三吉　誠 昭和53年９月25日生

平成13年４月株式会社キャスコ（現　株式会社プ

ライメックスキャピタル）入社

平成20年４月かざかフィナンシャルグループ株

式会社入社

平成20年11月株式会社フロックス（現　株式会社

クレディア）入社

平成20年12月当社入社

平成22年３月西京カード株式会社監査役

平成22年10月ネオラインホールディングス株式

会社取締役

平成23年５月当社顧問

平成23年６月当社取締役経営戦略部経営企画担

当

平成24年１月当社取締役経営戦略部担当（現

任）

平成24年５月株式会社ネクストジャパンホール

ディングス社外取締役（現任）

平成24年６月アドアーズ株式会社社外取締役

（現任）

（注）

３
４

取締役
法務部長　兼　

人事部長 
西川　幸宏 昭和47年12月９日生

平成７年４月 株式会社クレディア入社

平成16年８月駿河精機株式会社入社

平成17年４月株式会社ミスミグループ出向

平成18年４月株式会社クレディア入社

平成20年10月株式会社フロックス（現　株式会社

クレディア）入社

平成21年１月ネオラインキャピタル株式会社

（現　クロスシード株式会社）入社

平成21年12月ネオラインキャピタル株式会社

（現　クロスシード株式会社）取締

役

平成22年４月ネオラインホールディングス株式

会社取締役

平成23年５月当社入社

平成23年６月当社取締役法務部長兼人事部長兼

総務部担当（現任）

平成24年５月株式会社ネクストジャパンホール

ディングス監査役（現任）

（注）

３
－
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 　 上村　憲生 昭和31年10月25日生

昭和54年４月株式会社住友銀行（現　株式会社三

井住友銀行）入行

昭和55年８月オリエント・リース株式会社（現　

オリックス株式会社）入社

平成３年３月 同社郡山支店長

平成11年４月同社北海道ブロック長兼札幌支店

長

平成13年４月同社東京営業本部営業第３部長

平成18年１月同社理事　東京営業本部副本部長

平成19年５月株式会社新銀行東京取締役

平成19年12月オリックス株式会社理事　東京本部

副本部長

平成20年10月オリックスキャピタル株式会社出

向　代表取締役社長

平成21年３月オリックスファシリティーズ株式

会社出向　取締役専務執行役員

平成21年６月オリックスエンジニアリング株式

会社取締役兼任

平成24年４月パルティール債権回収株式会社顧

問

平成24年６月当社取締役営業担当（現任）

　 パルティール債権回収株式会社代

表取締役社長（現任）

（注）

３
－

取締役  西　範行 昭和23年８月23日生

昭和46年４月株式会社山口相互銀行（現　株式会

社西京銀行）入行

平成15年９月同行理事事務統括部長

平成17年６月同行取締役兼執行役員事務統括部

長

平成20年１月同行取締役兼執行役員統合リスク

管理部長

平成20年６月同行常務取締役経営管理本部長

平成21年６月当社監査役

平成22年６月当社社外取締役（現任）

平成23年２月株式会社日本保証社外取締役（現

任）

（注）

３
３

常勤監査役  大西　眞夫 昭和23年10月24日生

昭和47年４月株式会社福徳相互銀行入行

平成13年２月当社入社

平成13年３月当社人事部長

平成20年11月当社総務部参事

平成21年６月当社常勤監査役（現任）

平成22年３月西京カード株式会社監査役（現

任）

平成22年12月株式会社ロプロ監査役（現任）

平成23年２月株式会社日本保証監査役（現任）

（注）

５
24

常勤監査役  山根　秀樹 昭和27年７月11日生

昭和51年４月株式会社山口相互銀行（現　株式会

社西京銀行）入行

平成５年４月 同行彦島支店長

平成８年４月 同行日の出支店長

平成９年10月同行長門支店長

平成11年４月同行人事部主任調査役

平成14年４月同行小倉支店長兼関福地区副本部

長

平成16年４月同行広島支店・祇園支店連合支店

長兼広島地区統括部長

平成17年４月同行下関支店長兼下関地区統括部

長

平成18年10月同行監査役室長

平成19年６月同行常勤監査役

平成23年６月同行参与（コンプライアンス統括

部）

平成24年６月当社常勤監査役（現任）

（注）

４
－

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

 54/139



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役  井上　允人 昭和22年８月14日生

昭和48年４月野村證券株式会社入社

平成７年４月 東海インターナショナル証券株式

会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・ス

タンレー証券株式会社）入社　
平成８年６月 同社取締役

平成15年１月株式会社フロンテック取締役

平成15年７月東証コンピュータシステム株式会

社代表取締役社長

平成17年１月ユアサ建材工業株式会社代表取締

役副社長

平成18年10月同社代表取締役会長

平成19年７月井上事務所開設（現任）

平成20年１月株式会社日立ハウステック（現　株

式会社ハウステック）常勤監査役

平成21年１月同社取締役会長

平成23年６月株式会社日本保証社外取締役

平成24年６月当社監査役（現任）　

（注）

４
－

監査役 　 内藤　欣也 昭和30年11月24日生

昭和61年４月大阪弁護士会入会・弁護士登録

昭和61年４月鎌倉法律事務所入所

平成２年４月 小寺・内藤法律事務所開設

平成11年３月内藤法律事務所開設

平成15年６月当社監査役（現任）

平成16年３月みずほパートナーズ法律事務所入

所（現任）

（注）

６

　

34　

    計  29,753

　（注）１．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。また、平成24年６月１日付で実施した１株につき２株

の株式分割後の株式数となります。

２．取締役西　範行は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役山根秀樹及び内藤欣也

は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成24年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成24年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

  当社は、「お客様のため、株主様のため、私たち自身のため、いかなる時も迅速に、誠実にチャレンジし続け、皆様

と共に日本の未来を創造いたします。」を企業理念とし、以下のことを推進してまいります。

１．お客様、株主の皆様、お取引先等、全てのステークホルダーをお客様と考え、その期待に応えるため、「お客様

第一」の行動を実行してまいります。

２. 様々な事象に対し「迅速」に対応すると共に、現状に満足することなく「創意工夫・改善」を実行してまい

ります。

３．「適時且つ正確な情報開示」を実行すると共に、業務遂行にあたっては「高い倫理観」を持って取り組んで

まいります。

４．「新たなサービスや価値観を創造・提供」し、経済の発展に貢献してまいります。

　また、上記「企業理念」を実践するため「行動理念」である『Ｊ・Ｔ・Ｒ・Ｕ・Ｓ・Ｔ』を別途定めております。

『Ｊ』 =　「Ｊｕｓｔｉｃｅ」 公正な企業経営を行います。

『Ｔ』 =　「Ｔｅａｍｗｏｒｋ」 経営の根幹である「人」の個性を活かした組織を作ります。

『Ｒ』 =　「Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」 常に革新志向で価値創造を行います。

『Ｕ』 =　「Ｕｎｉｑｕｅ」 当社の独自性を大切にします。

『Ｓ』 =　「Ｓａｆｅｔｙ」 お客様、ステークホルダーの皆様に安心いただけるよう努めます。

『Ｔ』 =　「Ｔｈａｎｋｆｕｌ」 感謝の気持ちを忘れません。

 

①　企業統治の体制

　イ．企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、上記の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業

統治の体制を採用しております。

 （ア） 当社は監査役制度を採用しております。

  (イ)  全社の機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の機関をおいております。

(ウ)  有価証券報告書提出日現在（平成24年６月28日）の取締役は８名、監査役は４名であります。取締役８

名のうち、社外取締役は１名であります。また、監査役４名のうち、社外監査役は２名であり、監査役会を設

置しております。

(エ)  コンプライアンス体制の一環として取締役、監査役を中心に構成された「コンプライアンス・リスク管

理委員会」を設置し、従業員一人ひとりが常に法令等の遵守を心掛ける企業風土を熟成させるために必要

な社内体制を定め、その徹底と啓蒙活動を行っております。

(オ)  社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会などの日程調整及び案内等につきましては

総務部が担当し、状況により総務部担当役員が事前説明を行い、趣意の徹底を図っております。

(カ)  当社代表取締役社長の諮問機関としてアドバイザリーボードを設置しております。これは、社外有識者

から従来の枠にとらわれない多面的な視点から意見・助言をいただき、当社グループの企業価値向上に繋

がるグループ経営戦略策定に反映させるとともに、それぞれの専門分野における高度な知識・ノウハウを

取り入れコンプライアンスの強化、反社会的勢力との隔絶、コーポレート・ガバナンスの更なるクオリ

ティ向上を図ることを目的としております。
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　当社のコーポレート・ガバナンスの内部統制の仕組みは次のとおりであります。

　ロ．その他の企業統治に関する事項　

・ 内部統制システム整備の状況

(ア)  内部統制システムの整備の状況につきましては、取締役会の意思決定のもと、各担当役員を中心に業

務を執行する体制となっております。取締役会につきましては、「取締役会規程」に基づき毎月開催さ

れており、重要事項の付議、決定、業績及び業務の進捗状況の報告がなされ、適宜修正、指示を行っており

ます。定時取締役会に先立ち監査役会には事前に議案が示され、当該会議の直前に開催される社外監査

役を含む監査役会においてその必要性、適法性等が審議され、取締役会において逐次質問、確認を通して

取締役会の透明性を確保しております。

　    また、経営戦略に係る事案の先行検討機関として代表取締役社長を含む常勤取締役、常勤監査役、各部

門長、関連子会社役員を構成員とした「経営会議」を隔週定期的に開催し、各部門長からの報告、提案に

基づき課題の検討、是正、指示を行っております。

(イ)　弁護士や会計監査人である監査法人より、法律相談、会計監査に関するそれぞれの分野の専門家として

の意見を聴取し、取締役会及び経営会議上の参考としておりますが、通常の業務以外は依頼しておりま

せん。

・ リスク管理体制の整備の状況

  当社グループは、「貸金業法」、「個人情報の保護に関する法律」等に基づく各種規制を受けておりま

す。

　当社グループは、コンプライアンスがすべてのリスク管理の前提であると位置づけており、コンプライア

ンスの社内体制の拡充のため、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置、コンプライアンスに関す

る社内規程を制定し、コンプライアンス意識の向上と徹底を図るため、全従業員を対象としたコンプライア

ンスに関する意識調査、状況の点検を年２回実施、定期的に行われるコンプライアンス研修会においても指

導、教育を行っております。また、役員、従業員から企業倫理に関する相談、通報等を受け付ける窓口として、

「企業倫理相談窓口」を設置しております。当社グループの監査体制につきましても、同様に当社監査部に

おいて行っております。

  また、平成17年４月１日に施行された「個人情報の保護に関する法律」への対応として、個人情報取扱い

及び情報管理等に関する「個人情報保護規程」を制定し、個人情報漏洩を未然に防ぐための社内体制の整

備を図っております。

　ハ．責任限定契約の内容の概要 　　　

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める責

任に関し、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる旨

定款に定めております。　
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 ②　内部監査及び監査役監査の状況

内部監査の体制につきましては、社長直轄の監査部を設置しております。監査要員は７名で構成しており、

当社グループにおける規定違反及び潜在的なリスク調査を目的として臨店監査を実施しております。それら

の結果につきましては内部監査報告書として社長宛て提出され、軽微なものにつきましては監査部長名、重

大な事項につきましては社長名による改善指示書をもって当該部門長へ直接改善を指示し、当該部門長は改

善報告書をもって改善状況の報告を行っております。

なお、内部監査報告書は各常勤取締役及び常勤監査役にも回覧され、当該部署での業務改善に役立つもの

としております。同時に監査部には当社における内部通報窓口としての機能を持たせており、この面からも

会社にとっての不利益行為の事前防止に努めております。

さらに監査部は社長直接の指示に基づき、当社グループにおける貸付債権についても直接調査を行い、不

正及び逸脱行為の発見、指示、指導に努めております。

監査役監査の体制につきましては、監査役制度を採用しております。監査役は４名（うち社外監査役２

名）で構成しており、毎月１回、監査役会を開催しております。常勤監査役を中心に各取締役の業務執行につ

いて法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、また監査部との緊密な連携により、適法かつ規

定通りに業務が執り行われているか否かの監査も行っております。

また、会計監査人である大阪監査法人と監査役は、都度意見交換を行い、情報の収集及び監査の環境整備に

努めております。

　

 ③  会計監査の状況

会計監査につきましては、「会社法」及び「金融商品取引法」の規定に基づき、大阪監査法人により監査

を受けております。当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定による記載すべき

利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成

等については次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数

代表社員　業務執行社員　藤本　周平 大阪監査法人 ５年

代表社員　業務執行社員　安岐　浩一 大阪監査法人 ５年

（注） 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名であります。

　

 ④  社外取締役及び社外監査役

当社では、社外取締役１名と社外監査役２名を選任しております。

社外取締役西 範行氏及び社外監査役山根秀樹氏は、株式会社西京銀行の出身者であり、当社グループと同

行との間に同行が当社の普通株式1,400千株を所有する資本関係、当社グループの従業員が同行へ出向する

人的関係、同行が取り扱う消費者向け無担保ローン及び不動産担保ローンを当社グループが保証する等の取

引関係があります。

社外監査役内藤欣也氏は、みずほパートナーズ法律事務所の弁護士でありますが、当社グループと同事務

所との間には特別な関係はありません。

それぞれ専門的な知識を活かして、社外の客観的な視点から当社の経営について有用な指摘・意見をして

おります。そのほか、定例及び臨時に開催される監査役会、取締役会へ出席し、必要に応じ取締役並びに使用

人に対し直接説明を求めております。

また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

は、定めておりません。

なお、社外監査役内藤欣也氏につきましては、一般株主とは利益相反のおそれが生じない独立役員として

指定しております。

　

 ⑤　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

役員区分
報酬等の総額　

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数　
(人)基本報酬

ストック　オ
プション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
152　 138 9 －　 4　 11　

監査役

（社外監査役を除く。）
18 18 －　 －　 －　 ２　

社外役員 18　 18　 0　 －　 －　 ４　

計 189 175 10　 －　 4　 17　

（注）１．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．取締役の報酬額には、平成23年６月29日に退任した取締役２名を含んでおります。
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ロ．役員ごとの連結報酬等の総額等

該当事項はありません。

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

ニ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

　

 ⑥　株式の保有状況

 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有

会社）であるJトラスト株式会社については以下のとおりです。　

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

５銘柄　　515百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

　特定投資株式

銘柄 　株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱西京銀行 500,000 500財務活動の円滑化のため

㈱みなと銀行　 100,000 14 同上

ＮＩＳグループ㈱　 384 0 事業活動の向上のため

アイフル㈱　 45 0 同上

　みなし保有株式

　　該当事項はありません。　

当事業年度　

　特定投資株式

銘柄 　株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

㈱西京銀行 2,617,000 499財務活動の円滑化のため

㈱みなと銀行　 100,000 15 同上

ＮＩＳグループ㈱　 384 0 事業活動の向上のため

　みなし保有株式

　　該当事項はありません。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額

並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

ニ．投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表

計上額　

該当事項はありません。

　　

　　　 ⑦　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

 ⑧　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 

 ⑨　自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ

る旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
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 　　　⑩　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものであります。

 

 ⑪　剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当

等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。

　

 ⑫　取締役及び監査役の責任免除  　　　

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する

取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度におい

て免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、そ

の能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

  　

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 42 － 36 －

連結子会社 22 － 29 －

計 64 － 65 －

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

　当社の連結子会社であるネオラインクレジット貸付株式会社は、韓国の会計法人であるＳＡＭＩＬ会計法人の

監査を受けており、当連結会計年度における監査報酬等は１百万円であります。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査契約書等の記載事項に基づき、業務

の特性等の要素を勘案して、適切に判断し、決定しております。 
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

　

(3）当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位をもって記載することに変更いたしました。なお、比

較を容易にするため、前連結会計年度以前及び前事業年度以前についても百万円単位に組替え表示しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）の財務諸表について、大阪監

査法人による監査を受けております。 

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

　具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制

を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、企業会計基準の整備、開示等について積極的に取り組んで

おります。

　また、同財団法人やディスクロージャー支援会社等が主催する研修等にも積極的に参加しております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 14,846

※1
 10,362

商業手形 ※1, ※3, ※4
 1,900

※1, ※3, ※4
 2,119

営業貸付金 ※1, ※3, ※4
 11,725

※1, ※3, ※4
 27,713

割賦立替金 ※1
 1,443

※1, ※6
 65,024

買取債権 ※1
 4,008

※1
 2,310

求償権 518 506

商品及び製品 ※1
 412

※1
 632

仕掛品 ※1
 153

※1
 682

繰延税金資産 139 154

その他 982 4,269

貸倒引当金 △1,836 △6,813

流動資産合計 34,293 106,963

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,035 5,412

減価償却累計額 △411 △3,601

建物及び構築物（純額） ※1
 623

※1
 1,811

土地 ※1
 481

※1
 2,897

その他 226 682

減価償却累計額 △165 △296

その他（純額） 60 386

有形固定資産合計 1,166 5,095

無形固定資産

のれん 344 805

その他 111 315

無形固定資産合計 455 1,120

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 547

※1
 515

出資金 65 203

長期営業債権 ※2, ※3, ※4
 2,286

※2, ※3, ※4, ※6
 8,487

繰延税金資産 1 3

その他 428 2,880

貸倒引当金 △1,382 △7,723

投資その他の資産合計 1,947 4,366

固定資産合計 3,569 10,582

資産合計 37,862 117,546
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

割引手形 1,291 1,776

短期借入金 ※1, ※7
 2,465

※1, ※7
 3,039

株主、役員又は従業員からの短期借入金 － 22,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 1,515

※1
 2,537

未払法人税等 1,062 254

賞与引当金 － 107

ポイント引当金 － 130

利息返還損失引当金 3,359 10,172

事業整理損失引当金 － 1,107

その他 570 2,869

流動負債合計 10,264 43,995

固定負債

長期借入金 ※1
 10,814

※1
 13,670

利息返還損失引当金 2,382 9,711

債務保証損失引当金 ※5
 203

※5
 290

退職給付引当金 － 9

その他 234 398

固定負債合計 13,635 24,079

負債合計 23,900 68,074

純資産の部

株主資本

資本金 4,496 4,530

資本剰余金 2,230 2,265

利益剰余金 7,235 41,377

自己株式 △72 △72

株主資本合計 13,889 48,099

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5 4

為替換算調整勘定 － △37

その他の包括利益累計額合計 5 △32

新株予約権 52 103

少数株主持分 14 1,300

純資産合計 13,961 49,471

負債純資産合計 37,862 117,546
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業収益

受取割引料 141 204

貸付金利息 2,960 3,639

買取債権回収高 2,669 2,740

割賦立替手数料 616 9,236

受取手数料 391 329

不動産事業売上高 3,167 2,645

預金利息 2 8

その他の金融収益 5,823 3,358

その他の営業収益 1,135 2,345

営業収益合計 16,908 24,508

営業費用

支払割引料 30 55

借入金利息 539 1,082

保証料 22 14

債権買取原価 1,661 ※1
 939

不動産売上原価 ※1
 2,486

※1
 2,277

その他の営業費用 392 170

営業費用合計 5,132 4,539

営業総利益 11,776 19,969

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 － 2,019

貸倒損失 31 288

利息返還損失引当金繰入額 2,535 1,460

債務保証損失引当金繰入額 － 87

役員報酬 278 393

給料及び手当 2,284 3,952

株式報酬費用 40 76

賞与引当金繰入額 － 48

退職給付引当金繰入額 － 113

支払手数料 470 2,340

のれん償却額 86 110

その他 1,723 3,538

販売費及び一般管理費合計 7,451 14,429

営業利益 4,324 5,539

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 2 23

受取家賃 24 162

雑収入 15 48

営業外収益合計 44 234
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業外費用

支払利息 13 24

減価償却費 13 25

保証金解約損 11 －

為替差損 － 204

雑損失 7 33

営業外費用合計 45 287

経常利益 4,323 5,486

特別利益

過年度損益修正益 38 －

固定資産売却益 ※2
 15

※2
 319

投資有価証券売却益 20 1

貸倒引当金戻入額 266 －

債務保証損失引当金戻入額 34 －

負ののれん発生益 6 29,444

その他 3 153

特別利益合計 385 29,919

特別損失

過年度損益修正損 8 －

固定資産売却損 ※3
 3

※3
 14

固定資産廃棄損 25 4

固定資産評価損 0 2

減損損失 ※4
 49

※4
 48

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 0 0

会社分割関連費用 － 14

その他 6 －

特別損失合計 94 86

税金等調整前当期純利益 4,614 35,319

法人税、住民税及び事業税 1,277 702

過年度法人税等 79 －

法人税等調整額 15 1

法人税等合計 1,372 703

少数株主損益調整前当期純利益 3,241 34,615

少数株主利益 8 114

当期純利益 3,233 34,500
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 3,241 34,615

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 － △37

その他の包括利益合計 △1 ※
 △37

包括利益 3,240 34,578

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,232 34,463

少数株主に係る包括利益 8 114
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③【連結株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,470 4,496

当期変動額

新株の発行 25 34

当期変動額合計 25 34

当期末残高 4,496 4,530

資本剰余金

当期首残高 2,205 2,230

当期変動額

新株の発行 25 34

当期変動額合計 25 34

当期末残高 2,230 2,265

利益剰余金

当期首残高 4,358 7,235

当期変動額

剰余金の配当 △356 △358

当期純利益 3,233 34,500

当期変動額合計 2,876 34,141

当期末残高 7,235 41,377

自己株式

当期首残高 △72 △72

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △72 △72

株主資本合計

当期首残高 10,961 13,889

当期変動額

新株の発行 50 68

剰余金の配当 △356 △358

当期純利益 3,233 34,500

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,927 34,210

当期末残高 13,889 48,099
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 6 5

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 5 4

為替換算調整勘定

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ △37

当期変動額合計 － △37

当期末残高 － △37

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 6 5

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1 △37

当期変動額合計 △1 △37

当期末残高 5 △32

新株予約権

当期首残高 31 52

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20 51

当期変動額合計 20 51

当期末残高 52 103

少数株主持分

当期首残高 6 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 1,285

当期変動額合計 8 1,285

当期末残高 14 1,300

純資産合計

当期首残高 11,005 13,961

当期変動額

新株の発行 50 68

剰余金の配当 △356 △358

当期純利益 3,233 34,500

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 1,299

当期変動額合計 2,955 35,509

当期末残高 13,961 49,471
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,614 35,319

株式報酬費用 40 76

減価償却費 120 216

過年度損益修正損益（△は益） △29 －

固定資産売却損益（△は益） △11 △305

固定資産評価損 0 2

減損損失 49 48

投資有価証券売却損益（△は益） △20 1

投資有価証券評価損益（△は益） 0 0

負ののれん発生益 － △29,444

のれん償却額 86 110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,108 △3,342

貸倒償却額 4,655 8,007

賞与引当金の増減額（△は減少） － 45

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 63

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △1,147 △3,768

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △34 87

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △217

受取利息及び配当金 △4 △23

支払割引料及び支払利息 583 1,162

為替差損益（△は益） － △74

たな卸資産の増減額（△は増加） △167 △749

担保に供している預金の増減額（△は増加） 633 △349

その他 275 △3,970

小計 6,537 2,894

利息及び配当金の受取額 4 23

利息等の支払額 △601 △1,161

法人税等の支払額 △828 △1,654

小計 5,111 102

商業手形の増加額 △4,342 △7,440

商業手形の減少額 3,980 7,206

営業貸付金の増加額 △3,616 △7,847

営業貸付金の減少額 ※4
 4,145

※4
 8,328

割賦立替金の増加額 △5 △59,866

割賦立替金の減少額 2,990 72,635

買取債権の増加額 △2,115 △607

買取債権の減少額 3,167 1,800

買取債権の取得に係る未払金の減少額 △1,850 －

長期営業債権の増減額（△は増加） 489 2,478

営業貸付金の譲渡による収入 1,422 －

割賦立替金の譲渡による収入 － 3,811

関係会社貸付金の譲受による支出 － △37,000

求償権の増加額 △232 △184

求償権の減少額 90 93

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,234 △16,489
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △300 94

有形固定資産の取得による支出 △135 △239

有形固定資産の売却による収入 528 1,245

無形固定資産の取得による支出 △9 △29

投資有価証券の取得による支出 △506 －

投資有価証券の売却による収入 26 35

投資有価証券の清算分配による収入 5 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ ※2
 △647

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 ※2

 81
※2

 4,010

吸収分割による支出 － ※3
 △16,894

投資活動によるキャッシュ・フロー △310 △12,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

手形割引による収入 3,767 6,732

手形割引落ち込みによる支出 △3,259 △6,247

短期借入れによる収入 5,837 28,131

短期借入金の返済による支出 △6,636 △7,998

長期借入れによる収入 800 5,791

長期借入金の返済による支出 △1,094 △1,924

自己株式の取得による支出 △0 △0

ストックオプションの行使による収入 34 44

配当金の支払額 △356 △358

少数株主への配当金の支払額 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △908 24,165

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,016 △4,738

現金及び現金同等物の期首残高 6,131 14,148

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 14,148

※1
 9,410
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
当連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 ①　連結子会社の数　　　　12社

主要な連結子会社名

キーノート㈱

合同会社パルティール

パルティール債権回収㈱

㈱ロプロ

Ｊトラストシステム㈱

一般社団法人エーエスエー・ホールディングス・エイト　

合同会社パルティール・ワン　

西京カード㈱ 

㈱日本保証

ネオラインクレジット貸付㈱

ＫＣカード㈱

合同会社パルティール・ケーシー　

　当連結会計年度において、ネオラインクレジット貸付㈱は発行済株式の全株式

を、ＫＣカード㈱は議決権割合の97.76％の株式を取得したため、またＫＣカー

ド㈱において合同会社パルティール・ケーシーを新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。　

 ②　非連結子会社の数及び主要な非連結子会社名

　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項

　連結子会社のうち、㈱ロプロの決算日は２月末日、ネオラインクレジット貸付㈱

の決算日は９月末日、ＫＣカード㈱の決算日は12月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、㈱ロプロについては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。但し、３月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。また、ネオライン

クレジット貸付㈱及びＫＣカード㈱については、連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しております。　

　その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 　

４．会計処理基準に関する事項 　

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

　その他有価証券

　・時価のあるもの

　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算出）

　・時価のないもの

移動平均法による原価法　

 ②　たな卸資産

　商品及び製品（販売用不動産）、仕掛品

　　個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　主として定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　３年～50年　　

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。　　

 ③　長期前払費用

　定額法によっております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

　 ②　賞与引当金

　ＫＣカード㈱において、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当

連結会計年度末の負担すべき金額を計上しております。

　 ③　ポイント引当金

　ＫＣカード㈱において、クレジットカードのポイントサービスにより、顧客に

付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当連結会計年度末に

おける将来使用見込額を計上しております。

　 ④　利息返還損失引当金

　利息制限法の上限金利を超過して支払った債務者等からの利息の返還請求に

備えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しております。

　 ⑤　事業整理損失引当金

　㈱ロプロにおいて、会社分割（吸収分割）により承継した更生会社㈱武富士の

消費者金融事業に係るＡＴＭ店舗廃止などの事業整理に伴う損失発生見込額を

計上しております。

　 ⑥　債務保証損失引当金

　金融機関と提携している保証受託業務に係る保証債務の履行による損失に備

えるため、当連結会計年度末における損失発生見込額を計上しております。

　 ⑦　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務（責

任準備金を退職給付債務とする簡便法）及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、当連結会計年度末における年金資産が退職給付債務を超過しているた

め、前払年金費用として投資その他の資産の「その他」に計上しております。

（追加情報）

　ＫＣカード㈱において、退職金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行

しております。当該移行について「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）に基づき退職給付制度の一部終了の会

計処理を行った結果、当該移行による影響額は252百万円、また、当該移行に伴

い退職給付債務の計算対象者が大幅に減少し、かつ、今後増加することがない

と見込まれるため、従来の原則法から簡便法に変更しております。当該変更に

よる影響額は99百万円であり、当該移行及び変更による影響額152百万円は、

特別利益の「その他」に計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基

準 

①　顧客手数料

　包括信用購入あっせん

　主として残債方式によっております。

　残債方式とは、元本残高に対して所定の料率で利息等を算出し、期日経過の

つど営業収益（割賦立替手数料）に計上しております。　

　個別信用購入あっせん

　主として７・８分法によっております。

　７・８分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、期日到来のつど積

数按分額を営業収益（割賦立替手数料）に計上しております。

　 ②　加盟店手数料 

　加盟店との立替払契約履行時に一括して営業収益（割賦立替手数料）に計上

しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

　 ③　買取債権の回収に係る収益及び原価の計上基準 

  当社及び金融業である子会社におきましては、債権金額と取得原価との差額

を営業収益（その他の金融収益）に計上しております。将来のキャッシュ・フ

ローを見積もることが可能な債権は償却原価法により、将来のキャッシュ・フ

ローを見積もることが困難な債権は回収額に応じて営業収益を計上する方法に

よっております。

  債権回収業である子会社におきましては、回収金額を営業収益（買取債権回

収高）に計上しております。原価については将来のキャッシュ・フローを見積

もることが可能な債権は償却原価法により、将来のキャッシュ・フローを見積

もることが困難な債権は買取債権の取得価額に達するまで回収金額の全額を営

業費用（債権買取原価）に計上しております。

(5）のれんの償却方法及び償却期

間 

　のれんの償却については、投資効果の発現する期間にわたって均等償却を行って

おります。

　　西京カード㈱　　　　　　　　　５年

　　ネオラインクレジット貸付㈱　　５年

　　㈱ロプロ　　　　　　　　　　　５年　

(6）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　但し、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」

に計上し、５年間で均等償却しております。　

　

　

【会計方針の変更】

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）　

　当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分）及び

「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用しております。

　当連結会計年度の連結貸借対照表日後に１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額を算定しております。

　なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

　

【追加情報】

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。 　
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

科目 金額（百万円）
預金 397
商業手形 274
営業貸付金 6,941
割賦立替金 86
買取債権     1,766
商品及び製品     356
仕掛品     93
建物及び構築物     206
土地 272
投資有価証券 500

計 10,896

科目 金額（百万円）
預金 747
商業手形 128
営業貸付金 4,386
割賦立替金 958
買取債権     730
商品及び製品     632
仕掛品     517
建物及び構築物     1,461
土地 2,585
投資有価証券 499

計 12,648

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

科目 金額（百万円）
短期借入金 2,369
１年内返済予定の長期借入金 1,515
長期借入金 10,814

計 14,699

科目 金額（百万円）
短期借入金 2,875
１年内返済予定の長期借入金 2,537
長期借入金 13,670

計 19,083

  （イ）担保に供している資産は、上記の債務の他に

信用保証業務に係る保証債務の担保にもなっておりま

す。　

  （イ）担保に供している資産は、上記の債務の他に

信用保証業務に係る保証債務の担保にもなっておりま

す。　

※２．長期営業債権については、商業手形、営業貸付金及び

割賦立替金のうち過去１年間返済実績がないもの及び

回収に１年以上かかると思われるものを計上しており

ます。　　　　　　　　 

※２．長期営業債権については、商業手形、営業貸付金及び

割賦立替金のうち過去１年間返済実績がないもの及び

回収に１年以上かかると思われるものを計上しており

ます。　　　　　　　　 

※３．貸付金（商業手形、営業貸付金、長期営業債権）の内

訳

※３．貸付金（商業手形、営業貸付金、長期営業債権）の内

訳

商業手形割引     1,905百万円

手形貸付 472

証書貸付 11,401

有担保貸付 2,101

商業手形割引     2,128百万円

手形貸付 375

証書貸付 27,424

有担保貸付 1,276
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前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

※４．不良債権の状況 ※４．不良債権の状況

区分 金額（百万円）
破綻先債権 2,219
延滞債権 1,143
三ヶ月以上延滞債権 482
貸出条件緩和債権 2,574

合計 6,418

区分 金額（百万円）
破綻先債権 1,603
延滞債権 1,105
三ヶ月以上延滞債権 716
貸出条件緩和債権 4,645

合計 8,070

　（注）１．破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない

ものとして未収利息を計上しなかった貸付金の

うち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸付金。

　（注）１．破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が

相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない

ものとして未収利息を計上しなかった貸付金の

うち、法人税法施行令第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定

する事由が生じている貸付金。

２．延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定

支払日の翌日から６ヶ月以上遅延しているもの

で、破綻先債権及び貸出条件緩和債権を除く貸

付金。

２．延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定

支払日の翌日から６ヶ月以上遅延しているもの

で、破綻先債権及び貸出条件緩和債権を除く貸

付金。

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払いが約定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延し

ているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く

貸付金。

３．三ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払いが約定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延し

ているもので、破綻先債権及び延滞債権を除く

貸付金。

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他

の債務者に有利となる取り決め等を行った貸付

金。

４．貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他

の債務者に有利となる取り決め等を行った貸付

金。

※５．偶発債務

　信用保証業務として金融機関からの借入債務に対す

る保証を行っております。

※５．偶発債務

　信用保証業務として、主に金融機関からの借入債務に

対する保証を行っております。

保証債務（事業者及び消費者

12,971件）

    9,699百万円

債務保証損失引当金 203

差引額 9,495

保証債務（事業者及び消費者

23,075件）

    22,072百万円

債務保証損失引当金 290

差引額 21,781
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前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当連結会計年度
（平成24年３月31日）

　６．　　　　　　　―――――― ※６．連結子会社（ＫＣカード㈱）において取り扱う割賦

立替金には、クレジットカードに付帯するキャッシン

グ及びカードローンに対しての貸付金が含まれており

ます。なお、当該貸付金については、貸出契約の際に設

定した額（契約限度額）のうち、同社が与信した額

（利用限度額）の範囲内で顧客が随時借入を行うこと

ができる契約となっております。これら契約に基づく

当連結会計年度末の貸出未実行残高は次のとおりであ

ります。

貸出コミットメントの総額   317,951百万円

貸出実行残高 50,265

貸出未実行残高 267,686

　なお、上記貸出コミットメント契約においては貸出実

行されずに終了するものもあり、かつ、利用限度額につ

いても同社が任意に増減させることができるものであ

るため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行さ

れるものではありません。　　

※７．当社及び連結子会社（西京カード㈱）においては、

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。　　

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

    3,500百万円

借入実行残高 2,017

　　差引額 1,482

※７．当社及び連結子会社（西京カード㈱）においては、

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。　　

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

    3,500百万円

借入実行残高 2,211

　　差引額 1,288
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が営業費用に含まれ

ております。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　4百万円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が営業費用に含まれ

ております。

　　　　　　　　　　　　　14百万円

※２．固定資産売却益の内訳

科目 金額（百万円）
建物 1
器具備品 0
土地 13

計 15
　

※２．固定資産売却益の内訳

科目 金額（百万円）
建物 111
車両運搬具 0
器具備品 0
土地 207
会員権 0

計 319
　

※３．固定資産売却損の内訳

科目 金額（百万円）
建物 0
器具備品 0
土地 2

計 3
 

※３．固定資産売却損の内訳

科目 金額（百万円）
建物 2
車両運搬具 0
器具備品 0
土地 10
会員権 1

計 14
 

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。

※４．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

大阪市中央区　他

１件
遊休資産 建物

兵庫県赤穂郡上郡

町
遊休資産 建物

神戸市北区 遊休資産 建物

大阪市中央区 遊休資産 器具備品

兵庫県赤穂郡上郡

町
遊休資産 土地

神戸市北区 遊休資産 土地

京都府相楽郡精華

町　他２件
遊休資産 土地

　当社グループは、資産グループを事業用資産、賃貸用

資産、遊休資産に分類しております。

　除却を予定していた建物及び器具備品については帳

簿価額を零とし、売却を予定しております建物及び土

地については売却予定価額とし、それ以外のものにつ

いては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額49百万円を特別損失に計上しております。その内訳

は、建物36百万円、器具備品０百万円、土地12百万円で

あります。

　なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価基準、路線価、

公示価格及び固定資産税評価額を基にした正味売却可

能価額により評価しております。

場所 用途 種類

大阪市淀川区　他

１件
遊休資産 建物及び土地

滋賀県米原市 遊休資産
建物、土地及

び会員権

宮崎県児湯郡高鍋

町
遊休資産 建物及び土地

鹿児島県鹿児島市 遊休資産 土地

　当社グループは、資産グループを事業用資産、賃貸用

資産、遊休資産に分類しております。

　売却を予定していた建物、土地及び会員権については

売却価額とし、売却を予定している建物及び土地につ

いては売却予定価額とし、それ以外のものについては

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額48百

万円を特別損失に計上しております。

　その内訳は、建物11百万円、土地36百万円、会員権０百

万円であります。

　なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価基準、路線価、

公示価格及び固定資産税評価額を基にした正味売却可

能価額により評価しております。
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額　

その他有価証券評価差額金：   
当期発生額 △4百万円
組替調整額 2
税効果調整前 △1
税効果額 0
その他有価証券評価差額金 △0

為替換算調整勘定：   
当期発生額 △37
その他の包括利益合計 △37

　

　

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（注）１ 29,752 257 － 30,009

合計 29,752 257 － 30,009

自己株式 　 　 　 　

普通株式（注）２ 114 0 － 114

合計 114 0 － 114

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加257千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 52

 合計 － － － － － 52

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月20日

取締役会
普通株式 237 ８　 平成22年３月31日平成22年６月30日

平成22年11月11日

取締役会
普通株式 119 ４　 平成22年９月30日平成22年12月３日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月12日

取締役会　
普通株式 179利益剰余金 　 ６ 平成23年３月31日平成23年６月30日
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当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式（注）１ 30,009 216 － 30,225

合計 30,009 216 － 30,225

自己株式 　 　 　 　

普通株式（注）２ 114 0 － 114

合計 114 0 － 114

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加216千株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 103

 合計 － － － － － 103

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月12日

取締役会
普通株式 179 ６　　 平成23年３月31日平成23年６月30日

平成23年11月10日

取締役会
普通株式 179 ６　　 平成23年９月30日平成23年12月５日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年５月10日

取締役会　
普通株式 180利益剰余金 　 ６　 平成24年３月31日平成24年６月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 14,846

担保に供している預金 △397

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△300

現金及び現金同等物 14,148

 （百万円）

現金及び預金勘定 10,362

担保に供している預金 △747

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△205

現金及び現金同等物 9,410

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった㈱ロプ

ロの資産及び負債の主な内訳

 （㈱ロプロ）

 （百万円）

流動資産 892

固定資産 851

流動負債 △1,317

固定負債 △119

取得差額（注） △6

株式の取得価額 300

現金及び現金同等物（△） △381

差引：取得による収入 △81

（注）１．当該取得差額については、取得日とみなし取

得日の期間における営業活動上の損益の増減

であり、特別利益の「負ののれん発生益」とし

て全額計上しております。

２．同社を存続会社として、連結子会社であるＪ

トラストフィナンシャルサービス㈱と合併し

ております。

　

※２．株式の取得により新たに連結子会社となったネオラ

インクレジット貸付㈱及びＫＣカード㈱の資産及び負

債の主な内訳

 （ネオラインクレジット貸付㈱）

 （百万円）

流動資産 3,333

のれん 130

固定資産 23

流動負債 △2,724

為替換算調整勘定 4

株式の取得価額 767

現金及び現金同等物（△） △119

差引：取得による支出 647

　

 （ＫＣカード㈱）

 （百万円）

流動資産 88,289

固定資産 5,211

流動負債 △32,132

固定負債 △26,299

取得差額（注） △29,444

少数株主持分 △1,174

株式の取得価額 4,450

現金及び現金同等物（△） △8,460

差引：取得による収入 △4,010

（注）当該取得差額については、企業結合時において、

ＫＣカード㈱の資産・負債の時価の再評価により

発生した差額であり、特別利益の「負ののれん発生

益」として全額計上しております。　

　３．　　　　　　　―――――― ※３．会社分割（吸収分割）により承継した更生会社㈱武

富士の消費者金融事業の資産及び負債の主な内訳

（更生会社㈱武富士（消費者金融事業））

 （百万円）

流動資産 24,335

のれん 448

固定資産 1,537

流動負債 △1,107

株式の取得価額 25,213

現金及び現金同等物（△） △8,319

差引：吸収分割による支出 16,894

（注）当該事業は、連結子会社である㈱ロプロが承継し

ております。

※４．「営業貸付金の減少額」は、債権買取業務における

貸付債権の回収額と当該取得原価との差額部分を控除

して表示しております。

※４．「営業貸付金の減少額」は、債権買取業務における

貸付債権の回収額と当該取得原価との差額部分を控除

して表示しております。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

　ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引 

　①　リース資産の内容

　　　当連結会計年度末において該当する資産はありませ

　　ん。

　ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引 

　①　リース資産の内容

　　　当連結会計年度末において該当する資産はありませ

　　ん。

　②　リース資産の減価償却の方法

　 当連結会計年度末において該当する資産が存在しな

 いため記載を省略しております。

 　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

 ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

 ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

 準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

 であります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　 当連結会計年度末において該当する資産が存在しな

 いため記載を省略しております。

 　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

 ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

 ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

 準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

 であります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 16 7 9
ソフトウェア 7 6 0

合計 24 14 10

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 14 6 7

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年以内      3百万円

１年超 7

計 10

１年以内      2百万円

１年超 5

計 7

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料     5百万円

減価償却費相当額 5

支払利息相当額 0

支払リース料     2百万円

減価償却費相当額 2

支払利息相当額 0

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、ローン事業、クレジット事業、債権買取事業及び信用保証事業などの総合金融サービス

事業を行っております。これらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを勘案のうえ、銀行借入れ

等により資金調達を行っております。また、デリバティブ取引に対しては慎重な態度で臨み、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融資産は、主として国内の中小企業、個人事業主及び個人に対する商業手形、

営業貸付金及び割賦立替金であり、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されておりま

す。買取債権においては、国内の事業会社や金融機関などから債権額に対しディスカウントして購入して

おり、購入価額について第三者評価機関からも債権の時価算定資料を入手し、購入価額の決定時の参考と

するなど適正な価額を把握しリスクの低減を図っておりますが、経済環境等の変化により契約条件にした

がった債務履行がなされない金額が想定金額を上回る可能性があります。投資有価証券及び出資金は、主

に国内の事業会社や金融機関の株式及び出資金であり、事業推進目的で保有しております。これらは、それ

ぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

金融負債は、資金使途が営業資金であり、主として国内の金融機関からの資金調達であります。なお、変

動金利の借入を一部行っており、金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、商業手形、営業貸付金及び割

賦立替金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、担保の設定、問題債権

への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。また、これらの与信管理は各営業部門で

行われるほか、審査部門及び債権管理部門で行われ、定期的に経営陣による取締役会や報告審査会を開催

し、審議・報告を行っております。さらに、与信管理の状況については、不定期に監査部が検証を実施して

おります。また、商業手形の発行体の信用リスクに関しては、審査部門において信用情報の把握を定期的に

行うことで管理しております。

② 市場リスク（株式等の変動リスク）の管理

投資有価証券及び出資金については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関

係を勘案して保有状況等を継続的に見直しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日及び平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式は含まれており

ません。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
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前連結会計年度（平成23年３月31日）

（単位：百万円）

 連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

(1）現金及び預金 14,846 14,846 －

(2）商業手形 1,900 　 　

貸倒引当金(※１) △31 　 　

　 1,868 1,867 △1

(3）営業貸付金 11,725 　 　

貸倒引当金(※１) △1,439 　 　

　 10,286 10,286 －

(4) 割賦立替金　 1,443   

貸倒引当金(※１) △25   

　 1,417  1,417  －

(5) 買取債権　 4,008   

貸倒引当金(※１) △28   

　 3,980  3,980  －

(6) 求償権　 518   

貸倒引当金(※１) △293   

　 224  224  －

(7) 長期営業債権　 2,286   

貸倒引当金(※１) △1,339   

 947 947 －　

　資産計 33,571 33,569 △1

(1）割引手形 1,291 1,291 －

(2）短期借入金 2,465 2,465 －

(3) 1年内返済予定の長期借入金　 1,515 1,515 －

(4) 未払法人税等　 1,062 1,062 －　

(5) 長期借入金　 10,814 11,078 263

負債計 17,149 17,413 263

　
保証金額 時　価 差　額

保証債務 　 　 　

(1) 保証債務　 9,699 　 　

債務保証損失引当金(※２) △203 　 　

　 9,495 9,495 －

保証債務計　 9,495 9,495 －　

(※１)　商業手形、営業貸付金、割賦立替金、買取債権、求償権、長期営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除しております。

(※２)　保証債務に対応する債務保証損失引当金を控除しております。
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当連結会計年度（平成24年３月31日）

（単位：百万円）　

 連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

(1）現金及び預金 10,362 10,362 －

(2）商業手形 2,119 　 　

貸倒引当金(※１) △40 　 　

　 2,078 2,078 －

(3）営業貸付金 27,713 　 　

貸倒引当金(※１) △1,339 　 　

　 26,374 26,374 －

(4) 割賦立替金　 65,024   

貸倒引当金(※１) △5,049   

　 59,974  59,974  －

(5) 買取債権　 2,310   

貸倒引当金(※１) △34   

　 2,276  2,276  －

(6) 求償権　 506   

貸倒引当金(※１) △281   

　 225  225  －

(7) 長期営業債権　 8,487   

貸倒引当金(※１) △7,670   

 817 817 －　

　資産計 102,108 102,108 －

(1）割引手形 1,776 1,776 －

(2）短期借入金 3,039 3,039 －

(3) 株主、役員又は従業員からの

短期借入金　
22,000 22,000 －

(4) 1年内返済予定の長期借入金　 2,537 2,537 －

(5) 長期借入金　 13,670 14,048 378

負債計 43,024 43,402 378

　
保証金額 時　価 差　額

保証債務 　 　 　

(1) 保証債務　 22,072 　 　

債務保証損失引当金(※２) △290 　 　

　 21,781 21,781 －

保証債務計　 21,781 21,781 －　

(※１)　商業手形、営業貸付金、割賦立替金、買取債権、求償権、長期営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除しております。

(※２)　保証債務に対応する債務保証損失引当金を控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに保証債務に関する事項

資　産

(1）現金及び預金

これらは１年以内で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

としております。

(2) 商業手形

これらは主に１年以内で決済されるものであるため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在

の貸倒見積高を控除した金額としております。

(3) 営業貸付金、並びに (4) 割賦立替金

これらは見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒

見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金

額としております。

(5) 買取債権

これらは主に連結決算日より１年以内に購入しており、購入価額について第三者評価機関から債権の時価

算定資料を入手し、購入価額の決定時の参考とするなど適正な価額にて購入していることから、時価は当該

帳簿価額を基礎としております。なお、一部の買取債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価

値、又は担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸

借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額としております。

(6) 求償権

これらは見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒

見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金

額としております。

(7) 長期営業債権

これらは見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒

見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金

額としております。

　

負　債

(1) 割引手形

これらは１年以内で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

としております。

(2) 短期借入金、(3) 株主、役員又は従業員からの短期借入金、並びに (4) １年内返済予定の長期借入金

これらは１年以内で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

としております。

(5) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用

状態は借入時点以降大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当

該帳簿価額としております。固定金利によるものは、当該長期借入金の将来キャッシュ・フローを国債の利

回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　

保証債務

(1) 保証債務

これらは保証債務の種類及び内部格付、期間等に基づく区分ごとに損失発生見込額を算定しているため、

時価は連結決算日における債務保証額から現在の損失発生見込額を控除した金額としております。
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２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成23年３月31日）

　（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内　

現金及び預金 14,846 － －

商業手形 1,879 21 －

営業貸付金  5,337  5,686  701

割賦立替金  873  570 －

買取債権  1,766  1,977  264

求償権　 187 296 33

合計 (※) 24,890 8,552 1,000

(※)　長期営業債権2,286百万円は、償還予定額が見込めないため上記に含めておりません。　

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

　（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内　

現金及び預金 10,362 － －

商業手形 2,119 － －

営業貸付金  13,213  13,395  1,104

割賦立替金  34,429  30,595 －

買取債権  1,144  1,046  118

求償権　 340 146 19

合計 (※) 61,610 45,184 1,242

(※)　長期営業債権8,487百万円は、償還予定額が見込めないため上記に含めておりません。　

　

３．割引手形、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成23年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内　

３年超
４年以内　

４年超
５年以内　

５年超　

割引手形 1,291 － － － － －

短期借入金 2,465 － － － － －

1年内返済予定の長期借入金  1,515  －  －  －  －  －

長期借入金　 － 1,083 773 747 776 7,433

合計 5,272 1,083 773 747 776 7,433

　

当連結会計年度（平成24年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内　

３年超
４年以内　

４年超
５年以内　

５年超　

割引手形 1,776 － － － － －

短期借入金 3,039 － － － － －

株主、役員又は従業員からの

短期借入金
22,000 － － － － －

1年内返済予定の長期借入金  2,537  －  －  －  －  －

長期借入金　 － 2,024 1,551 1,579 1,433 7,080

合計 29,353 2,024 1,551 1,579 1,433 7,080
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成23年３月31日）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 40 36 4

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 40 36 4

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 0 0 △0

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 0 0 △0

合計 41 37 4

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　506百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 26 20 －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 26 20 －

　

３．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、有価証券について０百万円（その他有価証券で時価のある株式０百万円、非上

場株式０百万円）減損処理を行っております。

　なお、当該有価証券の減損にあたっては、原則として時価等が取得原価より30％以上下落したものについ

て減損処理をすることとしております。　
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当連結会計年度（平成24年３月31日）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 15 12 3

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 15 12 3

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 0 0 －

(2）債券    

①　国債・地方債

等
－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 0 0 －

合計 15 12 3

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　499百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 35 1 2

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 35 1 2

　

３．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、有価証券について０百万円（その他有価証券で時価のある株式０百万円、非上

場株式０百万円）減損処理を行っております。

　なお、当該有価証券の減損にあたっては、原則として時価等が取得原価より30％以上下落したものについ

て減損処理をすることとしております。　
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　　

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

該当事項はありません。　

　　

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。　

　

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を設け

ているほか、海外連結子会社においても確定給付型の制度を設けております。

　なお、ＫＣカード株式会社において、退職金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。　

　

２．退職給付債務に関する事項

(1)退職給付債務 △904百万円 　

(2)年金資産 939 　

(3)連結貸借対照表計上額純額 (1)＋(2) 35 　

(4)前払年金費用 44 　

(5)退職給付引当金 (3)－(4) △9 　

（注）１．退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　　　２．確定拠出年金制度への一部移行に伴う損益に与える影響額は次のとおりであります。

退職給付債務の減少　 1,529百万円

年金資産の減少　 △1,037　

未認識数理計算上の差異　 △239　

退職給付引当金の減少　 252　

 

３．退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 51百万円　

(2)利息費用　 21  

(3)期待運用収益 △18 　

(4)数理計算上の差異の費用処理額　 43 　

(5)退職給付費用　 97 　

(6)確定拠出年金制度への移行に伴う損益等　 △252 　

(7)簡便法への変更に伴う損益等　 99 　

(8)その他　 15 　

（注）１．退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　　　２．「(8)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。　

 　

（追加情報）

　ＫＣカード㈱において、退職金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しております。当該移行について「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）に基づき退職給付制度の一部終了の会

計処理を行った結果、当該移行による影響額は252百万円、また、当該移行に伴い退職給付債務の計算対象者が大幅に

減少し、かつ、今後増加することがないと見込まれるため、従来の原則法から簡便法に変更しております。当該変更に

よる影響額は99百万円であり、当該移行及び変更による影響額152百万円は、特別利益の「その他」に計上しており

ます。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

株式報酬費用　　　　　40百万円

　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　 　 ３百万円

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況　

(1) ストック・オプションの内容

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役　 ８名

 当社従業員　 74名

 当社取締役              　 ５名

 当社子会社取締役　　　　　 ９名

 当社及び当社子会社従業員　267名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
 普通株式　422,000株  普通株式　442,000株

 付与日  平成20年７月25日  平成21年11月27日

 権利確定条件

 付与日（平成20年７月25日）以降、権

利確定日（平成22年７月31日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 付与日（平成21年11月27日）以降、権

利確定日（平成23年11月30日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 対象勤務期間
 自平成20年７月25日

 至平成22年７月31日

 自平成21年11月27日

 至平成23年11月30日

 権利行使期間
 自平成22年８月１日

 至平成27年７月31日

 自平成23年12月１日

 至平成28年７月31日

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

 当社取締役              　 ８名

 当社子会社取締役　　　　　 10名

 当社及び当社子会社従業員　500名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
 普通株式　515,500株

 付与日  平成22年11月29日

 権利確定条件

 付与日（平成22年11月29日）以降、権

利確定日（平成24年11月30日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 対象勤務期間
 自平成22年11月29日

 至平成24年11月30日

 権利行使期間
 自平成24年12月１日

 至平成29年７月31日

（注） 株式数に換算して記載しております。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 408,000 432,000

 　付与 － －

 　失効 － 55,000

 　権利確定 408,000 －

 　未確定残 － 377,000

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 － －

 　権利確定 408,000 －

 　権利行使 257,000 －

 　失効 50,000 －

 　未行使残 101,000 －

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）  

 　前連結会計年度末 －

 　付与 515,500

 　失効 7,500

 　権利確定 －

 　未確定残 508,000

 権利確定後　　　　　　（株）  

 　前連結会計年度末 －

 　権利確定 －

 　権利行使 －

 　失効 －

 　未行使残 －

　

②単価情報

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 133 231

 行使時平均株価　　　　　（円） 256 －

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
65 132

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 298

 行使時平均株価　　　　　（円） －

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
150
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたＪトラスト株式会社第２回ストック・オプションについての公正な評

価単価の見積方法は以下のとおりであります。

 　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

 　②　主な基礎数値及び見積方法

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

 株価変動性（注）１．  　　　　　　　　　　94.057％

 予想残存期間（注）２．  　　　　　　　　　　  4.34年

 予想配当（注）３．  　　　　　　　 　　 12円／株

 無リスク利子率（注）４．  　　　　　　　　　 　0.421％

（注）１．年率、過去4.34年の日次株価（平成18年７月28日～平成22年11月29日の各取引日における終値）に基

づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積もっております。

３．平成22年３月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

株式報酬費用　　　　　76百万円

　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　 　 ０百万円

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況　

(1) ストック・オプションの内容

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役　 ８名

 当社従業員　 74名

 当社取締役              　 ５名

 当社子会社取締役　　　　　 ９名

 当社及び当社子会社従業員　267名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
 普通株式　422,000株  普通株式　442,000株

 付与日  平成20年７月25日  平成21年11月27日

 権利確定条件

 付与日（平成20年７月25日）以降、権

利確定日（平成22年７月31日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 付与日（平成21年11月27日）以降、権

利確定日（平成23年11月30日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 対象勤務期間
 自平成20年７月25日

 至平成22年７月31日

 自平成21年11月27日

 至平成23年11月30日

 権利行使期間
 自平成22年８月１日

 至平成27年７月31日

 自平成23年12月１日

 至平成28年７月31日

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第３回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

 当社取締役              　 ８名

 当社子会社取締役　　　　　 10名

 当社及び当社子会社従業員　500名

 当社取締役              　 ９名

 当社子会社取締役　　　　　 12名

 当社及び当社子会社従業員　516名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
 普通株式　515,500株  普通株式　548,000株

 付与日  平成22年11月29日  平成23年８月31日

 権利確定条件

 付与日（平成22年11月29日）以降、権

利確定日（平成24年11月30日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 付与日（平成23年８月31日）以降、権

利確定日（平成25年８月31日）まで継

続して勤務していること。

 但し、「新株予約権割当契約書」に定

められた一定の事由が生じた場合に

は、権利が失効する場合がある。

 対象勤務期間
 自平成22年11月29日

 至平成24年11月30日

 自平成23年８月31日

 至平成25年８月31日

 権利行使期間
 自平成24年12月１日

 至平成29年７月31日

 自平成25年９月１日

 至平成30年７月31日

（注） 株式数に換算して記載しております。 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成24年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 － 377,000

 　付与 － －

 　失効 － 31,000

 　権利確定 － 346,000

 　未確定残 － －

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 101,000 －

 　権利確定 － 346,000

 　権利行使 60,000 156,000

 　失効 4,000 2,000

 　未行使残 37,000 188,000

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第３回ストック・オプション

 権利確定前　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 508,000 －

 　付与 － 548,000

 　失効 44,000 12,600

 　権利確定 － －

 　未確定残 464,000 535,400

 権利確定後　　　　　　（株）   

 　前連結会計年度末 － －

 　権利確定 － －

 　権利行使 － －

 　失効 － －

 　未行使残 － －

　

②単価情報

 
株式会社イッコー

第１回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第１回ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 133 231

 行使時平均株価　　　　　（円） 581 849

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
65 132

　

 
Ｊトラスト株式会社

第２回ストック・オプション

Ｊトラスト株式会社

第３回ストック・オプション

 権利行使価格　　　　　　（円） 298 361

 行使時平均株価　　　　　（円） － －

 付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　　 （円）
150 193
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたＪトラスト株式会社第３回ストック・オプションについての公正な評

価単価の見積方法は以下のとおりであります。

 　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

 　②　主な基礎数値及び見積方法

 
Ｊトラスト株式会社

第３回ストック・オプション

 株価変動性（注）１．  　　　　　　　　　　96.430％

 予想残存期間（注）２．  　　　　　　　　　　  4.50年

 予想配当（注）３．  　　　　　　　 　　 10円／株

 無リスク利子率（注）４．  　　　　　　　　　 　0.320％

（注）１．年率、過去4.50年の日次株価（平成19年２月28日～平成23年８月31日の各取引日における終値）に基

づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積もっております。

３．平成23年３月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産 　

貸倒引当金繰入超過額 140

利息返還損失引当金 2,388

債務保証損失引当金 82

土地評価損 544

未払事業税 79

繰越欠損金 67,954

その他 142

繰延税金資産小計 71,333

評価性引当額 △71,192

繰延税金資産合計 140

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 △0

繰延税金負債合計 △0

繰延税金資産（負債）の純額 140

　

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 139

固定資産－繰延税金資産 1

固定負債－繰延税金負債 △0

（単位：百万円）

繰延税金資産 　

貸倒引当金繰入超過額 2,880

利息返還損失引当金 7,623

未収利息不計上 1,006

減損損失 1,873

繰越欠損金 66,159

その他 490

繰延税金資産小計 80,034

評価性引当額 △79,876

繰延税金資産合計 158

繰延税金負債 　

前払年金費用 15

資産除去債務 0

繰延税金負債合計 16

繰延税金資産（負債）の純額 141

　

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 154

固定資産－繰延税金資産 3

固定負債－繰延税金負債 △16

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 (単位：％)

法定実効税率 40.63

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.11

住民税均等割 0.32

繰越欠損金の利用     △3.21

評価性引当額の減少 △9.59

過年度法人税等 1.72

のれん償却 0.70

その他 △0.93

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.75

 

 (単位：％)

法定実効税率 40.69

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.03

住民税均等割 0.07

評価性引当額の減少 △4.94

負ののれん発生益 △33.73

その他 △0.13

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.99
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

　　取得による企業結合

　　１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　　　　　　　　　ネオラインクレジット貸付株式会社　　　　　　　　　　

事業の内容　　　　　　　　　　　　　消費者向貸付

(2) 企業結合を行った主な理由

貸金業務を営む事業会社にとって大きなメリットのある韓国市場での事業基盤拡大のため

(3) 企業結合日

平成23年４月１日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式　　　　　　　　　株式取得

結合後企業の名称　　　　　　　　　　ネオラインクレジット貸付株式会社

(5) 取得した議決権比率

100％

(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による、現金を対価とする株式取得であること　

 

　　２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

 

　　３．被取得企業の取得原価及びその内訳 　　　　　

取得の対価 　　　767百万円

取得原価 　　　767百万円

 

　　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

130百万円

(2) 発生原因

企業結合時の純資産額が取得価額を下回ったことによるものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

 

　　５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳

流動資産　 　 3,333百万円　

固定資産　 　 23　

資産合計　 　 3,356　

流動負債　 　 2,724　

負債合計　 　 2,724　

 　　　　

　　取得による企業結合

　　１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　　　　　　　　　ＫＣカード株式会社（旧　楽天ＫＣ株式会社）　　　　　　　　　　

事業の内容　　　　　　　　　　　　　クレジットカード事業、貸金業等

(2) 企業結合を行った主な理由

クレジットカード事業への参入及びＫＣカード株式会社が有する資産、顧客基盤の有効活用による、当

社グループの企業価値向上のため

(3) 企業結合日

平成23年８月１日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式　　　　　　　　　株式取得

結合後企業の名称　　　　　　　　　　ＫＣカード株式会社

(5) 取得した議決権比率

97.76％
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(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による、現金を対価とする株式取得であること　

 

　　２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成23年８月１日から平成24年３月31日まで

 

　　３．被取得企業の取得原価及びその内訳 　　　　　

取得の対価 　　4,450百万円

取得原価 　　4,450百万円

 

　　４．発生したのれんの金額、発生原因

(1) 発生したのれんの金額（負ののれん発生益）

29,444百万円

(2) 発生原因

企業結合時の純資産額が取得価額を上回ったことによるものであります。

 

　　５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳

流動資産　 　 88,289百万円　

固定資産　 　 5,211　

資産合計　 　 93,500　

流動負債　 　 32,132　

固定負債　 　 26,299　

負債合計　 　 58,431　

 

　　６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

営業収益　 　 5,862百万円　

　

（概算額の算定方法）

　企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された営業収益と取得企業の連結損益計

算書における営業収益との差額を、影響の概算額としております。損益情報につきましては、クレジット

カード事業一体として管理していたため、記載しておりません。

　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

　

　　取得による企業結合

　　１．企業結合の概要

(1) 相手先企業の名称及びその取得した事業の内容

相手先企業の名称　　　　　　　　　　更生会社株式会社武富士　　　　　　　　　　

取得した事業の内容　　　　　　　　　消費者金融事業

(2) 企業結合を行った主な理由

業界最大手の地位にあった同社の事業基盤を引き継ぐことにより、当社グループの事業規模の一層の拡

大を図るため

(3) 企業結合日

平成24年３月１日

(4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式　　　　　　　　　更生会社株式会社武富士を分割会社として、株式会社ロプロを承継会社

とする吸収分割

結合後企業の名称　　　　　　　　　　株式会社ロプロ

　

　　２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）、及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づきパーチェス法を適

用して会計処理を行っております。　　　  　
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

資産除去債務は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

資産除去債務は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

　　　

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日）

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。　

　当社グループは、報告セグメントを事業別とし、「金融事業」「不動産事業」の２つにおいて、事業活動

を展開しております。

　「金融事業」は、消費者向・事業者向貸付業務、信販業務、信用保証業務、債権買取業務であります。「不

動産事業」は、不動産売買、不動産仲介業務であります。

　

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格又は第三者間取引価格に基づいております。　

　

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　   （単位：百万円）

　 報告セグメント　 その他

（注）　
合計　

　 金融事業　 不動産事業　 計　

営業収益 　 　 　 　 　 

外部顧客への営業収

益　
　13,326 　3,166 　16,493 　415 　16,908 

セグメント間の内部

営業収益又は振替高　
　－ 　4 　4 　449 　453 

計　 　13,326 　3,171 　16,497 　865 　17,362 

セグメント利益　 　4,017 　407 　4,425 　40 　4,466 

セグメント資産　 　35,857 　1,236 　37,093 　332 　37,425 

セグメント負債　 　23,399 　423 　23,822 　124 　23,947 

その他の項目　 　 　 　 　 　 

減価償却費　 　89 　6 　96 　23 　120 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額　
　71 　29 　100 　6 　107 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータの運用及

び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務であります。　
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項）

　 　（単位：百万円）

営業収益 金額

報告セグメント計　 16,497 　

「その他」の区分の営業収益　 865 　

セグメント間取引消去　 △453 　

連結財務諸表の営業収益　 16,908 　

　

　 　（単位：百万円）

利益　 金額　

報告セグメント計　 　4,425 

「その他」の区分の利益　 　40 

セグメント間取引消去　 　6 

全社費用（注）　 　△148 

連結財務諸表の営業利益　 　4,324 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　

　

　 （単位：百万円）　

資産　 金額　

報告セグメント計　 　37,093 

「その他」の区分の資産　 　332 

セグメント間取引消去　 　△46 

全社資産（注）　 　483 

連結財務諸表の資産合計　 　37,862 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社の所有する遊休不動産と当社

子会社の所有する賃貸用不動産であります。　

　

　 　（単位：百万円）

負債 金額

報告セグメント計　 23,822 　

「その他」の区分の負債　 124 　

セグメント間取引消去　 △46 　

連結財務諸表の負債合計　 23,900 　

　

（単位：百万円）　

その他の項目
報告セグメント

計　
その他　 調整額　

連結財務諸表

計上額　

減価償却費　 96 　 23 　 0 　 120 　

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額　
100 　 6 　 － 　 107 　
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Ⅱ　当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日）

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。　

　当社グループは、報告セグメントを事業別とし、「金融事業」「不動産事業」「海外事業」の３つにおい

て、事業活動を展開しております。なお、当連結会計年度において、海外で事業を営むネオラインクレジッ

ト貸付株式会社の発行済株式の全株式を取得し、当社の連結子会社としたことに伴い、報告セグメント

「海外事業」を新たに追加しております。また、前連結会計年度については、該当事項はありません。

　「金融事業」は、消費者向・事業者向貸付業務、クレジット・信販業務、信用保証業務、債権買取業務であ

ります。なお、当連結会計年度において、ＫＣカード株式会社の株式を取得し、当社の連結子会社としたこ

とに伴い、該当する事業部門の名称を信販業務からクレジット・信販業務に変更しております。「不動産

事業」は、不動産売買、不動産仲介業務であります。「海外事業」は、消費者向貸付業務であります。

　

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格又は第三者間取引価格に基づいております。

　

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　   （単位：百万円）

　 報告セグメント　 その他

（注）　
合計　

　 金融事業　 不動産事業　 海外事業　 計　

営業収益 　 　 　 　 　 　 

外部顧客への営業収

益　
　19,605 　2,645 　1,916 　24,167 　341 　24,508 

セグメント間の内部

営業収益又は振替高　
　321 　25 　－ 　346 　517 　864 

計　 　19,927 　2,670 　1,916 　24,514 　859 　25,373 

セグメント利益　 　5,571 　131 　303 　6,006 　44 　6,050 

セグメント資産　 　113,165 　1,889 　5,895 　120,950 　317 　121,267 

セグメント負債　 　66,147 　1,165 　5,043 　72,356 　119 　72,475 

その他の項目　 　 　 　 　 　 　 

減価償却費　 　171 　7 　8 　187 　29 　216 

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額　
　205 　31 　28 　265 　40 　305 

減損損失　 　48 　－ 　－ 　48 　－ 　48 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンピュータの運用及

び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務であります。
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項）

　 　（単位：百万円）

営業収益 金額

報告セグメント計　 24,514 　

「その他」の区分の営業収益　 859 　

セグメント間取引消去　 △864 　

連結財務諸表の営業収益　 24,508 　

　

　 　（単位：百万円）

利益　 金額　

報告セグメント計　 　6,006 

「その他」の区分の利益　 　44 

セグメント間取引消去　 　△117 

全社費用（注）　 　△393 

連結財務諸表の営業利益　 　5,539 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　

　

　 （単位：百万円）　

資産　 金額　

報告セグメント計　 　120,950 

「その他」の区分の資産　 　317 

セグメント間取引消去　 　△4,400 

全社資産（注）　 　679 

連結財務諸表の資産合計　 　117,546 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び当社子会社の所有する遊休不動産と当社

子会社の所有する賃貸用不動産であります。　

　

　 　（単位：百万円）

負債 金額

報告セグメント計　 72,356 　

「その他」の区分の負債　 119 　

セグメント間取引消去　 △4,400 　

連結財務諸表の負債合計　 68,074 　

　

（単位：百万円）　

その他の項目
報告セグメント

計　
その他　 調整額　

連結財務諸表

計上額　

減価償却費　 187 　 29 　 0 　 216 　

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額　
265 　 40 　 － 　 305 　

減損損失　 48 　 － 　 － 　 48 　
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【関連情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。

　

Ⅱ　当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日）　

　（単位：百万円）　

　 金融事業　 不動産事業　 その他（注）　 全社・消去　 合計　

減損損失　 49 　 － 　 － 　 － 　 49 　

（注）その他の金額は、コンピュータの運用及び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務に係る

金額であります。　

　

当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日）　

　（単位：百万円）　

　 金融事業　 不動産事業　
海外事業

（注）１．　

その他

（注）２．　
全社・消去　 合計　

減損損失　 48 　 － 　 － 　 － 　 － 　 48 　

（注）１．当連結会計年度において、海外で事業を営むネオラインクレジット貸付㈱の発行済株式の全株

式を取得し、当社の連結子会社としたことに伴い、報告セグメント「海外事業」を新たに追加し

ております。なお、前連結会計年度については、該当事項はありません。

　　　２．その他の金額は、コンピュータの運用及び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務に係

る金額であります。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日）

（単位：百万円）　

　 金融事業　 不動産事業　 その他（注）　 全社・消去　 合計　

当期償却額　 86 　 － 　 － 　 － 　 86 　

当期末残高　 344 　 － 　 － 　 － 　 344 　

（注）その他の金額は、コンピュータの運用及び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務に係る

金額であります。　

　

当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日）

（単位：百万円）　

　 金融事業　 不動産事業　
海外事業

（注）１．　

その他

（注）２．　
全社・消去　 合計　

当期償却額　 86 　 － 　 24 　 － 　 － 　 110 　

当期末残高　 706 　 － 　 99 　 － 　 － 　 805 　

（注）１．当連結会計年度において、海外で事業を営むネオラインクレジット貸付㈱の発行済株式の全株

式を取得し、当社の連結子会社としたことに伴い、報告セグメント「海外事業」を新たに追加し

ております。なお、前連結会計年度については、該当事項はありません。

　　　２．その他の金額は、コンピュータの運用及び管理業務、ソフトウェア受託開発及び運用指導業務に係

る金額であります。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年３月31日）

　当連結会計年度においては、金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

　

当連結会計年度（自 平成23年４月１日  至 平成24年３月31日）

　当連結会計年度において、「金融事業」セグメントにおいて、楽天株式会社よりＫＣカード株式会社（旧　

楽天ＫＣ株式会社）の株式を取得し、当社の連結子会社といたしました。企業結合時において、同社の資産・

負債の時価を再評価した結果、負ののれん29,444百万円が発生したため、当連結会計年度において特別利益

（負ののれん発生益）に計上しております。　
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
 との関係 

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

ネオライン

キャピタル

㈱ 

（注１）　

東京都

港区
60 金融業 －

代理店業務

の受託

システム

運用管理

業務の受託

代理店業務

の受託料の

受取

（注５）　

75

未収入金　 13

代理店業務

の受託料
75

システム運

用管理業務

の受託料の

受取

（注６）　

146

売掛金 11　

システム運

用管理業務

の受託

126

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱エーエー

ディ

（注１）

東京都

中央区
30 印刷業　 －　

印刷等の

委託　

手形の割引

印刷等の

委託の支払

（注５）　

44

未払金　 5　

印刷等の

委託
47

手形の

 割引

（注７）　

53
商業

手形
4

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱フロックス

（注２）

静岡市

 駿河区 
300 金融業 －

貸付債権の

被保証　　

債務保証に

対する保証　

システム

運用管理

業務の受託 

貸付債権に

係る被保証

（注８）　

－ － 　 　201

保証料の

受取

（注９）　

11
未収入金 0

保証料収入 10

保証料の

支払

（注８）　

27
未払金 1　

保証料 23

代位弁済に

備えた

資金の預り

（注８）　

－ 預り金 19

債務保証に

対する保証

（注９）　

304 － －

システム

運用管理

業務の受託料

の受取

（注６）　

118

売掛金  8

システム

運用管理

業務の受託

117
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種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
 との関係 

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱ヴァラモス

（注３）

京都市

下京区
10 金融業 －

システム

運用管理

業務の受託 

システム

運用管理

業務の受託料

の受取

（注６）　　

21

売掛金  1

システム

運用管理

業務の受託

23

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

アペンタクル

㈱

（注３）　

栃木県

宇都宮市
2,555金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注６）　

37

売掛金 2

システム

運用管理

業務の受託

40

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

ネオライン

債権回収㈱

（注４）　

静岡市

駿河区
500 金融業 －

貸付債権の

譲受　

土地の購入

不動産

取引の仲介　

システム

運用管理

業務の受託

貸付債権

の譲受

（注10）　

813 －　 －　

土地の購入

（注11）　
80 －　 －　

不動産取引

の仲介の

請負

（注５）　

16 －　 －　

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注６）　

13

売掛金　 1　

システム

運用管理

業務の受託

12

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱ＳＦコーポ

レーション

（注３）

横浜市

港北区
1,020金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注６）　

38

売掛金　 3　

システム

運用管理

業務の受託

39

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

　（注）１．当社の主要株主である藤澤信義氏が議決権の100％を間接所有しているネオラインホールディングス㈱が議

決権の100％を直接所有しております。

２．ネオラインキャピタル㈱が議決権の100％を直接所有しております。

３．ネオラインホールディングス㈱が議決権の100％を間接所有しております。

４．㈱フロックスが議決権の100％を直接所有しております。

５．取引条件は、独立第三者間と同様の一般的な基準で行っております。

６. 取引条件は、見積原価をベースに価格交渉の上で決定しております。

７. 割引条件は、子会社の顧客と同様の基準で行っております。

８．子会社が行う消費者向けの貸付に対し、㈱フロックスから保証を受けており、保証料率については、代位弁済

の状況などを勘案して合理的に決定しております。

　　㈱フロックスから保証の承諾を受けて実行した消費者向貸付債権の代位弁済に備えて、毎月末残高の９％相当
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額の資金を預かる旨の契約を締結しております。

９．㈱フロックスの信用保証業務に係る保証債務に対して、保証を行っております。

　　保証料率については、相互の負担割合を勘案して合理的に決定しております。　

10．購入価格は、第三者機関の評価により時価を算出し決定しております。　

11. 取引条件は、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

12. 上記の取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。　
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当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
 との関係 

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主

（個人）

及びその

近親者　

藤澤　信義 － －　
当社代表取

締役社長　

（被所有）

直接

48.9％　

資金の借入　

資金の借入

（注１）　
22,000

株主、役員

又は従業員

からの短期

借入金　

22,000　

利息の支払 464
未払費用　　 4　　

支払利息 468

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

ネオライン

ホールディン

グス㈱　

（注２）

東京都

港区
100 

ホールディ

ング業　
－　

役員の兼任

株式の購入

利息の支払

業務の委託　

　

株式の購入

（注３）　
767 － －　

利息の支払

（注４）　
60 － －

業務委託料

の支払　

（注６）　

13

前払費用　　 1

業務の委託　　 11

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

クロスシード

㈱ 

（注９）

（注10）　

仙台市

青葉区
60 金融業 －

代理店業務

の受託

システム

運用管理

業務の受託

代理店業務

の受託料の

受取

（注６）　

69

－　 －

代理店業務

の受託料
69

システム運

用管理業務

の受託料の

受取

（注５）　

74

－ －　

システム運

用管理業務

の受託

58

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱エーエー

ディ

（注７）

東京都

中央区
30 印刷業　 －　

印刷等の

委託　

印刷等の

委託の支払

（注６）　

148

未払金　 24　　

印刷等の

委託
166　
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種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
 との関係 

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱フロックス

（注７）

（注13）　　

静岡市

 駿河区 　
300 　 金融業　 －　

代理店業務

の受託　

貸付債権の

被保証　　

債務保証に

対する保証　

システム

運用管理

業務の受託

及び委託 

代理店業務

の受託料の

受取　

（注６）　

11

未収入金 　 　1　

代理店業務

の受託料
11

貸付債権に

係る被保証

（注14）　

201　 －　 　 　－　

保証料の

支払

（注14）　

14
未払金 0　

保証料 13

代位弁済に

備えた

資金の預り

（注14）　

－ 預り金 11

債務保証に

対する保証

（注15）　

208 － －

システム

運用管理

業務の受託料

の受取

（注５）　

82

前受金  5

システム

運用管理

業務の受託

69

システム

運用管理

業務の委託

料の支払

（注６）　

18

買掛金　 3　

システム

運用管理

業務の委託

19

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱ギルド

（注９）

（注11）　

大阪市

淀川区
10 金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

不動産の

賃貸

システム

運用管理

業務の受託料

の受取

（注５）　　

15

－ －

システム

運用管理

業務の受託

13

事務所の

家賃の受取

（注12）　

12
－　 －

受取家賃 12
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種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
 との関係 

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

アペンタクル

㈱

（注９）　

栃木県

宇都宮市
2,555金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注５）　

27

－ －

システム

運用管理

業務の受託

22

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

ネオライン

債権回収㈱

（注８）　

静岡市

駿河区
500 金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注５）　

17　

前受金 1　

システム

運用管理

業務の受託

14

主要株主

（個人）

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等

（当該会

社等の子

会社を含

む）

㈱ＳＦコーポ

レーション

（注９）

横浜市

港北区
1,020金融業 －

システム

運用管理

業務の受託

システム

運用管理

業務の受託

料の受取

（注５）　

13

－　 －　

システム

運用管理

業務の受託

13

役員及び

その近親

者　

千葉　信育 － －　
当社代表取

締役副社長　

（被所有）

直接

0.3％　

債務被保証　

借入金に対す

る被保証

（注16）　

603 －　　 －　　

役員及び

その近親

者　

橋本　泰 － －　 当社取締役　

（被所有）

直接

0.1％　

債務被保証　

借入金に対す

る被保証

（注17）　

146 －　　 －　　

  取引条件ないし取引条件の決定方針等 

　（注）１．借入利率は、当社の各調達先における実質調達金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供

しておりません。

２．当社の主要株主である藤澤信義氏が議決権の100％を間接所有しております。

３．当該株式は、当社の連結子会社となったネオラインクレジット貸付㈱の株式であり、株式の譲受価額は、第三

者機関の評価結果を踏まえ、相互協議の上で決定しております。　

４．ネオラインクレジット貸付㈱によるネオラインホールディングス㈱からの借入金に係る利息の支払いであ

ります。

５. 取引条件は、見積原価をベースに価格交渉の上で決定しております。

６．取引条件は、独立第三者間と同様の一般的な基準で行っております。　

７．当社の主要株主である藤澤信義氏が議決権の100％を間接所有しているネオラインホールディングス㈱が議

決権の100％を直接所有しております。

８．㈱フロックスが議決権の100％を直接所有しておりましたが、平成24年５月14日付で資本関係が解消されて

おります。また、平成24年６月１日付で、リンク債権回収㈱に商号変更しております。

９．当連結会計年度中に関連当事者ではなくなったため、関連当事者であった期間の取引を記載しております。

10．クロスシード㈱は、平成24年１月31日付でネオラインキャピタル㈱から商号変更しております。

11．㈱ギルドは、平成24年２月27日付で㈱ヴァラモスから商号変更しております。
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12．取引条件は、近隣の取引実勢等をベースに価格交渉の上で決定しております。　

13．㈱フロックスは、平成24年５月１日付で㈱クレディアに商号変更しております。

14．子会社が行う消費者向けの貸付に対し、㈱フロックスから保証を受けており、保証料率については、代位弁済

の状況などを勘案して合理的に決定しております。

　　㈱フロックスから保証の承諾を受けて実行した消費者向貸付債権の代位弁済に備えて、毎月末残高の９％相当

額の資金を預かる旨の契約を締結しております。

15．㈱フロックスの信用保証業務に係る保証債務に対して、保証を行っております。

　　保証料率については、相互の負担割合を勘案して合理的に決定しております。

16．ネオラインクレジット貸付㈱による金融機関からの借入に対する保証を行っております。

17．キーノート㈱による金融機関からの借入に対する保証を行っております。　

18. 上記の取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１株当たり純資産額       232.39円

１株当たり当期純利益金額     54.30円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
      53.85円

１株当たり純資産額      798.17円

１株当たり当期純利益金額     575.96円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
     567.68円

　（注）１．当社は、平成24年５月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年６月１日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産

額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、「１株

当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分）及び「１

株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用しております。

　この適用により、当連結会計年度の連結貸借対照表日後に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定

して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しておりま

す。

　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前連結会計年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　464.78円

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　108.60円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　107.70円

　　

　　　　２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前連結会計年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益（百万円） 3,233 34,500

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,233 34,500

期中平均株式数（千株） 59,547 59,902

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 499 873

　　　　３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末
（平成23年３月31日）

当連結会計年度末
（平成24年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 13,961 49,471

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
67 1,404

（うち新株予約権） (52)　 (103)　

（うち少数株主持分） (14)　 (1,300)　

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 13,894 48,067

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
59,790 60,221
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（重要な後発事象）

当連結会計年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）　

　１．当社は、平成24年６月27日開催の第36回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び239条の規定に基

づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、

無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき特別決議いたしました。

　なお、詳細については、「第４　提出会社の状況　１．株式等の状況　(9)ストックオプション制度の内容」に記

載のとおりであります。

　

２．平成24年５月７日開催の当社取締役会において、次のとおり株式分割を行うことを決議いたしました。

　(1) 株式分割の目的

　　当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、株式の分割を実施するものでありま

す。

　(2) 株式分割の方法

　　平成24年５月31日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式数を１株

につき２株の割合をもって分割いたします。

　(3) 株式分割の効力発生日

　　平成24年６月１日

　(4) 株式分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数　 31,145,696株　

株式分割により増加する株式数　 31,145,696株　

株式分割後の発行済株式総数　 62,291,392株　

株式分割後の発行可能株式総数　 70,000,000株　

　(5) 新株予約権行使価額の調整

 調整前株式数 調整後株式数 調整前行使価額 調整後行使価額

イッコー第１回新株予約権　 37,000株　 74,000株 　133円 67円　

Ｊトラスト第１回新株予約権　 176,000株　 352,000株 231円 116円

Ｊトラスト第２回新株予約権　 　463,500株 927,000株 298円 149円

Ｊトラスト第３回新株予約権　 　533,400株 1,066,800株 361円 181円

Ｊトラスト第Ｎ－６回新株予約権 　3,620株 7,240株 345円 173円

Ｊトラスト第Ｎ－７回新株予約権 　390株 780株 945円 473円

Ｊトラスト第Ｎ－８回新株予約権 　12,090株 24,180株 1,054円 527円

Ｊトラスト第Ｎ－９回新株予約権 　13,100株 26,200株 2,050円 1,025円

Ｊトラスト第Ｎ－10回新株予約権 　13,400株 26,800株 740円 370円

　(6) １株当たり情報に及ぼす影響

　　当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当連結会計年

度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　

（1）連結財務諸表　注記事項　（１株当たり情報）」に記載のとおりであります。

　

３．当社の関連会社であるアドアーズ株式会社（以下、「アドアーズ」という。）を、平成24年６月26日付で、当

社の連結子会社といたしました。

　その概要は次のとおりであります。　

　(1) 異動の理由

　　当社は、当社の代表取締役社長であり、アドアーズの代表取締役会長である藤澤信義氏（以下、「藤澤氏」

という。）の経営手腕を一層発揮できる体制に資するアドアーズの取締役会の役員構成に刷新するため、取

締役として当社グループの役員の派遣を要請し、平成24年６月26日付のアドアーズ定時株主総会で決議さ

れたことにより、当該役員は同日就任いたしました。また、これにあわせてアドアーズでは、当社との情報共

有・意思決定の迅速化を目的に、本店所在地を東京都中央区から当社グループ各社が構える東京都港区虎

ノ門への変更を決議しております。
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　　当社は、アドアーズの役員人事・本店移転についてアドアーズの第二位株主であるＧＦ投資ファンド投資

事業有限責任組合（以下、「ＧＦ」という。）の同意が得られたことに加え、当社の連結子会社である株式

会社ネクストジャパンホールディングスがＧＦに対する貸付を行っていることから、連結する会社の範囲

を判定するための基準に照らし、ＧＦは間接的に「緊密な者（当社と出資、人事、資金、技術、取引等におい

て緊密な関係があることにより当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者）」に該当す

ると認識しております。

　　当社グループは、現時点において、アドアーズの議決権の40％未満の所有に留まっておりますが、「緊密な

者」であるＧＦが所有している議決権と併せることにより、アドアーズの議決権の過半数を所有すること

となります。また、当社グループから派遣する取締役以外のアドアーズの他の取締役についても、藤澤氏の

意向・経営方針を十分に理解していることから、当該取締役と当社グループから派遣する取締役を併せる

と、当社がアドアーズの意思決定機関である取締役会を実質的に支配することが推測される事実が存在す

る状況にあるため、支配力基準により、アドアーズを当社の連結子会社といたしました。

　(2) 当該子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金、事業の内容

　　① 名称                        アドアーズ株式会社

　　② 住所                        東京都中央区日本橋馬喰町二丁目１番３号

　　③ 代表者の氏名                代表取締役会長    藤澤　信義

　　④ 資本金　　　　　　　　      4,405百万円（平成24年３月31日現在）

　　⑤ 事業の内容                  アミューズメント施設の運営・企画・開発・設計・施工・監理等

　(3) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該子会社の議決権の数及び当該子会社の総株主等の議決権

に対する割合

 （異動前）  （異動後）

議決権の数 41,054個 41,054個

　 （うち間接所有：41,054個） （うち間接所有：41,054個）

総株主等の議決権に対する割合 34.16％ 34.16％

　 （うち間接所有：34.16％） （うち間接所有：34.16％）

（注）当社の所有に係る当該子会社の議決権の数及び当該子会社の総株主等の議決権に対する割合は、当

社連結子会社の㈱ネクストジャパンホールディングスが直接保有しております。なお、平成24年７

月１日付で、当社を存続会社とし、㈱ネクストジャパンホールディングスを消滅会社とする吸収合

併を予定しており、当該合併後は、当社が当該子会社の議決権を直接保有いたします。

　(4) 異動日

　　平成24年６月26日
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。 

　

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 2,465 25,039 3.9 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,515 2,537 4.8 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 10,814 13,670 4.0平成25年～31年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債

割引手形

 

1,291

 

1,776

 

3.4

 

－

合計 16,087 43,024 － －

　（注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 2,024 1,551 1,579 1,433

　

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。 

　

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益（百万円） 3,774 10,106 17,246 24,508

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円）
586 30,721 33,640 35,319

四半期（当期）純利益金額

（百万円）
377 30,306 32,990 34,500

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
6.32 506.56 551.25 575.96

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
6.32 500.24 44.69 24.71

（注）当社は、平成24年５月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年６月１日付で株式１株につき２株の株式

分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額

及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 11,784

※1
 1,548

買取債権 ※2
 3,068 －

前払費用 17 25

繰延税金資産 81 －

未収収益 17 223

関係会社短期貸付金 3,522 22,273

その他 30 24

流動資産合計 18,522 24,095

固定資産

有形固定資産

建物 56 19

減価償却累計額 △32 △7

建物（純額） 24 12

車両運搬具 3 －

減価償却累計額 △3 －

車両運搬具（純額） 0 －

器具備品 99 91

減価償却累計額 △78 △80

器具備品（純額） 21 10

土地 ※1
 82

※1
 71

有形固定資産合計 128 94

無形固定資産

ソフトウエア 3 2

電話加入権 4 4

無形固定資産合計 8 6

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 515

※1
 515

関係会社株式 1,706 7,142

出資金 51 117

関係会社長期貸付金 － 6,700

長期前払費用 5 2

差入保証金 136 114

会員権 8 －

長期預金 － 400

貸倒引当金 △3 －

投資その他の資産合計 2,420 14,991

固定資産合計 2,557 15,092

資産合計 21,080 39,188
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※1, ※4
 596

※1, ※4
 684

株主、役員又は従業員からの短期借入金 － 15,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 486

※1
 1,289

未払金 34 31

未払法人税等 984 42

未払費用 8 20

預り金 76 64

前受収益 127 935

その他 8 28

流動負債合計 2,322 18,097

固定負債

長期借入金 ※1
 6,605

※1
 9,523

長期前受収益 1,036 －

その他 26 34

固定負債合計 7,668 9,557

負債合計 9,990 27,654

純資産の部

株主資本

資本金 4,496 4,530

資本剰余金

資本準備金 2,230 2,265

資本剰余金合計 2,230 2,265

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 4,380 4,704

利益剰余金合計 4,380 4,704

自己株式 △72 △72

株主資本合計 11,034 11,427

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 3

評価・換算差額等合計 2 3

新株予約権 52 103

純資産合計 11,089 11,533

負債純資産合計 21,080 39,188

EDINET提出書類

Ｊトラスト株式会社(E03724)

有価証券報告書

118/139



②【損益計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業収益

受取割引料 11 －

貸付金利息 29 －

受取利息 － ※3
 681

受取配当金 － ※3
 625

受取手数料 12 －

預金利息 2 1

その他の金融収益 ※1
 3,523

※1
 1,679

その他の営業収益 ※2
 286

※2
 101

営業収益合計 3,866 3,090

営業費用

支払割引料 2 －

借入金利息 311 802

保証料 4 －

その他の営業費用 41 －

営業費用合計 360 802

営業総利益 3,506 2,288

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 34 47

貸倒引当金繰入額 34 －

貸倒損失 2 －

債務保証損失引当金繰入額 23 －

役員報酬 148 175

給料及び手当 331 227

株式報酬費用 40 76

福利厚生費 80 45

通信費 18 12

租税公課 63 43

減価償却費 25 14

賃借料 73 65

調査費 5 0

支払手数料 395 327

その他 80 59

販売費及び一般管理費合計 1,357 1,095

営業利益 2,148 1,192

営業外収益

受取利息 ※3
 253 －

受取配当金 1 19

雑収入 11 8

営業外収益合計 266 28
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

営業外費用

減価償却費 1 0

保証金解約損 0 －

その他 － 0

営業外費用合計 1 0

経常利益 2,414 1,219

特別利益

固定資産売却益 ※4
 7 －

投資有価証券売却益 20 1

新株予約権戻入益 3 0

その他 － 0

特別利益合計 30 3

特別損失

過年度損益修正損 8 －

固定資産売却損 ※5
 3

※5
 0

固定資産廃棄損 0 0

固定資産評価損 － 2

減損損失 ※6
 37

※6
 3

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 0 0

特別損失合計 49 6

税引前当期純利益 2,395 1,216

法人税、住民税及び事業税 1,165 451

過年度法人税等 79 －

法人税等調整額 △20 81

法人税等合計 1,224 533

当期純利益 1,170 683
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③【株主資本等変動計算書】
（単位：百万円）

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,470 4,496

当期変動額

新株の発行 25 34

当期変動額合計 25 34

当期末残高 4,496 4,530

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,205 2,230

当期変動額

新株の発行 25 34

当期変動額合計 25 34

当期末残高 2,230 2,265

資本剰余金合計

当期首残高 2,205 2,230

当期変動額

新株の発行 25 34

当期変動額合計 25 34

当期末残高 2,230 2,265

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 3,801 4,380

当期変動額

剰余金の配当 △356 △358

分割型の会社分割による減少 △235 －

当期純利益 1,170 683

当期変動額合計 578 324

当期末残高 4,380 4,704

利益剰余金合計

当期首残高 3,801 4,380

当期変動額

剰余金の配当 △356 △358

分割型の会社分割による減少 △235 －

当期純利益 1,170 683

当期変動額合計 578 324

当期末残高 4,380 4,704

自己株式

当期首残高 △72 △72

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △72 △72
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（単位：百万円）

前事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

当事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

株主資本合計

当期首残高 10,404 11,034

当期変動額

新株の発行 50 68

剰余金の配当 △356 △358

分割型の会社分割による減少 △235 －

当期純利益 1,170 683

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 629 392

当期末残高 11,034 11,427

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 6 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3 0

当期変動額合計 △3 0

当期末残高 2 3

評価・換算差額等合計

当期首残高 6 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3 0

当期変動額合計 △3 0

当期末残高 2 3

新株予約権

当期首残高 31 52

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20 51

当期変動額合計 20 51

当期末残高 52 103

純資産合計

当期首残高 10,442 11,089

当期変動額

新株の発行 50 68

剰余金の配当 △356 △358

分割型の会社分割による減少 △235 －

当期純利益 1,170 683

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 51

当期変動額合計 646 444

当期末残高 11,089 11,533
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【重要な会計方針】

項目
当事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法

 その他有価証券

・時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）

 ・時価のないもの

　移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　８年～37年

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

 (3）長期前払費用

　定額法によっております。

３．収益及び費用の計上基準 (1) 買取債権の回収に係る収益の計上基準 

　債権金額と取得原価との差額を営業収益（その他の金融収益）に計上してお

ります。将来のキャッシュ・フローを見積もることが可能な債権は償却原価法

により、将来のキャッシュ・フローを見積もることが困難な債権は回収額に応

じて営業収益を計上する方法によっております。

４．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　但し、固定資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払費用に計上し、５年間で

均等償却しております。

　

【会計方針の変更】

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）　

　当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分）及び「１株

当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用しております。

　当事業年度の貸借対照表日後に１株につき２株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定

しております。

　なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

【追加情報】

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年３月31日）

当事業年度
（平成24年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

科目 金額（百万円）
預金 319
土地 67
投資有価証券 500

計 886

科目 金額（百万円）
預金 719
土地 67
投資有価証券 499

計 1,286

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

科目 金額（百万円）
短期借入金 500
１年内返済予定の長期借入金 486
長期借入金 6,605

計 7,591

　（イ）担保に供している資産は、上記の債務の他に信

用保証業務に係る保証債務の担保にもなっておりま

す。　

科目 金額（百万円）
短期借入金 520
１年内返済予定の長期借入金 1,289
長期借入金 9,523

計 11,332

　（イ）担保に供している資産は、上記の債務の他に保

証債務及び子会社の借入金に係る担保にもなっており

ます。　

※２．関係会社項目

 　   関係会社に対する資産には区分掲記されたもののほ

か次のものがあります。

流動資産         

　買取債権 3,068百万円　

　

　２．　　　　　　 ―――――― 
　

　３．偶発債務

　信用保証業務として金融機関からの借入債務に対す

る保証を行っております。

　３．偶発債務

　信用保証業務として、主に金融機関からの借入債務に

対する保証を行っております。

保証債務（事業者及び消費者

11,529件）

   10,298百万円

保証債務（連結子会社７件）    6,639

債務保証損失引当金 －

差引額 16,937

保証債務（事業者及び消費者

28,804件）

   23,417百万円

保証債務（連結子会社10件）    9,926

債務保証損失引当金 －

差引額 33,343

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。当契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

※４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。当契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額     500百万円

借入実行残高 500

　　差引額 －

貸出コミットメントの総額     500百万円

借入実行残高 500

　　差引額 －
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

※１．その他の金融収益の内訳 ※１．その他の金融収益の内訳

科目 金額（百万円）
貸付金利息（買取債権） 286
回収差益（買取債権） 3,237

計 3,523
 

科目 金額（百万円）
貸付金利息（買取債権） 58
回収差益（買取債権） 1,621

計 1,679
 

※２．その他の営業収益の内訳 ※２．その他の営業収益の内訳

科目 金額（百万円）
償却済債権取立益 7
保証料収入 195
求償権損害金 5
不動産事業売上高 49
仲介料収入 28

計 286
 

科目 金額（百万円）
償却済債権取立益 2
保証料収入 98
仲介料収入 0
その他 0

計 101
 

※３．関係会社に係る注記 ※３．関係会社に係る注記

科目 金額（百万円）
受取利息 253

 

科目 金額（百万円）
受取利息 681
受取配当金 625

計 1,307
 

※４．固定資産売却益の内訳

科目 金額（百万円）
建物 1
土地 5

計 7
 

　４．　　　　　　 ―――――― 
 

※５．固定資産売却損の内訳

科目 金額（百万円）
建物 0
器具備品 0
土地 2

計 3
 

※５．固定資産売却損の内訳

科目 金額（百万円）
器具備品 0
土地 0
会員権 0

計 0
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前事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

※６．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

※６．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
大阪市中央区 遊休資産 建物
兵庫県赤穂郡上郡
町

遊休資産 建物

神戸市北区 遊休資産 建物
大阪市中央区 遊休資産 器具備品
兵庫県赤穂郡上郡
町

遊休資産 土地

神戸市北区 遊休資産 土地
京都府相楽郡精華
町　他２件

遊休資産 土地

　当社は、資産グループを事業用資産、賃貸用資産、遊休

資産に分類しております。 

　除却を予定していた建物及び器具備品については帳

簿価額を零とし、売却を予定しております建物及び土

地については売却予定価額とし、それ以外のものにつ

いては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額37百万円を特別損失に計上しております。その内訳

は、建物24百万円、器具備品０百万円、土地12百万円で

あります。

　なお、回収可能価額は、不動産鑑定評価基準、路線価、

公示価格及び固定資産税評価額を基にした正味売却可

能価額により評価しております。

場所 用途 種類
大阪市淀川区 遊休資産 建物及び土地

滋賀県米原市 遊休資産
建物、土地及び会
員権

　当社は、資産グループを事業用資産、賃貸用資産、遊休

資産に分類しております。 

　売却を予定していた建物、土地及び会員権については

売却価額とし、売却を予定している建物及び土地につ

いては売却予定価額まで減額し、当該減少額３百万円

を特別損失に計上しております。その内訳は、建物３百

万円、土地０百万円、会員権０百万円であります。　

　

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 114 0 － 114

合計 114 0 － 114

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 114 0 － 114

合計 114 0 － 114

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

　ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引 

　①　リース資産の内容

　　　当事業年度末において該当する資産はありません。

　ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引 

　①　リース資産の内容

　　　当事業年度末において該当する資産はありません。

　②　リース資産の減価償却の方法

　　　当事業年度末において該当する資産が存在しないため

記載を省略しております。

 　　 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

    ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

    ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

    準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

    であります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　　　当事業年度末において該当する資産が存在しないため

記載を省略しております。

 　　 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

    ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

    ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

    準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

    であります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 16 7 9
ソフトウェア 7 6 0

合計 24 14 10

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 14 6 7

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年以内     3百万円

１年超 7

計 10

１年以内      2百万円

１年超 5

計 7

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料     5百万円

減価償却費相当額 4

支払利息相当額 0

支払リース料      2百万円

減価償却費相当額 2

支払利息相当額 0

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額　子会社株式1,706百万円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

　当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額　子会社株式7,142百万円）は、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産 　

土地評価損 41

有価証券評価損 226

未払事業税 73

その他 50

繰延税金資産小計 392

評価性引当額 △310

繰延税金資産合計 81

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 －

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産（負債）の純額 81

　

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含

まれております。

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 81

　

（単位：百万円）

繰延税金資産 　

土地評価損 33

有価証券評価損 199

子会社株式 1,160

未払事業税 7

その他 53

繰延税金資産小計 1,454

評価性引当額 △1,454

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 　

その他有価証券評価差額金 －

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産（負債）の純額 －

　

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 (単位：％)

法定実効税率 40.63

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.20

住民税均等割 0.21

評価性引当額の減少 △0.21

会社分割による影響額 7.08

過年度法人税等 3.32

その他 △0.11

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.12

 

 (単位：％)

法定実効税率 40.69

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない

項目
0.34

受配当金等永久に益金に算入されな

い項目

△18.14

住民税均等割 0.32

評価性引当額の増加 21.74

その他 △1.10

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.85

 

　

（企業結合等関係）

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

　　

（資産除去債務関係）

前事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

資産除去債務は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

資産除去債務は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１株当たり純資産額       184.60円

１株当たり当期純利益金額     19.67円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
      19.50円

１株当たり純資産額       189.80円

１株当たり当期純利益金額     11.40円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
      11.24円

　（注）１．当社は、平成24年５月７日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年６月１日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、

１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表分）及び「１株当

たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用しております。

　この適用により、当事業年度の貸借対照表日後に行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定して１株当た

り純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前事業年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益金額は、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　369.19円

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　 39.33円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　 39.00円　

　　

　　　　２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。　

 
前事業年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当事業年度
（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益（百万円） 1,170 683

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,170 683

期中平均株式数（千株） 59,547 59,902

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 499 873

　　　　３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度末

　（平成23年３月31日）
当事業年度末

　（平成24年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 11,089　 11,533　

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
52　 103　

（うち新株予約権） (52)　 (103)　

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 11,036　 11,430　

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
59,790　 60,221　
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（重要な後発事象）

当事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

　１．当社は、平成24年６月27日開催の第36回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び239条の規定に基

づき、当社及び当社子会社の取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして、

無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき特別決議いたしました。

　なお、詳細については、「第４　提出会社の状況　１．株式等の状況　(9)ストックオプション制度の内容」に記

載のとおりであります。

　

２．平成24年５月７日開催の当社取締役会において、次のとおり株式分割を行うことを決議いたしました。

　なお、詳細については、連結財務諸表における「重要な後発事象」、１株当たり情報に及ぼす影響については、

「第５　経理の状況　２．財務諸表等　(1)財務諸表　注記事項　（１株当たり情報）」に記載のとおりでありま

す。

　

３．平成24年５月18日開催の当社及び当社連結子会社である株式会社ネクストジャパンホールディングス（以

下、「ネクストジャパンホールディングス」という。）の取締役会及び平成24年６月27日開催の当社第36回定

時株主総会において、次のとおり吸収合併を行うことを決議いたしました。　

　(1) 吸収合併の目的

　　当社は、当社グループ各社の事業戦略を包括的に立案し、業務のサポートを行うホールディング体制を敷き

事業活動を展開しており、平成24年４月30日を効力発生日として、当社を完全親会社、ネクストジャパン

ホールディングスを完全子会社とする株式交換を実施し、ネクストジャパンホールディングスを当社の

100％子会社としております。

　　ネクストジャパンホールディングスは、アミューズメント事業を営む子会社を傘下に抱え、当社の事業内容

と同様、ホールディング会社として子会社の経営管理を主たる事業としておりますが、グループ会社の経営

資源の有効活用及び経営の効率化を通じて、グループ全体の経営基盤の強化を図ることを目的として、吸収

合併を行うものであります。

(2) 合併する相手会社の名称

　　株式会社ネクストジャパンホールディングス

　(3) 合併の方法及び合併後の会社の名称

　　合併の方法　　　　　　　　　　　　　当社を存続会社、ネクストジャパンホールディングスを消滅会社とする吸収合併

方式で、ネクストジャパンホールディングスは解散いたします。

　　合併後の会社の名称　　　　　　　　　Ｊトラスト株式会社

　(4) 合併に係る割当ての内容

　　当社は、ネクストジャパンホールディングスの発行済株式の全てを保有しているため、本合併による当社の

株式その他金銭等の割当てはありません。

(5) 相手会社の主な事業内容及び規模　

事業内容　
　

ネクストジャパンホールディングス子会社の統括・管理及びリ

スクマネジメント並びに投資事業等

売上高　 　   254百万円（平成23年７月期）

当期純損失（△） 　  △88百万円（平成23年７月期）

資本金の額　 　    90百万円（平成23年７月期）

資産の額　 　 8,007百万円（平成23年７月期）

負債の額　 　 7,530百万円（平成23年７月期）

純資産の額　 　   477百万円（平成23年７月期）

(6) 合併の時期

　　平成24年７月１日
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券　 その他有価証券　

銘柄　
株式数

(株）　

貸借対照表計上額

（百万円）　

㈱西京銀行　 2,617,000　 499　

㈱みなと銀行　 100,000　 15　

その他（３銘柄）　 494　 0　

計　 2,717,494　 515　

　　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

建物

　

56

　

6

　

43

(3)

19

　

7

　

2

　

12

　

車両運搬具 3 － 3 － － 0 －

器具備品

　

99

　

－

　

8

　

91

　

80

　

10

　

10

　

土地

　

82

　

－

　

11

　(0)　

71

　

－

　

－

　

71

　

有形固定資産計

　

243

　

6

　

67

(3)　

181

　

87

　

13

　

94

　

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

ソフトウェア 7 － － 7 5 1 2

電話加入権 4 　　　　　－ － 4 － － 　　4

無形固定資産計 12 － － 12 5 1 6

長期前払費用 16 0 3 13 10 3 2

　（注） 当期減少額の（　）は減損損失による減少額であり、内数で記載しております。 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 3 － － 3 －

　（注） 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、会員権売却による減少であります。　　
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

１）現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金の種類 　

普通預金 723

別段預金 5

定期預金 819

小計 1,548

合計 1,548

　

２）関係会社短期貸付金　

相手先 金額（百万円）

㈱ロプロ 9,554

ＫＣカード㈱ 8,600

ネオラインクレジット貸付㈱ 4,119

合計 22,273

　

３）関係会社株式

相手先 金額（百万円）

ＫＣカード㈱　 4,450

ネオラインクレジット貸付㈱　 985

パルティール債権回収㈱　 500

西京カード㈱　 455

㈱ロプロ　 300

㈱日本保証　 300

Ｊトラストシステム㈱　 150

その他　 0

合計 7,142

　

４）関係会社長期貸付金　

相手先 金額（百万円）

ＫＣカード㈱ 6,700

　  

②　負債の部

１）株主、役員又は従業員からの短期借入金　

相手先 金額（百万円）

藤澤信義 15,000

　  　

２）長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱整理回収機構　 6,043

大阪厚生信用金庫　 1,595

近畿産業信用組合　 1,125

成協信用組合　 759

合計 9,523

　

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

 

 

（特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

 

 

（特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ────── 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告。但し電子公告によることができない事故その他やむを得ない事

由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.jt-corp.co.jp/

株主に対する特典 特にありません。

　（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請

求する権利及び募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利、単元未満株式の数と併せて単元株式数とな

る数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。 
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

  

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  

事業年度（第35期）（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）平成23年６月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　　平成23年６月30日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第36期第１四半期）（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）平成23年８月12日関東財務局長に提出

（第36期第２四半期）（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）平成23年11月11日関東財務局長に提出

（第36期第３四半期）（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）平成24年２月10日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

　　平成23年７月１日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における決議事項の決議）に基づく臨時

報告書であります。

　　平成23年８月１日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

　　平成23年８月11日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（ストックオプションとしての新株予約権の発行）

に基づく臨時報告書であります。

　　平成23年11月10日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著

しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

　　平成24年１月12日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第15号（吸収分割）に基づく臨時報告書であります。

　　平成24年２月14日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交換）に基づく臨時報告書であります。

　　平成24年５月18日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３（吸収合併）に基づく臨時報告書であります。

　　平成24年６月26日関東財務局長に提出

　　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5) 臨時報告書の訂正報告書

　　平成24年５月７日関東財務局長に提出

　　平成24年１月12日提出の臨時報告書（吸収分割）に係る訂正報告書であります。

　　平成24年６月14日関東財務局長に提出

　　平成24年２月14日提出の臨時報告書（株式交換）に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  平成24年６月27日

Ｊトラスト株式会社   

 取締役会　御中  

 大阪監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　本　周　平　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 安　岐　浩　一　　印

     

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るＪトラスト株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｊトラ

スト株式会社及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

１．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成24年６月27日開催の第36回定時株主総会において、ス

トックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することを特別決議し

た。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成24年５月７日開催の取締役会において、１株につき２株

の割合をもって株式分割を行うことを決議した。

３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成24年６月26日付で、アドアーズ株式会社を連結子会社と

した。

　上記事項は、いずれも当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、Ｊトラスト株式会社の平成24年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、Ｊトラスト株式会社が平成24年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

  平成24年６月27日

Ｊトラスト株式会社   

 取締役会　御中  

 大阪監査法人  

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 藤　本　周　平　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 安　岐　浩　一　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るＪトラスト株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｊトラスト

株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　

強調事項

１．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成24年6月27日開催の第36回定時株主総会において、ス

トックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集要項の決定を取締役会に委任することを特別決議し

た。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成24年５月７日開催の取締役会において、１株につき２株

の割合をもって株式分割を行うことを決議した。
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３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社及び連結子会社株式会社ネクストジャパンホールディングス

は、平成24年５月18日開催のそれぞれの取締役会及び平成24年６月27日開催のＪトラスト株式会社の第36回定時株

主総会において、Ｊトラスト株式会社を存続会社、株式会社ネクストジャパンホールディングスを消滅会社とする

吸収合併を行うことを決議した。

　上記事項は、いずれも当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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